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序

目
的

本
稿
は
、
大
革
命
を
経
た
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
産
業
化
と
と
も
に
現
れ
た
「
社
会
問
題
」
へ
の
対
応
を
自
由
放
任
主
義
と
社

会
主
義
の
聞
に
た
っ
て
行
お
う
と
し
た
、
支
配
層
の
諸
思
想
を
検
討
し
、
二
十
世
紀
に
生
ま
れ
る
フ
ラ
ン
ス
福
祉
国
家
を
準
備
し
た
思
想
史

的
な
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

フランス福祉国家の思想的源流(l789~1910年)(I) 

本
稿
で
は
、
二
つ
の
論
点
を
扱
う
。
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
初
期
に
現
れ
た
「
近
代
的
」
秩
序
像
が
、
産
業
化
に
伴
う
新
し
い
貧
困
現

象
の
盛
場
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
聞
い
直
さ
れ
た
の
か
を
、
思
想
的
な
水
準
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
十
八
世
紀

後
半
に
成
立
す
る
「
公
共
性
」
へ
の
新
た
な
理
解
を
軸
に
据
え
、
革
命
以
降
の
「
貧
困
」
認
識
の
変
遷
の
中
で
、
そ
こ
に
内
在
す
る
問
題
が

ど
う
問
わ
れ
た
の
か
を
検
討
し
、
一
八
三
0
年
代
に
生
ま
れ
る
「
社
会
問
題
」
へ
の
認
識
を
、
支
配
層
に
お
け
る
秩
序
像
変
容
の
画
期
と
し

て
、
思
想
史
的
に
位
置
づ
け
る
。

第
二
に
、
「
社
会
問
題
」
へ
の
対
応
と
し
て
、
七
月
王
政
以
降
の
支
配
層
に
唱
え
ら
れ
た
思
想
を
、
「
政
治
経
済
学
」
、
「
社
会
経
済
学
」
、
「
社

会
的
共
和
主
義
」
、
「
連
帯
主
義
」
の
四
つ
の
思
想
潮
流
に
区
分
し
、
そ
れ
ら
の
対
抗
関
係
の
中
で
、
二
十
世
紀
初
頭
に
導
入
さ
れ
る
フ
ラ
ン

ス
福
祉
国
家
の
原
型
を
位
置
づ
け
る
。

以
上
の
作
業
に
よ
っ
て
、
「
社
会
」
の
組
織
化
と
い
う
、
国
制
論
と
も
抽
象
的
原
理
論
と
も
異
な
る
十
九
世
紀
政
治
思
想
に
固
有
の
問
題

構
成
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
へ
の
対
応
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
二
十
世
紀
初
頭
に
導
入
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
福
祉
国
家
の
制
度
的
原

型
が
、
い
か
な
る
思
想
的
射
程
と
限
界
と
を
有
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
。
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説

先
行
研
究

論

以
上
の
狙
い
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
史
研
究
を
「
近
代
社
会
」
論
、
「
対
抗
文
化
」
論
、
「
政
治
文
化
」

(
1
)
 

論
の
三
つ
の
段
階
に
区
分
し
た
上
で
、
上
記
の
関
心
を
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
一
九
六
0
年
代
ま
で
の
多
く
の
研
究
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
は
、
「
近
代
社
会
」
の
一
つ
の
範
型
と
み
な
さ
れ
て
き

(2) 

た
。
十
九
世
紀
の
史
的
過
程
は
、
革
命
期
の
人
権
宣
言
に
見
ら
れ
る
自
由
主
義
原
理
、
一
七
九
一
年
や
一
七
九
三
年
憲
法
に
宣
言
さ
れ
る
国

民
主
権
、
人
民
主
権
原
理
が
、
産
業
化
の
進
展
と
民
主
主
義
の
制
度
化
に
よ
っ
て
具
体
化
し
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
旧
来
の
封
建
支
配
層
に

代
わ
り
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
!
の
支
配
権
が
確
立
し
て
い
く
過
程
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
マ
テ
ィ
エ
、
ル
フ
ェ

l
プ
ル
、
ソ
ブ
l

(3) 

ル
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
正
統
史
学
の
革
命
理
解
と
も
相
応
し
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
は
、
十
八
世
紀
を
通
じ
て
経
済
的

実
力
を
蓄
え
た
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ

i
が
、
農
民
層
や
民
衆
層
と
の
協
力
に
よ
っ
て
、
貴
族
・
聖
職
者
な
ど
の
封
建
支
配
層
を
打
ち
倒
し
た
「
ブ

(
4
)
 

ル
ジ
ョ
ワ
革
命
」
と
さ
れ
る
。
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
史
と
は
、
革
命
期
に
開
始
さ
れ
た
新
旧
支
配
層
の
移
行
が
完
遂
す
る
過
程
で
あ
り
、
特

に
七
月
王
政
期
の
金
融
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ

l
に
代
わ
り
、
第
三
共
和
政
期
に
お
い
て
、
商
工
業
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

l
の
支
配
権
が
確
立
し
て
い
く

(
5
)
 

過
程
と
理
解
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
研
究
蓄
積
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
政
治
史
と
社
会
経
済
史
と
の
関
連
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
革
命
期
に
宣
言
さ
れ

た
政
治
的
な
秩
序
原
理
が
、
そ
の
原
理
的
な
水
準
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
以
降
に
ど
の
よ
う
に
問
い
直
さ
れ
た
の
か
を
主
題
と
し
た
い
。
こ

こ
で
は
特
に
、
本
論
文
が
鍵
概
念
と
し
て
用
い
る
「
社
会
的
な
o
n
E
)
」
と
い
う
形
容
詞
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
る
問
題
平
面
に
つ
い
て
、
言
及

し
て
お
く
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
は
、
伝
統
的
な
社
会
関
係
か
ら
析
出
さ
れ
た
、
自
然
権
を
有
す
る
自
由
な
個
人
を
前
提
と
し
、
彼
ら
の
合
意
に
よ
っ

北法55(2・30)464



フランス福祉国家の思想的i原流 (1789~1910年)(l) 

(6) 

て
公
的
権
力
が
正
統
化
さ
れ
る
、
と
い
う
社
会
契
約
論
的
な
秩
序
原
理
が
提
唱
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
公
と
私
、
国
家
と
個
人
の
二

元
的
構
造
か
ら
成
る
秩
序
像
は
、
ジ
ヤ
コ
パ
ン
独
裁
と
テ
ル
ミ
ド
i
ル
反
動
を
機
に
、
様
々
な
論
者
に
よ
っ
て
問
い
直
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
総
裁
政
府
期
か
ら
復
古
王
政
期
に
か
け
て
、
イ
デ
オ
ロ

l
グ
(
デ
ス
テ
ユ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
、
カ
パ
ニ
ス
な
ど
)
、
保
守
主
義
者
(
メ

ス
ト
ル
、
ボ
ナ
ル
ド
)
、
リ
ベ
ロ

l

(
ス
タ
ー
ル
夫
人
、
コ
ン
ス
タ
ン
)
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
、
ド
ク
ト
リ
ネ
1
ル
(
ギ
ゾ

l
)
な
ど
、
様
々
な

立
場
の
論
者
は
、
国
家
と
個
人
を
媒
介
す
る
「
社
会
」
の
不
在
を
問
題
化
し
、
統
治
権
力
を
規
制
す
る
原
理
の
不
在
を
、
革
命
期
の
専
制
と

秩
序
の
混
乱
の
源
泉
と
見
な
し
た
。
彼
ら
の
語
る
「
社
会
」
と
は
、
自
然
権
の
具
体
化
と
し
て
の
自
律
的
秩
序
i
近
代
「
市
民
社
会
」
と
し

(
7
)
 

て
指
示
さ
れ
て
き
た
ー
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
個
人
の
意
思
に
優
越
し
、
統
治
権
力
に
も
先
立
つ
よ
う
な
独
自
の
集
合
を
指
し
て
い
る
。

さ
ら
に
一
八
三
0
年
代
以
降
、
「
社
会
」
が
「
貧
困
」
と
の
関
わ
り
で
問
題
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
は
私
的
自
律
を
有
す
る
個
人
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
規
範
的
秩
序
で
は
な
く
、
逆
に
個
人
に
先
立
ち
、
そ
の
思
考
や
振
る
舞
い
を
規
制
し
、
存
立
を
保
障
し
て
い
く
よ
う
な
、
具

体
的
な
生
活
環
境
・
行
動
様
式
・
交
遊
関
係
・
家
族
形
態
・
労
働
習
慣
・
モ
ラ
ル
の
集
合
を
指
す
よ
う
に
な
る
。
一
八
一
ニ
0
年
代
に
現
れ
る

「
社
会
問
題
」
と
は
、
公
と
私
、
国
家
と
個
人
の
二
元
的
秩
序
観
を
問
い
直
し
、
両
者
を
媒
介
す
る
「
社
会
」
の
組
織
化
を
、
新
た
な
思
想

的
主
題
と
し
て
示
し
た
認
識
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
こ
れ
ま
で
「
近
代
社
会
」
論
に
対
す
る
批
判
的
な
視
座
は
、
主
に
社
会
主
義
・
労
働
運
動
史
研
究
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
。

と
り
わ
け
、
労
働
者
階
級
の
形
成
や
賃
労
働
と
資
本
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
き
た
従
来
の
労
働
研
究
に
た
い
し
て
、
七
0
年
代
以
降

(
8
)
 

は
、
資
本
家
主
導
の
近
代
化
や
産
業
化
に
対
抗
す
る
職
人
・
労
働
者
層
の
生
活
世
界
の
「
自
律
性
」
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
七

月
王
政
、
四
八
年
二
月
革
命
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ

l
ン
、
サ
ン
デ
イ
カ
リ
ス
ム
、
社
会
党
・
向
。
日
設
立
期
な
ど
を
中
心
と
し
て
、
主
に
熟
練

労
働
者
の
社
会
的
結
合

(
S巳
与
ニ
忘
)
、
心
性

(
B
g
E志
)
、
運
動
、
組
織
の
あ
り
方
が
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
「
社
会
問
題
」
を
主
題
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
主
義
思
想
や
労
働
運
動
を
直
接
の
対
象
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
理

北法55(2・31)465



説

由
は
、
次
の
二
点
に
あ
る
。
第
一
に
、
本
稿
が
、
支
配
層
・
被
支
配
層
の
対
抗
関
係
よ
り
も
、
十
九
世
紀
の
支
配
層
に
お
け
る
権
力
実
践
を

支
え
る
論
理
に
着
目
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
当
時
「
社
会
問
題
」
に
対
応
し
た
の
は
、
職
人
・
労
働
者
層
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
支
配
層
の

側
も
ま
た
、
「
社
会
問
題
」
を
貧
民
の
「
モ
ラ
ル
」
の
問
題
と
読
み
替
え
、
そ
れ
に
働
き
か
け
る
と
い
う
形
で
、
民
衆
層
の
社
会
へ
の
統
合

論

を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
支
配
層
の
言
説
と
統
治
観
が
、
十
九
世
紀
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
の

か
を
主
題
と
す
る
。
さ
ら
に
号
一
ヲ
ん
ぱ
、
後
述
す
る
「
政
治
文
化
」
論
に
お
い
て
、
支
配
層
・
被
支
配
層
の
相
互
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
七
月
王
政
期
か
ら
第
三
共
和
政
期
に
か
け
て
、
職
人
・
労
働
者
層
の
思
想
は
、
し
ば
し
ば
支
配
層
の
思
想
に
取
り
込
ま
れ
、
あ
た
か

(9) 

も
両
者
が
共
通
の
問
題
構
成
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
場
面
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
十
九
世
紀
統
治
層
の
思
想
は
、
「
ブ

ル
ジ
ヨ
ワ
的
」
と
い
う
単
一
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
論
理
の
形
成
過
程
と
内
的
多
様
性
は
、
そ
れ
自
体

と
し
て
批
判
的
考
察
の
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
十
九
世
紀
の
被
支
配
層
の
対
抗
運
動
に
、
よ
り
積
極
的
・
現
在
的
意

味
を
見
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
「
自
律
性
」
の
強
調
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
思
想
や
運
動
が
、
支
配
層
の
統
治
像
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

内
部
に
苧
ま
れ
た
矛
盾
・
対
立
と
、
ど
の
よ
う
に
呼
応
し
て
い
た
の
か
を
問
う
て
い
く
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
の
研
究
潮
流
と
し
て
、
一
九
八
0
年
代
以
降
は
、
「
対
抗
文
化
」
論
に
代
わ
り
、
社
会
史
と
政
治
史
と
の
結
合
を
模
索
す
る
「
政
治

文
化
」
論
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
潮
流
で
は
、
一
方
に
お
い
て
、
民
衆
の
集
合
的
心
性
や
言
説
の
政
治
史
に
果
た
し
た
役
割
が
強
調
さ
れ
、

(
日
)

両
者
の
関
係
の
あ
り
方
が
、
習
俗
・
儀
礼
・
象
徴
な
ど
の
多
様
な
対
象
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
は
、
グ
ラ
ム
シ
や
ア
ル
チ
ユ

セ
l
ル
の
用
い
た
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
概
念
の
影
響
の
下
で
、
統
治
権
力
に
よ
る
民
衆
の
日
常
世
界
へ
の
働
き
か
け
が
検

(
日
)

討
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
支
配
層
と
民
衆
層
が
分
断
さ
れ
た
上
で
、
前
者
に
よ
る
後
者
へ
の
一
方
向
的
な
支
配
関
係
が
想
定

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
あ
い
だ
に
不
断
に
見
ら
れ
る
相
互
的
な
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

フ
l
コ
l
の
議
論
に
影
響
を
受
け
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
八
0
年
代
半
ば
以
降
の
十
九
世
紀
研
究
に
大
き
な
位
置

こ
の
研
究
潮
流
の
う
ち
、

北法55(2・32)466



フ
1
コ
l
は
、
一
九
七
0
年
代
末
の
コ
レ

l
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
講
義
に
お
い
て
、
十
八
世
紀
以
降
の
統
治
権
力
の

(ロ)

あ
り
方
を
「
生
政
治

(
σ
5ち
E
3
5
)」
と
称
し
、
考
察
の
主
題
に
据
え
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
以
降
の
統
治
権
力
の
目
的
は
、

個
々
人
の
生
命
や
安
寧
を
保
障
し
、
そ
れ
を
集
合
的
に
管
理
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
社
会
の
物
質
的
条
件
や
諸
制
度
を
改
変
す
る
こ
と
に

向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
口
へ
の
着
目
、
衛
生
学
・
医
学
・
生
理
学
な
ど
人
間
の
身
体
に
関
す
る
知
の
蓄
積
、
病
院
・
学
校
・
監
獄

を
占
め
て
き
た
。

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (1) 

の
整
備
、
公
衆
衛
生
、
住
居
の
改
善
な
ど
、
十
八
世
紀
以
降
の
一
連
の
改
革
は
、
こ
う
し
た
問
題
系
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
彼
に
よ
れ
ば
、
「
生
政
治
」
の
権
力
は
、
国
家
に
担
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
外
延
に
広
が
る
「
社
会
的
」
領
域
に
埋
め
込
ま
れ
、

学
校
、
病
院
、
家
族
、
工
場
な
ど
に
担
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
合
理
的
に
機
能
す
る
。
フ

l
コ
l
自
身
の
関
心
は
、
一
九
八
0
年
代

以
降
『
性
の
歴
史
』
を
介
し
て
近
代
以
前
へ
と
遡
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
枠
組
み
は
後
の
研
究
者
へ
と
引
き
継
が
れ
、
家
族
、
監
獄
、
都
市

政
策
、
住
宅
政
策
、
公
衆
衛
生
、
優
生
学
、
統
計
学
な
ど
と
「
統
治
実
践
(
司

E
E
z
g
m
g
g
g
m
B
E
E目
的
)
」
と
の
関
わ
り
を
対
象
と
し
た

(
日
)

多
く
の
研
究
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
現
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
狭
義
の
国
家
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
社
会
」
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て
再
編
さ
れ
た
統
治
権
力
の
あ
り
方
を
主
題
と
し
、
そ
の

論
理
を
批
判
的
に
検
討
す
る
と
い
う
問
題
意
識
を
、
こ
れ
ら
の
研
究
と
共
有
し
て
い
る
。
他
方
で
、
本
稿
で
は
、
十
九
世
紀
以
降
の
規
律
権

力
の
拡
散
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
論
理
の
多
様
性
と
、
統
治
層
内
部
に
見
ら
れ
た
思
想
的
対
立
の
契
機
と
を
重

視
す
る
。
フ

l
コ
l
以
降
の
研
究
で
は
、
十
九
世
紀
以
降
の
史
的
過
程
が
、
し
ば
し
ば
同
質
的
な
論
理
に
支
え
ら
れ
た
規
律
権
力
の
一
方
向

的
な
拡
散
と
し
て
描
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
例
え
ば
、
プ
ロ
カ
ッ
チ
や
エ
ヴ
ア
ル
ド
は
、
十
九
世
紀
思
想
に
お
け
る
「
社
会
的
な
も
の
」
の

主
題
化
を
、
「
決
定
的
な
政
治
的
転
換
点
」
、
「
新
し
い
存
在
論
的
状
況
:
・
精
神
的
転
換
」
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
ま
で
の
権
力
と
、
新
た
に
導

入
さ
れ
た
規
律
権
力
と
の
断
絶
を
強
調
す
る
一
方
、
こ
の
時
期
以
降
の
「
社
会
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
多
様
性
に
、
十
分
な
注
意
を

(
H
H
)
 

払
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
本
稿
で
は
、
十
九
世
紀
支
配
層
の
側
か
ら
「
社
会
」
を
主
題
化
し
た
思
想
内
部
に
、
産
業
化
(
市
場
)

北法55(2・33)467

J¥ 

の
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態
度
、
法
と
モ
ラ
ル
、
国
家
と
中
間
集
団
、
自
由
と
平
等
の
意
味
づ
け
、
価
値
理
念
な
ど
を
め
ぐ
る
、
複
数
の
対
立
軸
が
存
在
し
た
こ
と
を

Jι 
員冊

強
調
す
る
。
こ
う
し
た
視
角
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
政
治
思
想
史
が
、
特
定
階
級
の
利
害
や
単
一
の
理
論
に
立
脚
す
る

統
治
権
力
の
一
方
向
的
な
拡
散
と
包
摂
の
過
程
で
は
な
く
、
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
提
唱
さ
れ
た
「
近
代
的
」
統
治
か
ら
現
代
的
な
統

治
シ
ス
テ
ム
へ
の
転
換
に
お
い
て
、
支
配
層
内
部
に
様
々
な
矛
盾
や
対
立
が
は
ら
ま
れ
て
い
く
過
程
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
に
お
い
て
二
十
世
紀
初
頭
に
導
入
さ
れ
る
福
祉
国
家
の
原
型
が
、
ど
の
程
度
の
射
程
と
限
界
を
有
し
て
い
た
か

を
検
討
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

北法55(2・34)468

対
象

本
稿
で
主
に
参
照
す
る
資
料
は
、
革
命
期
か
ら
一
八
三
0
年
代
に
至
る
主
要
な
共
和
主
義
者
・
イ
デ
オ
ロ

l
グ
・
政
治
経
済
学
者
の
テ
ク

ス
ト
、
そ
し
て
七
月
王
政
期
以
降
の
支
配
層
に
属
す
る
論
者
l
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
、
行
政
官
、
衛
生
学
者
、
経
済
学
者
、
政
治
家
、
文
筆
家
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
大
学
教
授
な
ど
l
の
テ
ク
ス
ト
(
著
書
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
新
聞
記
事
、
雑
誌
記
事
)
、
議
会
討
論
、
演
説
記
録
な
ど

(
日
)

で
あ
る
。
以
下
で
は
、
本
論
に
先
立
ち
、
七
月
王
政
期
以
降
に
対
象
と
な
る
四
つ
の
主
要
な
思
想
潮
流
に
つ
い
て
、
概
略
を
示
し
て
お
き
た

Uミ。
第
一
に
、
「
政
治
経
済
学
(
臥

8
5
2
5
-
5
E告
白
)
」
は
、
十
八
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
経
済
学
の
影
響
の
下
で
、
ジ
ヤ
ン
H
パ
テ
イ

ス
ト
・
セ
イ

(
H
m
g
B
回
昌
宏
円

n
F可
)
や
シ
ヤ
ル
ル
・
デ
ユ
ノ
ワ
イ
エ
(
内
町
民
}
m
M
U
5
0
苦
円
)
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
導
入
さ
れ
た
思
想
で
あ

る
。
そ
れ
は
七
月
王
政
期
に
支
配
層
に
受
容
さ
れ
、
道
徳
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
「
政
治
科
学
」
部
門
、
「
政
治
経
済
学
協
会
(
∞

2
5臥
円
同
咽
臥
。

S
S
E
-
m
旬
。
一
宣
告
開
)
」
、
『
経
済
学
者
雑
誌

2
2
3色
色
町
田
肌
円
。
ロ
。
昌
吉
町
田
)
』
な
ど
の
周
辺
に
組
織
さ
れ
た
経
済
学
者
へ
と
引
き
継
が
れ
、
十



九
世
紀
半
ば
の
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ガ
ル
ニ
エ

(吉田

8
v
o
s
-
2
)
か
ら
、
世
紀
末
の
レ
オ
ン
・
セ
イ
(
広

S

E三
、
ポ
ー
ル
・
ル
ロ
ワ
H
ボ
l

戸

2
0可
EFE--2)
に
至
る
ま
で
、
影
響
力
を
持
ち
続
け
た
。
産
業
の
自
由
を
重
視
す
る
こ
の
思
想
を
、
本
論
文
で
は
、
経
済

思
想
と
し
て
で
は
な
く
、
「
モ
ラ
ル
」
に
関
す
る
思
想
と
し
て
、
す
な
わ
ち
国
家
の
介
入
に
対
抗
し
・
な
が
ら
秩
序
維
持
を
図
る
た
め
に
、
家

父
長
的
家
族
や
パ
ト
ロ
ナ
l
ジ
ユ
な
ど
の
伝
統
集
団
の
役
割
を
強
調
し
、
貧
民
の
「
モ
ラ
ル
化
」
を
図
ろ
う
と
し
た
思
想
と
し
て
、
「
社
会

経
済
学
」
と
の
対
比
に
お
い
て
扱
う
。

リ
ウ

(
喝
さ
-

第
二
に
、
「
社
会
経
済
学

S
E
E
S
-
m
g
a
B
-
n
)
」
は
、
主
に
七
月
王
政
期
の
支
配
層
の
一
部
で
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、

カ
ト
リ
ッ
ク
、

フランス福祉国家の思想的源流(1789~1910年) (1) 

保
守
主
義
者
な
ど
に
担
わ
れ
、
「
政
治
経
済
学
」
に
対
抗
し
た
思
想
家
や
実
践
家
の
思
想
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
経
済
的
自
由
主
義
の
も
た
ら

す
負
の
側
面
を
強
調
し
、
と
り
わ
け
伝
統
的
な
社
会
関
係
の
解
体
(
共
同
性
の
解
体
)
を
、
批
判
的
に
採
り
上
げ
る
。
旧
貴
族
、
聖
職
者
、

地
主
な
ど
旧
支
配
層
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
の
思
想
は
、
階
層
的
社
会
観
を
前
提
と
し
、
パ
ト
ロ
ナ
l
ジ
ュ
、
家
父
長
的
家
族
、
宗
教
組
織
、

共
済
組
合
な
ど
の
中
間
集
団
の
役
割
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
統
合
し
、
「
新
し
い
慈
善
(
岳
民
忘

g雪
nzn)
」
を
組
織
化
す
る

の
役
割
を
重
視
す
る
。
七
月
王
政
期
に
、
「
道
徳
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

た
め
の
「
科
学
」

(
〉
円
白
色
合
E
O
R
H
m
w回
目

丘

町

D
n何
回

E
o
s
-刊
回

目

円

旬

。

，

-
F
Z
宮
町
田
)
」
を
中
心
的
な
場
と
し
て
語
ら
れ
た
こ
の
思
想
は
、
第
二
帝
政
期
に
は
、
ル
・
プ
レ
学
派
と
「
社
会
経
済
学
協
会
(
∞

2
5肌
円

今

8
5
2
2
0己
目
げ
)
」
に
担
わ
れ
、
第
三
共
和
政
期
に
入
る
と
、
よ
り
平
等
主
義
的
な
色
彩
を
強
め
る
共
済
組
合
主
義

(
S
E
E
-
2ヨ
丘
、
シ
ヤ

ル
ル
・
ジ
ッ
ド
や
エ
ミ

l
ル
・
シ
エ
イ
ソ
ン
な
ど
の
経
済
学
者
集
団
、
さ
ら
に
「
社
会
資
料
館
(
冨
ま
な
き

nE)」
を
中
心
的
な
場
と
し
て

組
織
さ
れ
、
独
立
し
た
学
問
体
系
と
し
て
確
立
す
る
と
と
も
に
、
実
践
的
に
も
大
き
な
影
響
力
を
獲
得
し
て
い
く
。
十
九
世
紀
末
の
社
会
保

険
の
導
入
に
際
し
て
、
急
進
共
和
派
と
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
争
っ
た
の
も
、
こ
の
潮
流
で
あ
っ
た
。

北法55(2・35)469

第
三
に
、
「
社
会
的
共
和
主
義
(
広
吉
Z
5
5
2
g
o
g
g巳
)
」
は
、
七
月
王
政
期
、
と
り
わ
け
一
八
四
0
年
代
以
降
の
「
社
会
的
共
和
国
」

(
日
)

設
立
を
担
っ
た
思
想
と
運
動
を
指
し
て
い
る
。
七
月
王
政
期
に
、
共
和
派
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
文
筆
家
、
政
治
家
か
ら
、
職
人
・
労
働
者
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に
至
る
人
々
に
担
わ
れ
、
労
働
者
階
級
の
貧
困
を
主
題
化
し
た
こ
の
思
想
は
、
二
月
革
命
か
ら
第
二
共
和
政
初
期
に
お
い
て
、

治
思
想
と
し
て
の
役
割
を
試
さ
れ
、
一
八
四
九
年
以
降
は
、
様
々
な
方
向
に
分
岐
し
て
い
く
。
本
論
文
で
は
、
統
治
思
想
と
し
て
の
「
社
会

(
口
)

的
共
和
主
義
」
を
考
察
の
対
象
と
し
、
そ
れ
を
「
友
愛
(
中
包

m
E尽
)
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
。
第
二
共
和
政
が
短
期
間
で

一
時
的
に
統

北法55(2.36)470

モテ"
ロ岡

挫
折
す
る
と
、
第
二
帝
政
下
に
お
い
て
「
友
愛
」
概
念
へ
の
批
判
的
検
討
が
、

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
イ
エ

(
〉
-
骨
目
。
明
。
E--A山刊
)

や
シ
ヤ
ル

ル
・
ル
ヌ
l
ヴ
ィ
エ

(nv
邑
2
m
g。己三
2)
な
ど
の
哲
学
者
を
中
心
に
行
わ
れ
、
社
会
共
的
和
主
義
の
再
構
成
が
模
索
さ
れ
る

(
「
友
愛
」

か
ら
「
連
帯

(
E
E包
伝
)
」

へ)。

第
四
に
採
り
上
げ
る
の
は
、
第
三
共
和
政
期
の
「
連
帯
主
義
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
「
連
帯
主
義
」
と
称
す
る
思
想
は
、
あ
る
面
で
は
通
常

一
般
に
「
連
帯
主
義
」
と
は
、
第
三
共
和
政
下
の
急
進
社
会
党
指
導
者

扱
わ
れ
る
よ
り
も
狭
く
、
あ
る
面
で
は
広
い
潮
流
を
指
し
て
い
る
。

レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ

(
凶
)

を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
第
二
帝
政
期
か
ら
第
三
共
和
政
初
期
の
共
和
主
義
哲
学
者
ル
ヌ

l
ヴ
ィ
ェ
、
フ
イ
エ
、
ア
ン
リ
・
マ

リ
オ
ン
(
回
目

E
冨

g
g
)
な
ど
に
よ
っ
て
、
四
八
年
の
「
友
愛
」
思
想
へ
の
反
省
の
中
か
ら
形
成
さ
れ
、
第
三
共
和
政
中
期
に
は
、
急
進

レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
、
フ
エ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ビ
ユ
イ
ソ
ン

(
F
E
S自
己

切

5
2
8
)
な
ど
に

(
広
。
ロ
図
。
再
開
8
2
)
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
世
紀
転
換
期
に
広
く
普
及
し
た
急
進
共
和
派
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

共
和
派
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、

引
き
継
が
れ
、
大
学
の
世
界
で
は
、

エ
ミ

l
ル
・
デ
ユ
ル
ケ
l
ム、

セ
レ
ス
タ
ン
・
ブ
グ
レ

(
Q
-
2
E
∞
。
ロ
伺
広
)
な
ど
に
よ
っ
て
制
度
化

さ
れ
た
幅
広
い
思
想
潮
流
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
る
。
こ
の
潮
流
は
、
思
想
的
に
は
カ
ン
ト
哲
学
と
有
機
体
論
の
接
合
に
よ
っ
て
新
た
な

社
会
観
(
「
連
帯
」
)
を
基
礎
づ
け
、
政
治
的
に
は
、
穏
健
な
社
会
改
革
1

累
進
課
税
、
住
居
・
衛
生
政
策
、
特
に
保
険
制
度
ー
を
導
入
し
、

二
十
世
紀
初
頭
に
急
進
共
和
派
に
近
い
立
場
に
あ
っ
た
改
良
社
会
主
義
者
l
ミ
ル
ラ
ン
(
〉
・

E--28b)
、
ト
マ
(
〉
・
同
，
F
O
B
即
日
)
な
ど
ー

の
手
に
よ
っ
て
社
会
保
険
の
一
般
化
を
も
た
ら
し
、
政
治
経
済
学
、
社
会
経
済
学
、
サ
ン
デ
イ
カ
リ
ス
ム
な
ど
と
の
対
抗
関
係
の
中
で
、
二

十
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
福
祉
国
家
の
制
度
的
原
型
を
準
備
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。



四

視
角

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年)(1) 

こ
れ
ら
の
対
象
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
二
つ
の
視
角
を
重
視
す
る
。

第
一
は
、
四
つ
の
思
想
潮
流
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
潮
流
は
、
あ
る
程
度
は
時
系
列
に
よ
っ
て
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
十
九
世
紀
初
頭
に
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
経
済
学
の
影
響
の
下
で
導
入
さ
れ
た
政
治
経
済
学
に
た
い
し
、
社
会
経
済
学
は
、
主
と
し
て
七

月
王
政
期
以
降
、
支
配
層
の
中
で
も
政
治
経
済
学
と
距
離
を
取
る
論
者
た
ち
に
担
わ
れ
た
。
社
会
的
共
和
主
義
は
、
両
者
へ
の
批
判
を
含
意

し
て
、
主
に
一
八
四
0
年
代
以
降
に
唱
え
ら
れ
、
第
二
共
和
政
期
に
一
時
的
に
統
治
層
の
側
に
立
つ
。
最
後
に
、
第
二
帝
政
か
ら
第
三
共
和

政
初
期
に
か
け
て
哲
学
的
導
入
が
図
ら
れ
、
第
三
共
和
政
中
期
に
政
治
的
影
響
力
を
獲
得
す
る
連
帯
主
義
は
、
政
治
経
済
学
へ
の
批
判
の
み

な
ら
ず
、
社
会
経
済
学
、
社
会
的
共
和
主
義
へ
の
批
判
と
継
承
を
踏
ま
え
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
論
文
で
は
、
「
社
会
問
題
」
を
対
象
と
す
る
統
治
層
の
以
上
の
よ
う
な
思
想
的
継
起
を
、

一
方
で
は
、
内
在
的
な
発
展
の
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
に
お
い
て
描
こ
う
と
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、
以
前
の
思
想
を
批
判
し
乗
り
越
え
る
中
で
新
し
い
思
想
が
生
ま
れ
て
く
過
程
を
辿
る
こ
と
で
、

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
導
入
さ
れ
る
社
会
保
険
、
二

O
世
紀
半
ば
の
福
祉
国
家
設
立
へ
つ
な
が
る
制
度
的
原
型
を
、
こ
れ
ら
の

思
想
展
開
の
ひ
と
つ
の
帰
結
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
る
。

し
か
し
他
方
で
は
、
各
々
の
思
想
潮
流
が
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
を
少
し
ず
つ
変
化
さ
せ
な
が
ら
も
、
単
一
の
思
想
に
収
数
す
る
こ
と
な
く
、

互
い
に
対
抗
関
係
を
維
持
し
続
け
た
点
に
つ
い
て
も
同
様
に
強
調
す
る
。
例
え
ば
本
論
文
で
は
、
社
会
保
険
制
度
の
導
入
に
あ
た
っ
て
、
政

治
経
済
学
と
社
会
主
義
の
み
な
ら
ず
、
社
会
経
済
学
と
連
帯
主
義
と
の
聞
に
、
い
か
な
る
思
想
的
・
実
践
的
対
立
軸
が
存
在
し
た
の
か
を
論

じ
、
そ
れ
を
十
九
世
紀
全
体
の
構
図
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
る
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
従
来
十
九
世
紀
末
か
ら
世
紀
転
換
期

に
か
け
て
、
第
三
共
和
政
の
安
定
化
と
と
も
に
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
社
会
政
策
へ
の
合
意
が
形
成
さ
れ
、
思
想
的
な
収
数
が
生
じ
た
か
の
よ
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説

う
に
見
な
さ
れ
て
き
た
背
後
に
、

い
か
な
る
対
立
点
や
問
題
点
が
字
ま
れ
続
け
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
今
日
の
「
福

論

の
原
型
が
、
実
際
に
は
様
々
に
異
な
る
潮
流
か
ら
発
す
る
思
想
・
実
践
・
人
的
結
合
の
詰
抗
の
中
で
形
成
さ
れ
た
複
合
的
な
構
築

(

川

口

)

物
で
あ
り
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
す
で
に
、
内
的
対
立
と
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
を
、
明
ら
か
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。

祉
国
家
」

第
二
に
、
各
々
の
思
想
内
容
を
、
語
り
手
の
位
置
す
る
「
場
」
と
「
人
脈
」
の
性
質
と
の
関
連
に
お
い
て
解
釈
す
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

革
命
以
降
の
秩
序
の
再
建
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
語
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
思
想
は
、
具
体
的
な
実
践
と
切
り
離
し
て
は
解
釈
で
き
な
い
。
こ
れ

ら
の
思
想
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
個
人
を
取
り
巻
く
生
活
環
境
、
慣
習
、
人
的
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
生
活
規
律
や
振
る
舞
い

が
形
成
・
規
定
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
個
人
・
社
会
観
に
基
づ
け
ば
、
公
的
秩
序
の
再
建
と
は
、
抽
象
的
原
理
の

適
用
で
は
な
く
、
む
し
ろ
教
育
、
労
働
、
家
族
、
衛
生
、
貯
蓄
な
ど
に
か
か
わ
る
、
個
々
人
へ
の
具
体
的
・
実
践
的
働
き
か
け
を
組
織
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。

近
年
の
研
究
で
は
、
「
社
会
問
題
」

へ
の
対
応
に
一
定
の
政
策
的
合
意
が
見
ら
れ
た
第
三
共
和
政
期
に
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
観
察
し
、
議

(
初
)

論
を
交
わ
し
、
実
践
的
提
言
を
行
う
た
め
に
形
成
さ
れ
た
場
を
、
「
社
会
的
実
験
場

(
Z
Z
E
。5
8
2と
)
」
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え

ば
、
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
的
実
験
場
』
を
著
し
た
ホ

l
ン
は
、
あ
る
論
文
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
[
社
会
改
革
運
動
を
志
し

て
]
社
会
資
料
館
(
宮
口
出
血

m
g己
主
に
集
ま
っ
た
人
々
の
共
通
点
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
、
社
会
的
出
自
で
も
な
く
、
観
察
に
基
づ
き
、

(
幻
)

改
革
を
実
践
す
る
た
め
の
言
語
を
練
り
上
げ
る
、
と
い
う
関
心
に
あ
っ
た
」
。
こ
こ
で
「
実
験
場
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、

人
的
関
係
の
制
度
化
だ
け
で
な
く
、
問
題
と
な
る
対
象
を
構
成
し
、
対
象
に
関
す
る
知
を
蓄
積
し
、
そ
の
対
象
に
働
き
か
け
る
と
い
う
一
連

の
行
為
(
そ
れ
は
「
実
験
」
に
輸
え
る
こ
と
が
で
き
る
)
が
、
一
つ
の
「
場
」
に
お
い
て
結
合
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「
社
会
問
題
」
の
構
成
、
社
会
に
関
す
る
知
(
社
会
科
学
)
の
確
立
、
統
治
実
践
の
洗
練
と
い
う
三
者
が
、
そ
の
知
と
実
践
を
担
う
人
的
関

係
(
円
な

2
5
Z
5
2
M
)
の
制
度
化
に
よ
っ
て
、
不
可
分
な
形
で
結
び
つ
く
こ
と
こ
そ
、
十
九
世
紀
の
社
会
改
革
思
想
の
特
慣
で
あ
る
。
こ

北法55(2・38)472



の
時
期
の
政
治
思
想
が
、
理
想
的
国
制
や
抽
象
的
原
理
に
関
す
る
議
論
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
う
ま
く
解
釈
で
き
な
い
理
由
も
、
以
上
の
よ

う
な
性
質
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
く
だ
け
で
も
、
そ
れ
を
時
代
状
況
の
中
に
位
置
づ
け

る
だ
け
で
も
十
分
で
は
な
く
、
各
々
の
論
者
が
い
か
な
る
「
場

(nZ自
主
」
か
ら
現
実
を
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
「
人
脈
(
『
合

gzこ
g
g包ロ)」

の
中
で
そ
の
思
想
を
語
っ
て
い
た
の
か
を
、
同
時
に
問
う
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
論
文
で
は
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
、
道
徳
政
治
科

学
ア
カ
デ
ミ
ー
、
共
和
主
義
結
社
、
同
業
組
合
、
雑
誌
編
集
グ
ル
ー
プ
、
共
済
組
合
、
社
会
経
済
学
協
会
、
社
会
資
料
館
、
大
学
、
労
働
組

合
、
政
党
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
語
ら
れ
た
「
場
」
の
性
格
と
、
そ
こ
で
の
人
的
関
係
の
配
置
を
重
視
し
、
こ
れ
ら
の
配
置
と
思
想
内

容
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、
相
互
の
対
立
関
係
を
読
み
解
こ
う
と
試
み
る
。

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (l) 

五

構
成

最
後
に
、
本
論
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
現
れ
た
「
公
共
性
」

月
王
政
期
に
至
る
過
程
で
ど
の
よ
う
に
聞
い
直
さ
れ
た
の
か
を
、
貧
困
へ
の
認
識
と
対
応
を
軌
と
し
て
考
察
す
る
。
こ
こ
で
は
、
革
命
中
期

の
共
和
主
義
者
、
世
紀
転
換
期
の
イ
デ
オ
ロ

l
グ
、
七
月
王
政
期
の
支
配
層
を
採
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
に
お
け
る
「
公
共
性
」
へ
の

理
解
を
、
〈
政
治
化
さ
れ
た
公
共
性
〉
、
〈
社
会
科
学
の
公
共
性
〉
、
〈
社
会
化
さ
れ
た
公
共
性
v

と
し
て
比
較
考
察
し
、
そ
の
変
容
の
過
程
を

明
ら
か
に
す
る
。

へ
の
新
た
な
理
解
が
、
七

北法55(2・39)473

へ
の
対
応
と
し
て
現
れ
た
統
治
層
の
思
想
を
検
討
す
る
。
ま
ず
第
二
章
で
は
、
政
治
経

済
学
と
の
対
比
に
お
い
て
、
「
新
し
い
慈
善
」
を
唱
え
た
社
会
経
済
学
の
思
想
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
宗
教
、
法
的
慈
善
批
判

に
お
い
て
現
れ
た
彼
ら
の
「
社
会
問
題
」
認
識
を
採
り
上
げ
た
後
、
そ
れ
へ
の
対
応
と
し
て
主
張
さ
れ
た
統
治
像
を
、
市
場
へ
の
態
度
、
国

続
く
第
二
章
か
ら
第
四
章
で
は
、
「
社
会
問
題
」



説

家
と
中
間
集
団
と
の
関
係
を
軸
に
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
七
月
王
政
期
以
降
の
展
開
と
し
て
、
第
二
帝
政
期
に
お
け
る
ル
・
プ
レ
に
よ
る
社

会
経
済
学
の
復
権
に
つ
い
て
も
論
じ
る
。

吾A
PI間

一
八
四
0
年
代
以
降
に
政
治
経
済
学
・
社
会
経
済
学
批
判
と
し
て
現
れ
、
第
二
共
和
政
の
樹
立
を
担
う
社
会
的
共
和
主
義

の
思
想
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
彼
ら
の
「
社
会
問
題
」
認
識
、
「
友
愛
」
概
念
の
論
理
構
造
を
検
討
し
た
の
ち
、
「
社
会
的
共
和

国
」
と
し
て
提
起
さ
れ
た
政
治
像
に
お
け
る
「
社
会
的
な
も
の
」
の
扱
い
に
つ
い
て
論
じ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
共
和
政
末
期
の
共
和
主
義
者

に
よ
る
「
友
愛
」
批
判
を
検
討
し
、
第
二
帝
政
下
に
お
い
て
、
新
し
い
世
代
の
共
和
主
義
哲
学
者
が
、
「
友
愛
」
に
代
え
て
「
連
帯
」
を
導

入
す
る
こ
と
で
、
社
会
的
共
和
主
義
の
再
構
成
を
模
索
す
る
こ
と
を
論
じ
る
。

第
三
章
で
は
、

第
四
章
で
は
、
以
上
の
過
程
を
経
て
、
第
三
共
和
政
中
期
に
形
成
さ
れ
た
連
帯
主
義
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
思
想
的
対
立
の
構
図
に
つ
い
て

一
八
九
0
年
代
に
入
り
、
穏
健
共
和
派
か
ら
急
進
共
和
派
へ
と
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
移
行
す
る
と
、
急
進
共
和
派
は
、
「
連
帯
」

概
念
に
支
え
ら
れ
た
新
た
な
社
会
観
を
基
礎
と
し
て
、
一
連
の
社
会
立
法
の
導
入
を
図
っ
て
い
く
。
こ
の
章
で
は
、
一
八
九
八
年
の
労
働
災

害
補
償
法
の
導
入
を
軸
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
社
会
政
策
が
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
、
政
治
経
済
学
、
社
会
経
済
学
、
サ
ン

デ
イ
カ
リ
ス
ム
、
連
帯
主
義
が
い
か
な
る
思
想
的
対
立
の
構
図
を
形
成
し
た
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
延
長
に
、
二
O
世
紀
初
頭
か
ら
一
九

い
か
な
る
特
徴
と
問
題
点
が
は
ら
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か

検
討
す
る
。

三
O
年
に
か
け
て
導
入
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
福
祉
国
家
の
制
度
的
原
型
に
、

に
す
る
。

(
l
)
以
上
の
研
究
史
の
区
分
は
、
小
田
中
直
樹
の
議
論
を
参
考
に
し
た
。
小
田
中
直
樹
『
歴
史
学
の
ア
ポ
リ
ア
l
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
社
会
史
再
読
』

山
川
出
版
、
二
O
O
二
年
、
四
三
l
五
六
頁
。
た
だ
し
、
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
小
田
中
の
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
論
よ
り
広
い
対
象
を
指
し
て
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フランス福祉国家の思想的源流(l789~19!D年) (1) 

い
る
た
め
、
「
政
治
文
化
」
論
と
称
し
た
。

(
2
)
と
り
わ
け
日
本
に
お
い
て
、
高
橋
幸
八
郎
『
近
代
社
会
成
立
史
論
』
日
本
評
論
社
、
一
九
四
七
年
、
同
『
市
民
革
命
の
構
造
』
御
茶
の
水
害

一
房
、
一
九
五
O
年
、
以
来
、
経
済
史
的
観
点
か
ら
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
「
近
代
」
性
を
強
調
す
る
研
究
が
主
流
を
占
め
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と

お
り
で
あ
る
。

(3)
〉
5
2
冨
巳
E
m
P
E
E
S
~
ミ
言
、
2
S
2
4
-
S
N
(
ね
づ
ま
さ
し
、
市
原
豊
太
訳
『
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
』
岩
波
書
底
、
一
九
五
八
l
五
九
年
)
一

。ga
g
F
m『
2
F
n
y
b
z
i
z崎
町
a

吉
田
市
n
F
江
田
咽
苔
這
(
高
橋
幸
八
郎
ほ
か
訳
『
一
七
八
九
年
l
フ
ラ
ン
ス
革
命
序
論
』
岩
波
書
庖
、
一
九
七
五
年
)

山
〉
5
2
m
o
F
o
c
-
-
E
』
だ
さ
~
皇
室
、
s
m
む
な
司
斗
誌
や
ミ
一
淳
司
呂
田
-
E
E
O
E
2
0
n
g
-
g
咽
-
E
∞
(
小
場
瀬
卓
三
、
渡
透
淳
訳
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
1

一
七

八
九
l

一
七
九
九
」
岩
波
書
応
、
一
九
五
三
年
)
.

(4)
も
ち
ろ
ん
こ
の
理
解
に
も
、
経
済
構
造
を
重
視
す
る
解
釈
(
例
え
ば
、
〉
5
2
F
F
O
E
-
咽
宮
、
、
室
町
内
b
E
E
む
な
色
町
E
E
S
E
吉
田
口
血
門
c
s
q
呂
町

ミ

hb円九hHm岨

E
E
-
-
唱
豆
・
山
崎
耕
一
訳
『
大
革
命
前
夜
の
フ
ラ
ン
ス
l
経
済
と
社
会
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
二
年
)
、
民
衆
運
動
や
政
治

運
動
を
重
視
す
る
解
釈
(
ル
フ
ェ

l
ブ
ル
)
な
ど
、
様
々
な
分
岐
が
あ
る
。
た
だ
し
彼
ら
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
主
に
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
革
命
」
と

捉
え
る
点
で
共
通
し
て
い
る
(
ソ
ブ
l
ル
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
前
掲
書
、
五
九
頁
以
下
一
マ
チ
エ
、
前
掲
書
、
三
五
頁
以
下
一
ル
フ
ェ

l
ブ
ル
、

前
掲
書
、
八
七
頁
以
下
)
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
革
命
理
解
が
、
一
九
六
0
年
代
以
降
フ
ユ
レ
な
ど
の
修
正
派
に
よ
っ
て
問
い
直
さ
れ
、
論
争
が

続
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
(
胃
g
2
F
2
5
p
p
g
q
E
思
て
え
皇
室
、
吉
川
ミ
F
E
E
-
。
色
E
R
a
-
-
3
∞
・
大
津
真
作
訳
『
フ

ラ
ン
ス
革
命
を
考
え
る
』
岩
波
書
底
、
一
九
八
九
年
)
。
修
正
派
に
よ
れ
ば
、
正
統
史
学
の
用
い
て
き
た
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ

l
」
と
い
う
範
騰
を

歴
史
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
す
で
に
十
八
世
紀
以
降
、
封
建
支
配
層
と
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
」
階
級
の
相
互
浸
透
が
進
ん
で
お
り
、

革
命
期
に
見
ら
れ
た
の
は
、
プ
ル
ジ
ヨ
ワ
階
級
に
よ
る
権
力
の
掌
握
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
の
エ
リ
ー
ト
層
に
よ
る
自
由
主
義
的
な
改
革
に
す

ぎ
な
か
っ
た
。
「
十
九
世
紀
の
主
要
な
西
洋
諸
国
の
歴
史
に
お
い
て
、
資
本
主
義
や
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
が
登
場
し
、
支
配
を
確
立
す
る
た
め
に
、

革
命
は
必
要
な
か
っ
た
」

(
S
R
e
同

Y

全
)
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
革
命
期
の
政
治
過
程
は
、
社
会
経
済
的
要
因
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
エ

リ
ー
ト
内
部
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
の
過
程
で
、
抽
象
的
な
っ
一
言
説
」
が
自
律
的
機
能
を
獲
得
し
、
革
命
の
急
進
化
を
も
た
ら
し
た
、
と

い
う
点
か
ら
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
5
)
こ
う
し
た
見
方
の
典
型
と
し
て
以
下
を
参
照
o
r
s
E
O
B
5
0
・
E
旬
、
吉
弘
司
守
E
認
さ
芝
町
皇
、
む
た
て
ロ
守
ヘ
ミ
述
、
足
旬
。
」
~
a
h
b
陶
器
、
~
£
な
き
高

』
色
町
九
ぬ
な
た
h
a
m
4
5
3
2
・
3
E
F
句
『
伸
明
日

g
d
E
g
2
5
5
田
門
】
m
p
s
s
・
-
ま
。
(
木
崎
喜
代
治
訳
「
権
力
の
座
に
つ
い
た
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
ー
十
九
世

北法55(2・41)475



説

紀
フ
ラ
ン
ス
社
会
史
試
論
』
岩
波
書
応
、
一
九
七
一
年
ご
り
を
広
司
F
C
S
官
。
=
ゆ
N
V
き
も
町
、
む
町
、
吉
川
、
巴
沼
町
一
-
呂
町
豆
町
ミ
河
町
、
s
p
e
E
邑
2
2♀
Z

2

J

『
2
-
P
O
M
F
E
C包
括
E

Q
旬
『
刊
明

F
3
怠
叫
宅
・
出
『
・
第
三
共
和
政
を
中
産
階
級
の
支
配
権
の
確
立
期
と
位
置
づ
け
る
解
釈
は
、
近
年
に
至
る
ま
で
一

般
的
で
あ
る
。
目
・
回
国
ロ
『
O
E
巴
5
2
・
呂
町
豆
二
九
河
内
宮
守
口
町
U
A
E
A
丘
町
s
a
g
a
君
、
3
3
苧
2
3
E
き
よ
も
主
国
民
g
m
o
z
佃
町
白
白
色
問
、
。
E
g
e

F
O
E
-
E
H
E
M
g
g
d
E
〈
貸
出
F
q
p
・
2
p
-
申
∞
m
r
同
v
-
M
u
-
M
F
Z苦

Z
。
丘
咽
呂
町
河
合
与
丘
町
b
E
ミ
也
、
S
S
T
~
可
否
認
~
2
'
否
、
。
問
、
喝
さ
町
、
a
q
s
h
t
s
同
町
内
2
s
t
門
リ
言
言
。

苧
室
内
向
唱
の
民
間
固
ま
仏
m
m
-
E
R
〈
同
色
C
口
-
S
E
q
司
5
M
M
-
】
事
∞
七
・
】
凶
七
唱
-
N
5
1
M
M
O
山
内
町
江
田
円
。
耳
切
の
F
R
-
P
E
5
3
h
q
円
S
F
A
内
宮
、
否
認
町
内
b
R
~
m
官
民
知
町
な
4

3
同

-
H
p
r
E
P
3
2
d
宅
・
3
C
8
3
凶
・
邦
語
で
は
、
中
木
康
夫
『
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
(
中
)
』
未
来
者
、
一
九
七
五
年
、
二
四
五
頁
以
下
、
な
ど
。

(6)

一
七
八
九
年
の
「
人
間
と
市
民
の
権
利
宣
言
」
を
め
ぐ
る
議
会
討
論
か
ら
は
、
こ
う
し
た
論
理
が
広
範
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取

れ
る
(
富
永
茂
樹
編
『
資
料
権
利
の
宣
言
l

一
七
八
九
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
O
O
一
年
)
。

(
7
)
ス
ウ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
」
と
い
う
語
は
、
十
八
世
紀
ま
で
の
自
律
し
た
諸
個
人
の
結
合
(
g
g
g
邑
。
口
)
と
い
う
意
味
か
ら
、
世
紀
転

換
期
以
降
、
個
人
の
意
思
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
超
越
し
た
関
係
と
い
う
意
味
へ
と
変
化
し
た
(
者
E
S
S
E
-
P垣
色
-
p
g
尽
き
室
内
Z
H
「
を
ミ
ヰ

5
5
・
P
E
高
品
E
ぞ
旬
、
む
て
ね
た
弘
之
・
2
2
2
芯
句
5
2
w
話
会
-
〉
E
Z
R
玄
S
E
明
白
p
s
s
岨
唱
-
M
C
C
)
。
同
様
に
ニ
コ
レ
も
、
自
然
権
や
契
約
に
基
づ
く

十
八
世
紀
的
な
「
社
会
」
と
、
十
九
世
紀
以
降
の
社
会
主
義
や
社
会
学
に
お
い
て
語
ら
れ
る
「
社
会
」
と
を
対
比
し
て
い
る
(
巴
信
号
E
S
E
-

E
な
芯
E
E
2
3
同
室
、
5
3
町
内
ミ
ー
宅
'
活
N
S
h
2
h
a
k
h
片
足
止
さ
ミ
ミ
主
主
R
E
ロ
P
O
住
吉
R
P
-
3少
目
u-

己
申
)
0

こ
う
し
た
変
化
の
内
容
に
つ
い
て

は
第
一
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
。
「
社
会
」
概
念
史
に
関
す
る
一
般
的
な
概
説
と
し
て
、
マ
ン
プ
レ
ー
ト
・
リ
l
デ
ル
『
市
民
社
会
の
概
念
史
』

以
文
社
、
一
九
九
O
年
、
第
一
章
、
を
参
照
。

(
8
)
サ
ン
・
シ
モ
ン
、
フ
ー
リ
エ
、
プ
ル

l
ド
ン
な
ど
、
「
初
期
社
会
主
義
」
に
関
す
る
研
究
は
数
多
く
、
こ
こ
で
列
挙
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
六
0
年
代
以
降
は
、
雑
誌
『
社
会
運
動
(
ミ
皇
忘
ヨ
S
H
8
2
~
)
』
の
発
刊
、
『
フ
ラ
ン
ス
労
働
運
動
人
物
事
典
(
O
E
S
S
E
E
守
芯
句
S
E
R
e

宮
内
《
詮
遺
言
足
ヨ
2
2
z
ミ
ミ
ヘ
ミ
ヨ
msr)
』
の
発
刊
を
契
機
し
て
労
働
運
動
史
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
七
0
年
代
に
入
る
と
、
開
・
司
・
ト
ム
ソ
ン

の
「
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
論
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
民
衆
運
動
史
研
究
へ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
が
推
移
し
て
い
く
。
(
開
・
同
V

・
4
F
O
B
-
M
g
p
M
1
F偽

ミ
昆
宮
崎
久
H
E
こ
円
高
~
ま
ぞ
む
き
.
3
句
円
以
h
H
F
E
E
S
-
〈
0
2
0
円
。
。
-
E
R
-
-泊
84
市
橋
、
芳
賀
訳
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
労
働
者
階
級
の
誕
生
』
青
弓
社
、

二
O
O
三
年
)
。
邦
語
の
代
表
的
研
究
と
し
て
、
喜
安
朗
「
労
働
者
の
生
活
圏
と
労
働
運
動
」
『
思
想
』
第
六
四
五
号
、
一
九
七
八
年
、
七
八
l

九
八
頁
一
『
夢
と
反
乱
の
フ
ォ
プ

l
ル
」
山
川
出
版
社
、
一
九
九
四
年
一
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
〈
個
と
共
同
性
〉
』
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
一
谷

川
稔
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
運
動
史
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
と
サ
ン
デ
イ
カ
リ
ス
ム
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
三
年
、
な
ど
。
さ
ら
に
最
近
で
は
、
十

ゴ

員岡
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フランス福祉国家の思想的i原iftE(1789-1910年) (l) 

九
世
紀
前
半
か
ら
第
二
帝
政
下
の
パ
リ
労
働
者
の
生
活
世
界
を
支
配
層
の
統
計
資
料
か
ら
再
構
成
し
、
支
配
層
に
よ
る
労
働
者
家
族
の
「
規
律

化
道
徳
化
」
の
試
み
を
「
失
敗
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
、
赤
司
道
和
『
十
九
世
紀
パ
リ
社
会
史
l
家
族
・
労
働
・
文
化
』
(
北
海
道
大
学
図
書
刊

行
会
、
二
O
O
四
年
)
が
出
版
さ
れ
た
。
邦
語
の
フ
ラ
ン
ス
労
働
史
研
究
の
ま
と
め
と
し
て
、
次
の
論
文
が
優
れ
て
い
る
。
中
野
隆
夫
「
日
本

に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
労
働
史
研
究
」
『
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
」
五
一
六
号
、
二
O
O
一
年
、
二
五
l
三
六
頁
。

(
9
)
社
会
の
再
組
織
化
、
実
践
的
知
の
重
視
、
「
モ
ラ
ル
」
の
強
調
、
全
体
性
の
再
表
象
、
抽
象
的
個
人
主
義
へ
の
批
判
、
な
ど
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
保
障
体
制
の
導
入
も
、
労
使
協
調
の
成
果
と
い
う
見
方
か
ら
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
や
大
企
業

所
有
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
る
温
情
主
義
的
な
改
革
と
い
う
見
方
ま
で
、
様
々
な
解
釈
が
あ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
、
中
木
康
夫
『
フ
ラ

ン
ス
政
治
史
(
上
)
』
未
来
社
、
一
九
七
五
年
、
二
八
九
1

二
九
O
頁
。
エ
ス
ピ
ン
・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
、
労
働
者
に
よ
る
圧
力
の
増
大
と
年
金

制
度
設
立
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
(
エ
ス
ピ
ン
|
ア
ン
デ
ル
セ
ン
(
岡
沢
、
宮
本
監
訳
)
『
福
祉
資
本
主
義
の
三
つ
の
世
界
l
比
較
福
祉
国
家
の

理
論
と
動
態
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
二
O
O
一
年
、
一
O
O
頁
)
。
後
者
の
代
表
例
と
し
て
、
エ
ル
ウ
イ
ッ
ト
は
、
こ
の
時
期
の
社
会
改
革
を
プ

ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
に
よ
る
温
情
主
義
的
な
社
会
防
衛
の
試
み
と
位
置
づ
け
て
い
る
(
巴
呈
F
E
二
J
E
ミ
号
室
主
円
。
A
守
ミ
主
毛
・
門
戸
℃
申
弓
ぜ
R
P
)
。

ア
ツ
フ
エ
ル
ド
は
、
自
由
主
義
を
唱
え
る
中
小
企
業
主
と
対
抗
す
る
大
企
業
の
主
導
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
社
会
立
法
が
推
進
さ
れ
た
こ
と

を
、
農
民
、
労
働
者
、
中
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
!
、
大
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
l
の
態
度
か
ら
説
明
し
て
い
る

(zg江
田

知

R
E
p
b
h
E
号
h
ま
さ
司
b
E

h
h
町
宮
コ
H
h
h
o
円
九
ぬ
な
・
~
白
'
同
。
・
~
屯
札
。
~
向
h
M
h
H
九
両
足
、
~
2
2
・
凡
な
3
2
h
m
L
b
M
h
n
リ
ミ
ι
芯
h
q
n
弘
司
~
町
、
、
材
、
E
3
2
a
Z
白
=nu〉
可
『
町
田
回
目
明
白
邑
〈
刊
号
四
四
包
『
白
白
色
町
Z
同
ロ
ロ
一
子
-
申
∞
占
y
。
Z

U
)

。

(ω)
オ
ズ
!
フ
、
ア
ギ
ユ
ロ
ン
、
ハ
ン
ト
、
ヴ
オ
ヴ
オ
ル
、
シ
ヤ
ル
テ
ィ
エ
な
ど
の
社
会
史
研
究
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
代
表
例
と
し
て
、
F
A
C
E

。NOE戸同
b
'冶
H
旬
、
必
S
E
E
q
s
s
b守
AP
同

M
白
ユ
T
O
m
w
E
B
R
ι
・

-
3。
u
f山
吉
口
出
己
ロ
F
M
M
O
~主
2・円リミ言、志向wbzh日
C
b
h句

S
H
F
問
、
ミ
Z
円
E
N
N
A
ミ
ミ
宮
町
芯
z
-
n
E
Z『
O一司gp

C
2
5
2
q
a
n
急
伊
豆
島
市
『
m
a
-
-
唱
宝
(
松
浦
義
弘
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
政
治
文
化
』
平
凡
社
、
一
九
八
九
)
一
C
S
Z
E
E
-
可
む
き
守
河
S
R
宮
町
内

ミ
H
E
Z
-
、
室
町
F
F
E
~
尽
き
P
E
己
〈
町
円
白
石
え
P
Z
0
2
5同
M
5
a
(
西
川
長
夫
ほ
か
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
家
族
ロ
マ
ン
ス
』
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
)

一
室
町
互
〈
2
0
}
}
P
E
E
S
S
~
E
芯
ミ
E
q
z
z
ミ
ミ
・
旬
色
町
吾
郎
ミ
ヨ
s
s
s
h
h
h
q
S
E
思
ミ
ミ
陶
芸
、
言
。
s
h
h
p
勺

E
P
E
E
C
E
臼

O
B
E
-
-
由
虫
(
立

川
孝
一
ほ
か
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
心
性
』
岩
波
書
応
、
一
九
九
二
年
)
一
m
a
R
g
宣
言
叫
同
出
向
P
言
、
ミ
守
を
ま
ミ
，
H
E
同
守
S
忌
河
内
S
E
H
h
b
F

O
R
E
E
4
0
E宮
C
E
S
『
白
石
市
司
町
田
明
暗
}
遺
品
(
松
浦
義
弘
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
文
化
的
起
源
』
岩
波
書
応
、
一
九
九
九
年
)
。
集
合
的
な
国
民
意
識
・

政
治
文
化
を
研
究
し
た
集
大
成
と
し
て
、
2
2
Z
L
。
g
品
同
T
E
こ
た
翼
民
間
吉
弘
吉
ミ
戸
吋
〈
。
}
・
岨
E
ヨ
・
。
同
一

-5障問・
P
石
室
ム

3
N
(抄
訳
、
谷
川
稔
監

北法55(2・43)477



説

修
一
記
憶
の
場
』
全
三
巻
、
岩
波
書
庖
、
二
O
O
二
|
二
O
O
三
年
)
。

政
治
思
想
史
の
分
野
で
も
、
フ
ユ
レ
の
研
究
以
降
、
言
説
分
析
に
よ
っ
て
「
政
治
丈
化
」
を
論
ず
る
研
究
が
数
多
く
現
れ
て
い
る
。
革
命
研

究
と
し
て
、
剛
円
・
玄
・
宮
古
『
刊
子
叫
ぎ
こ
っ
否
認
与
河
内
5
~
E
S
S
E
E
ヱ
リ
ミ
む
き
=
ミ
ミ
由
民
間
選
、
。
~
h
『
-
2
~
内
定

~
E
R
〈
・
ケ
呂
町
、
ぜ
な
『
町
内
ミ
P
E
ミ
ミ
H
F
え
泌
氏

h
c
品
川
町
、
R
O
H
宏
司
弘
吉
弘
Z
m
N
J
『
。
円
F
F円
m
P
E
S
-》
R
a
-
-
。
ョ
・
ギ
ゾ
ー
を
中
心
に
、
十
九
世
紀
前
半
の
「
自
由
主
義
的
政
治
文
化
」
を
包
括
的
に
示

し
、
こ
の
時
期
の
研
究
史
を
画
し
た
業
績
と
し
て
、
宮
町
司
m
m
c
S
E
g
-
-
o
p
E
ヨ
己
主
S
N
C
E
N
q
『
岨
E
E
・
。
白
E
B
R
p
s
g
・
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ジ
ョ

l

ム
も
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
を
「
道
徳
的
・
政
治
的
文
化
」
と
し
て
検
討
し
、
そ
れ
を
①
国
家
権
力
に
対
す
る
個
人
の
自
由
を
強
調

す
る
ネ
ツ
ケ
ル
、
ス
タ
ー
ル
、
コ
ン
ス
タ
ン
、
②
社
会
学
的
観
点
か
ら
個
人
主
義
に
反
対
し
、
集
団
の
優
位
性
を
説
く
ス
タ
ー
ル
夫
人
、
ギ
ゾ
l
、

フ
ェ
リ
ー
、
①
モ
ン
タ
ラ
ン
ベ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
自
由
主
義
カ
ト
リ
ッ
ク
、
の
三
つ
の
潮
流
か
ら
成
る
と
論
ず
る
(
「
=
2
g
』

E
ロ
ヨ
タ
円
、
平

門誌吾円
t
A
曹
司
h
w
s
~
町
、
応
、
む
き
誌
を
ま
今
む
と
旬
、
号
、
b
s
S
F
F
D
F
M
U
S
母
子
苫
ヨ
)

0

ハ
ザ
レ
l
シ
ン
ハ
は
、
一
八
六
0
年
代
の
「
共
和
主
義
的
政
治

文
化
の
転
換
」
を
主
題
に
据
え
、
共
和
主
義
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ツ
プ
の
観
念
は
、
第
三
共
和
政
期
の
教
育
論
に
お
い
て
で
は
な
く
、
第
二
帝
政

下
の
分
権
論
に
お
い
て
現
れ
た
、
と
主
張
し
て
い
る
(
E
S町
田
R
R
g包
括
F
司
己
主
h
E
何
丸
町
内
H
S
C
5
2
・
H
E
町
'
r
s
s
h
?を
z
a
s
h出

HFh

阿
君
句
、
h
S
R
q
h
ミ
-
c
h
m
g
h
J
S円
E
0
3
5
司
ミ
ミ
e
E
R
a
s
-
可
ロ
ロ
n
m
g
ロ
C
E
g
g
々
p
g
P
3
喧
∞
)
。
そ
の
他
、
「
政
治
文
化
」
を
主
題
に
据
え
た
研

究
と
し
て
、
r
a
n
回

nag-ロ

e
f
p匂
E
『
E
Z
h
h
u
q
E
2
2
2
司
室
内
F
E
2
p
r
Z
4
3
3
が
あ
る
。
た
だ
し
ベ
ル
シ
ユ
タ
イ
ン
に
お
い
て
、
そ

れ
は
政
治
的
領
域
の
下
部
に
あ
る
文
化
的
・
社
会
的
ま
と
ま
り
を
総
称
す
る
に
す
ぎ
ず
、
有
意
な
操
作
概
念
と
し
て
彫
琢
さ
れ
て
い
る
と
は
言

い
難
い

EE--ヲ
ご
)
。

(
日
)
阪
上
孝
『
近
代
的
統
治
の
誕
生
l
人
口
・
世
論
・
家
族
』
岩
波
書
庖
、
一
九
九
九
年
。

(ロ
)
E
n
E
F
E
n
s
-
F
と
凶
作
口
百
円
少
R
E
5
5
・
曹
司
巴
E
5
E
v
v
L
口
、
占
5
E
Z
E
n
ミ
~
知
町
内
吾
、
5
2
R
u
w
匂
む
き
な
・
3
吋
∞
・
3
・
主
凶
l

主
唱
(
「
治
安
・
領
土
・

人
口
」
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ

i
コ
l
思
考
集
成
四
』
筑
摩
書
房
、
二
O
O
O
年
、
三
六
四
1

三
六
九
頁
)
一
A
A
Z
富
田
g
n
n
号

Z
Z
D
唱
。
E
3
5
》
百

与
さ
E
3
を
門
リ
ミ
号
、
缶
、
、
S
Q
・
-
明
言
ミ

n
-ヨ
タ
宅
・
凶
色
目
当
N

(

「
生
体
政
治
の
誕
生
」
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l
コ
l
思
考
集
成
四
』
筑
摩
書
一
房
、

二
O
O
一
年
、
二
二
四
l

一
四
二
頁
)
一

LL釦
宮
E
5
5
色
町
}
白
星
忌
さ
お
よ

-wぽ
y
t
h
芸
ミ
§
同
b

宝
生
〉
∞
E
M
O
-
-
F
-
u
-
2
m
富
民
【
H
a
p
-
唱
司
・

苫
吋
ム
∞
(
「
十
八
世
紀
に
お
け
る
健
康
政
策
」
向
上
、
六
二
二
頁
)
‘

(
日
)
例
え
ば
、
社
会
統
計
学
に
つ
い
て
、
阿
倍
口
出
血
n
E
E
や
呂
町
一
『
む
き
.
喜
久
門
U
E
S
R
C
B
σ
E個
p
n
E
B
E
仏
関
刊
C
2
5
a
-
q
明

4
2
P
3
唱
。
(
石
原
・
重
田

訳
『
偶
然
を
飼
い
な
ら
す
l
統
計
学
と
第
二
次
科
学
革
命
l
』
木
鐸
社
、
一
九
九
九
年
)
な
ど
。
公
衆
衛
生
学
に
つ
い
て
、
ピ
S
窓
口
門
田
区
g

:tti:去55(2・44)478
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フランス福祉国家の思想的源流(l789~1910年)(1) 

同》担EnruN三
Fm口出血同fhd〕℃何一応、柏町民hHShE
勾

hhwhえ
に

h
4
5
h
E
S
S
H
h
』
u
h
h
F
E
h叫
H
呂
町
、
回
、
3
b
z
町
内
W
C
H
h
h
w
E
S
、
九
四
円
。
ミ
還
、
4
h
n
~
句
ー
や
コ
と
匂
・
明
J
S
F
同
H
n
q
R
ι
・
-
唱
唱
晶

な
ど
。
監
獄
に
つ
い
て
、
冨
』
n
F
四
二
M

刊
号
。
=
-
E
E
p
h
・
凡
S
E
a
s
~
句
、
5
c
z
~
『
R
F
句
、
町
、
H
a
s
こ
司
h
y
h
『
雪
国
内
豆
諸
問
H
S
H
E
Z
2
3
J
R
W
~
F
E
E
-
∞mE-・

3
g
u
m
S
E
回
邑
百
円
四
『
e
E
、
コ
.
8
3
芯
E
E
B
宮
内
「
~
当
之
宮
工
γ
E号
-
E
〕
E
E
-
-
唱
沼
な
ど
。
邦
語
で
の
最
も
代
表
的
な
成
果
は
、
脚
注
(
日
)

の
阪
上
の
研
究
で
あ
る
。
そ
の
他
、
市
野
川
容
孝
「
社
会
的
な
も
の
の
概
念
と
生
命
l
福
祉
国
家
と
優
生
学
」
『
思
想
』
、
九
O
八
号
(
二

0
0

二
年
)
、
三
四
|
六
四
頁
、
お
よ
び
「
『
社
会
科
学
』
と
し
て
の
医
学
(
上
)
(
下
)

l
一
八
四
八
年
の

R
・
ヴ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
に
よ
せ
て
」
『
思
想
』
、

九
二
六
号
(
二
O
O
一
年
)
、
一
九
六
1

二
二
四
頁
、
九
二
七
号
、
一
一
六
1

一
四
二
頁
、
な
ど
。

思
想
史
の
分
野
で
も
、
フ

1
コ
l
の
影
響
を
受
け
た
以
下
の
よ
う
な
研
究
が
現
れ
て
い
る
。
十
八
世
紀
後
半
以
降
の
家
族
の
再
編
と
規
律
権

力
の
拡
大
を
関
連
付
け
た
研
究
と
し
て
、
2
2
E
g
o
S
N
a
g
-
E
E
~
z
s
h
h
S
H
ミ
2
・
同
》
呂
田
咽
E
E
C
虫
色
町
ζ
E
S
-
-
3
吋
(
邦
訳
『
家
族
に
介
入

す
る
社
会
』
新
曜
社
、
一
九
九
一
年
)
。
十
九
世
紀
の
「
社
会
的
な
も
の
」
の
論
理
を
、
「
民
主
的
社
会
の
統
治
を
可
能
に
す
る
た
め
の
発
明
」

と
位
置
づ
け
る
研
究
と
し
て
、
z
n
G
E
g
u
o
E
N開
S
F
E
E
S
き
認
を
さ
え
b
~
・
・
2
h
a
ご
E
こ
町
民
m
三
吉
弘
司
h
E
Z
S
H
E
宣
言
m
p
E
E岨
E
苫
『
P
-
遺
品
・

十
九
世
紀
末
の
社
会
保
険
制
度
に
個
人
主
義
的
原
理
か
ら
断
絶
す
る
規
律
社
会
の
登
場
を
読
み
取
る
研
究
と
し
て
、
F
g
m
0
2
F
E
E
-
h
・
h
H
a句

、
、
己
主
吉
岡
町
内
咽
同
V
E
P
O
S
8
F
3
ま
・
十
九
世
紀
前
半
の
社
会
経
済
学
を
自
由
主
義
と
規
律
権
力
の
組
み
合
わ
せ
と
捉
え
る
研
究
と
し
て
、
。
5
'

s

s
こ
J
o
g
s
-
c
c
z
再
三
雪
~
む
き
札
ミ
~
宮
室
内
註
き
包
門
S
~
同
刊
誌
H
J
S
R
ミ
ー
宅
a

昌
弘
ヨ
・
3
2
P
∞o
z
・
-
宮
司
凶
プ
ロ
カ
ツ
チ
に
よ
れ
ば
、
「
市
民
社

会
と
は
、
[
経
済
的
主
体
と
政
治
的
主
体
と
を
調
停
す
る
と
い
う
]
こ
の
必
要
に
対
応
し
た
統
治
の
技
術
で
あ
る
」
3
3
n白
n
a
-
-
、
.
S
J
も
・
3
)
。

そ
の
他
、
フ

1
コ
l
主
義
者
に
よ
る
論
文
集
と
し
て
、

Q
与
吉
田
R
n
F
a
-
-
2
5
。
。
ぇ
2
8
2
2
2
玄
三

q
a
r
ヨこっ
2

2

5
宅
S
~
h
H
ミ
5

5
C
Sお
き
遣
問

=
H
む
な
H
F
n
z
g
加
0
・
C
E
〈
町
『
田
宮
可
。
『
門
U
E
E
加
。
甲
町
田
町
・
ョ
ョ
・

(
日
)
叩
E
r
r
-
、
・
2
3
問
者
・

5
ム
ゴ
却
。
E
n
g
-
屯
・
門
戸
-
u
・
凶
己
・
こ
う
し
た
「
社
会
」
の
捉
え
方
の
一
面
性
や
、
そ
れ
を
「
自
由
主
義
」
と
結
び
つ
け

る
こ
と
の
問
題
牲
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
に
お
い
て
詳
し
く
論
ず
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
う
ち
、
ロ
ベ
ー
ル
・
カ
ス
テ
ル
の
研
究
は
、
十
九
世

紀
前
半
の
自
由
主
義
、
社
会
カ
ト
リ
シ
ス
ム
と
、
世
紀
後
半
の
連
帯
主
義
を
区
別
し
て
論
ず
る
な
ど
、
最
も
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
o
m
o
Z去

の
銭
円
巳
・
h
a
ヨ
h
S
ヨ
ミ
喝
、
s
h
a
n
出
向
芯
屯
言
』
同
町
口
、
二
色
町
宮
~
内
・
・
h
室
町
門
E
さ
ミ
屯
h
h
町
民
h
h
h
a
Eミ
a
F
司
h世間
-F
。血}}HEE--沼市剛一戸田】・凶由一
N
伺

2・

(
日
)
対
象
と
す
る
範
囲
の
広
さ
か
ら
、
各
々
の
思
想
家
の
主
要
な
一
次
テ
ク
ス
ト
に
依
拠
し
、
手
紙
や
手
稿
な
ど
は
扱
え
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

思
想
史
を
中
心
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
た
め
、
彼
ら
の
言
説
が
民
衆
層
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
も
考
察
の
対
象
と
し
て
い
な
い
。

(
凶
)
「
社
会
的
共
和
主
義
」
と
は
筆
者
の
造
語
で
あ
る
。
「
社
会
的
共
和
国
(
認
可
Z
Z
5
5
8
2
己
目
)
」
と
い
う
理
念
が
、
一
八
四
0
年
代
に
提
唱
さ

北法55(2・45)479



説
E子b.
a冊

れ
、
第
四
、
五
共
和
制
憲
法
第
一
条
に
表
現
さ
れ
る
ま
で
(
「
フ
ラ
ン
ス
は
、
不
可
分
で
、
世
俗
的
で
、
民
主
的
で
、
社
会
的
な
共
和
国
で
あ
る
」
)
、

共
和
国
を
め
ぐ
る
議
論
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
玄
R
E
m
-
図
。
『
加
O
Z
0
・
m
s
s
E
司
2
0
・
宮
、
h
E
E
宮
内

h
b
門
主
同
・
円
。
=
ミ
E
5
3
b
ミ
震
え
偽
札
、
~
民
主
主
凡
s
h
mヨ
巴
町
、
皇
室
内
室
、
『
E
R
司
E
P
-
4
2
8
∞
己
ロ
貯
〈
2
5
5

ニm
p
g
n
p
M
C
C
C
特
に
3
3
1
8
・
こ

の
中
で
ボ
ル
ジ
ェ
ト
は
、
「
社
会
的
共
和
国
」
の
指
し
示
す
理
念
の
先
進
性
と
、
そ
の
制
度
化
の
遅
れ
、
こ
の
理
念
が
引
き
起
こ
し
た
激
し
い
議

論
と
、
常
に
不
十
分
な
適
用
、
と
い
う
振
れ
の
大
き
さ
に
こ
そ
、
「
か
の
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
的
『
例
外
』
『
特
殊
性
』
の
一
面
が
刻
印
さ
れ
て
い

る
」
、
と
指
摘
す
る
(
S
R
-
司
・

5)0

(
打
)
十
九
世
紀
の
詳
し
い
「
友
愛
」
概
念
史
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
第
二
節
お
よ
び
第
三
章
第
一
節
を
参
照
。
十
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
「
連
帯
」

と
い
う
語
は
「
友
愛
」
と
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
後
の
「
連
帯
主
義
」
と
の
対
比
か
ら
、
「
友
愛
」
を
鍵
概
念
と
し
て
使

用
す
る
。

(
凶
)
場
合
に
よ
っ
て
、
シ
ヤ
ル
ル
・
ジ
ッ
ド
な
ど
が
含
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
ジ
ッ
ド
の
組
合
主
義
と
、
国
家
の
役
割
を

認
め
る
連
帯
主
義
と
を
区
別
す
る
(
第
四
章
参
照
)
。

(ω)
二
十
世
紀
以
降
フ
ラ
ン
ス
で
福
祉
国
家
が
根
付
い
て
い
く
過
程
で
も
、
そ
れ
ら
の
対
立
は
潜
在
し
続
け
た
。
本
稿
で
は
直
接
検
討
対
象
と
し

な
い
も
の
の
、
一
九
七
0
年
代
以
降
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
論
も
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
歴
史
的
に
位
置
づ
け
な
お
す
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
の
試
論
と
し
て
、
田
中
拓
道
「
フ
ラ
ン
ス
福
祉
国
家
論
の
思
想
的
考
察
|
『
連
帯
』
の
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
」

「
社
会
思
想
史
研
究
』
第
二
八
号
(
二
O
O
四
年
九
月
発
刊
予
定
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
例
え
ば
、
♀
ロ
包
包
叶
告
白
T
)
〈
色
町
・
咽
宮
守
口
、
ミ
。
5
E
z
。
ミ
g
z
h
-
室
内
-
E
z
h
z
~
E
h
町
、
郎
、
ヨ
ヨ
ミ
ミ
町
内
ミ
足
同
芯
h
g
E
S
』
叶
ミ
ヨ
町
内
・
弓
き
e
E
Z
-

E
H
F
開
回
目
的
・
3
3
L
g
a
閉
山
・
出
。
ョ
四
-
b
h
R笠
宮
き
さ
も

q
k町
、
ミ
b
S
遣
、
さ
湾
内
豆
司
ミ
三
郎
内
h
q
円
九
ミ
E
R
H
H
E
均
九
同
町
久
与
問
宅
内
言
、
司
同
町
宮
『
同
唱

。
巴
吋
『
白
百
世
ロ
仏
円
。
白
色
o
p
U
E
r
m
w
C
E
S
『
巴
門
司
同
》
同
1

町田PN。。M-

(
幻
)
』
g
a
出
。
g
p
余

F
U
S
E
n
E
S
F
B
門
田
町
宮
内
E
B
σ
門
町
一
ぽ
玄
g
R
M
o
n
-包
包

括

2
F
M
S
E
M
-
-
ゆ
『
O
B
a
g
a
-
-
∞まー
-
2
?
y
叶
毛
色
白
〈
仏
国
円
-
-
E
守
也
、
ミ
2
Z
E

3qhhて
角
川

bhhhR叩円~同wqhu町民同・凶唱・-M--
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第
一
章

社
会
問
題

第
一
節

導
入

フランス福祉国家の思想的源流行789~1910年) (1) 

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
は
、
旧
体
制
の
「
社
団
国
家
」
像
に
代
わ
り
、
身
分
制
的
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
た
個
人
の
合
意
に
基
づ
く
新
た
な
秩

序
像
が
提
唱
さ
れ
た
。
本
章
の
課
題
は
、
そ
の
中
核
に
あ
る
「
公
共
性
」
へ
の
理
解
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
社
会
問
題
」
へ
の
認
識
が
導
か
れ
た
の
か
を
、
「
貧
困
」
へ
の
認
識
と
対
応
を
軸
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
革
命

中
期
の
共
和
主
義
者
、
世
紀
転
換
期
の
イ
デ
オ
ロ

l
グ
、
七
月
王
政
期
の
支
配
層
の
三
者
を
採
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
に
お
け
る
「
公

共
性
」
へ
の
理
解
を
、
〈
政
治
化
さ
れ
た
公
共
性
三
〈
社
会
科
学
の
公
共
性
〉
、
〈
社
会
化
さ
れ
た
公
共
性
〉
と
し
て
比
較
考
察
し
、
そ
の
変

容
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。

ハ
l
バ
l
マ
ス
は
、
近
代
公
共
圏
研
究
の
晴
矢
と
な
っ
た
著
作
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
「
公
共
性
」
の
変
容
を
次
の
よ
う
に
指

(
1
)
 

摘
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
統
治
権
力
の
批
判
的
吟
味
と
正
統
化
を
担
う
「
市
民
的
公
共
圏

(E円
mm
ユ
E
5
0
5
z
r再
思
)
」
は
、
国
家

と
社
会
、
公
的
領
域
と
私
的
領
域
の
分
離
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
。
十
九
世
紀
の
産
業
資
本
の
進
展
に
と
も
な
い
、
階
級
的
な
利

害
対
立
が
政
治
的
対
立
へ
と
転
化
し
、
国
家
の
社
会
へ
の
介
入
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
両
者
の
分
離
は
次
第
に
掘
り
崩
さ
れ
て
い
く
。
「
こ

の
両
者
の
間
で

i
い
わ
ば
両
者
の
「
中
聞
か
ら
」

1

成
立
し
て
く
る
社
会
圏

3
2
E毛
E
B
)
は
、
再
政
治
化
さ
れ
た
社
会
圏
で
あ
っ
て
、

(2) 

こ
れ
を
『
公
的
』
と
か
『
私
的
』
と
か
い
う
区
別
の
見
地
の
み
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
は
、
も
は
や
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
」
。
彼
に
よ
れ
ば
、

公
私
の
分
離
と
結
合
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
て
い
た
十
八
世
紀
後
半
の
秩
序
像
は
、
十
九
世
紀
以
降
、
「
再
政
治
化
さ
れ
た
社
会
圏
」
と
、
公

共
性
と
の
つ
な
が
り
を
失
っ
た
「
親
密
圏

(
E
E
Z
Z待。)」
へ
と
再
編
さ
れ
て
い
っ
た
。

北法55(2・47)481



説

本
章
で
は
、
「
公
共
性
」
と
「
社
会
」
と
の
関
係
を
問
う
と
い
う
ハ

i
パ
l
マ
ス
の
問
題
意
識
を
継
承
し
つ
つ
、
「
公
共
性
」
変
容
の
画
期

ラム
日間

を
、
十
九
世
紀
後
半
の
産
業
資
本
の
展
開
に
で
は
な
く
、
七
月
王
政
期
に
お
け
る
「
社
会
問
題
」
認
識
の
成
立
に
見
出
す
。
「
社
会
問
題
」

は
、
革
命
期
の
新
た
な
秩
序
橡
を
前
提
と
し
、
そ
こ
に
字
ま
れ
た
内
在
的
困
難
が
顕
在
化
す
る
こ
と
で
、
一
八
三
0
年
代
に
登
場
し
た
。
以

下
で
は
、
革
命
初
期
の
秩
序
観
の
特
徴
を
指
摘
し
、
革
命
中
期
の
共
和
主
義
者
(
第
二
節
)
、
世
紀
転
換
期
の
イ
デ
オ
ロ

l
グ
(
第
三
節
)
、

七
月
王
政
期
の
支
配
層
(
第
四
節
)
の
順
に
、
「
貧
困
」

へ
の
認
識
、
「
社
会
」

の
捉
え
方
を
採
り
上
げ
、
「
公
共
性
」
理
解
の
変
容
に
つ
い

て
検
討
す
る
。

(
1
)
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ

i
パ
l
マ
ス

未
来
社
、
一
九
九
四
年
。

(
2
)
向
上
、
一
九
八
頁
。

(
細
谷
貞
雄
、
山
田
訳
)
『
公
共
性
の
構
造
転
換
|
市
民
社
会
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
探
求
(
第
二
版
)
』

第
二
節

革
命
期
1
1
1
〈
市
民
的
公
共
性
〉
と
〈
政
治
化
さ
れ
た
公
共
性
〉

第
一
欽

「
公
論
」

一
七
七
六
年
の
文
章
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
生
き
る
時
代
を
他
の
時
代
と
区
別
す
る
特
徴
は
、

(3) 

公
論
(
。
立
巴

S
宮
豆
宮
町
)
が
二
十
年
来
も
た
ら
し
た
方
法
的
精
神
と
、
そ
の
帰
結
で
あ
る
」
。
「
公
論
」
と
は
、
十
八
世
紀
半
ば
に
至
る
ま

ル
ゾ
!
ま
、

J

、

l

北法55(2・48)482



で

一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
表
現
で
は
な
か
っ
た
。
「
公
共
の

es--n)」
と
い
う
語
は
、
当
時
「
私
的
な
(
吉
芯
)
」
の
対
語
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
「
特
殊
な
(
℃
ERE--2)
」
「
隠
れ
た
な
R
E
)
」
の
対
語
と
さ
れ
、
公
開
性
、
普
遍
性
、
単
一
性
な
ど
を
主
た
る
意
味
と
し
て

(

4

)

(

5

)

 

い
た
。
そ
れ
は
十
八
世
紀
半
ば
に
お
い
て
も
、
王
権
に
よ
る
儀
礼
的
制
度
や
統
治
機
構
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
さ
ら
に
、
「
意
見
(
。
立
E
g
)
」

と
い
う
語
が
、
当
時
「
普
遍
」
や
「
理
性
」
と
対
立
す
る
「
憶
見
」
「
特
殊
な
考
え
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

(6) 

れ
て
い
る
。

フランス福祉国家の思想的源流(l789~1910年) (l) 

こ
の
よ
う
に
相
対
立
す
る
意
味
を
含
ん
だ
「
公
的
」
と
「
意
見
」
と
い
う
語
の
結
合
は
、
十
八
世
紀
後
半
の
特
殊
な
政
治
状
況
の
中
で
も

た
ら
さ
れ
た
。
一
七
五
0
年
代
か
ら
八
0
年
代
に
か
け
て
、
高
等
法
院
は
、
ジ
ヤ
ン
セ
ニ
ス
ト
に
た
い
す
る
秘
蹟
の
拒
否
、
穀
物
取
引
の
自

由
化
、
租
税
改
革
な
ど
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
王
権
と
対
立
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
高
等
法
院
の
権
限
を
縮
小
し
、
君
主
権
力
の
強
化
と
財

政
改
革
を
進
め
よ
う
と
す
る
王
権
側
に
対
し
て
、
高
等
法
院
は
パ
リ
民
衆
の
支
持
を
背
景
に
抵
抗
を
強
め
、
自
ら
の
権
威
の
根
拠
と
し
て
「
人

民
の
声
」
「
公
論
」
を
頻
繁
に
参
照
す
る
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
「
公
論
」
は
、
ど
ち
ら
の
権
力
に
も
属
さ
ず
、
そ
の
対
立
を
調
停
す
る
「
至

(7) 

上
の
法
廷
」
(
マ
ル
ゼ
ル
ブ
)
と
し
て
の
位
置
を
獲
得
し
て
い
く
。

こ
こ
で
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
成
立
す
る
「
公
共
性
」
の
理
念
を
典
型
的
な
形
で
示
す
議
論
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
言
及
を
一
瞥
し
て
お
き

(
8
)
 

た
い
。
カ
ン
ト
は
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
(
一
七
八
四
年
)
の
一
節
で
、
「
理
性
の
公
的
な
使
用
」
と
「
私
的
な
使
用
」
を
対
比
し
て
次
の
よ
う

に
論
じ
て
い
る
。
「
理
性
の
私
的
な
使
用
」
と
は
、
「
あ
る
地
位
も
し
く
は
公
職
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
人
」
が
、
「
そ
の
立
場
に
お
い
て
の
み

彼
自
身
の
理
性
を
使
用
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
一
方
「
理
性
の
公
的
な
使
用
」
と
は
、
「
あ
る
人
が
学
者
と
し
て
、
一
般
の
読
者
全
体

(
9
)
 

の
前
で
彼
自
身
の
理
性
を
使
用
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
公
的
」
と
は
、
行
政
・
統
治
機
構
に
属
す
る
こ
と
が
ら

で
は
な
く
、
む
し
ろ
特
定
の
地
位
に
捉
わ
れ
た
個
人
の
判
断
は
「
私
的
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
公
的
」
で
あ
る
こ
と
の
要
件
と
は
、
万

一
切
の
服
従
の
無
い
自
由
、
と
い
う
二
つ
の
点
に
存
す
る
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
「
公
論
」
と
は
、
あ

北法55(2・49)483
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に
た
い
す
る
公
開
性
、



説

ら
ゆ
る
権
威
か
ら
自
律
し
た
個
人
が
、
普
遍
的
視
野
に
立
ち
、
公
開
の
場
で
他
者
と
意
見
を
戦
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
形
成
さ
れ

(ω) 
る。

壬九
民間

一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
や
一
七
九
一
年
・
一
七
九
三
年
憲
法
に
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
て
い
る
自
然
権
の
肯
定
、
思
想
・
言
論
の
自
由
の

保
障
に
は
、
統
治
権
力
を
私
的
自
由
や
公
開
性
の
原
則
に
よ
っ
て
、
制
約
す
る
と
同
時
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
、
「
公
共
性
」
へ
の
新
た

(μ) 

な
理
解
が
具
現
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
「
公
共
性
」
へ
の
理
解
を
、
ハ

l
パ
1
マ
ス
に
し
た
が
っ
て
〈
市
民
的
公
共
性
〉

CFEEHrmF円
)
と
称
し
て
お
き
た
い
。
本
章
の
課
題
は
、
革
命
以
降
の
思
想
家
に
よ
っ
て
、
こ
の
理
念
が
ど
の
よ
う
に
問

(-uE同
問
。
円

z
n
y
n

い
直
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
辿
る
こ
と
で
あ
る
。

ハ
l
パ

l
マ
ス
の
「
文
芸
的
公
共
性
」
論
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
十
八
世
紀
後
半
に
お
い
て
「
公
論
」
と
は
、
主
に
文
人

(
g
g
B刊
号

た
ち
の
意
見
を
指
し
て
い
た
。
そ
れ
は
二
疋
の
教
養
、
特
に
書
物
を
読
み
書
き
で
き
る
能
力
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
う

し
た
能
力
を
持
た
な
い
下
層
民
、
す
な
わ
ち
「
民
衆
の
意
見
(
。
立
畏
冨
官
官

E
B
)」
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
「
公
論
」
の
持
つ

-m円
四
円
伺
)

権
威
を
強
調
す
る
ネ
ッ
ケ
ル
は
、
「
民
衆
の
意
見
」
に
つ
い
て
「
全
く
の
野
蛮
」
と
称
し
て
い
る
。
万
人
の
能
力
の
完
成
可
能
性
を
主
張
し

(ロ)

た
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
「
民
衆
の
意
見
」
を
「
人
民
の
中
で
最
も
愚
か
し
く
貧
し
い
一
部
の
意
見
」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
同
様
の
区
別

は
、
マ
ン
モ
ン
テ
ル
に
お
け
る
「
文
人
の
意
見
」
と
「
大
衆
の
意
見
」
と
の
対
比
、
ダ
ラ
ン
ベ

i
ル
に
お
け
る
「
真
に
啓
蒙
さ
れ
た
公
衆
」

(
日
)

と
「
盲
目
で
騒
々
し
い
大
衆
」
と
の
対
比
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
区
別
は
、
十
八
世
紀
後
半
の
「
人
民
(
官
官
玄
白
)
」
概
念
自
体
に
は
ら
ま
れ
た
両
義
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
入

る
と
、
「
人
民
」
と
は
、
「
全
体
性

(
S
E志
)
」
「
単
一
性
(
告
白
)
」
「
統
一
性

(
Z
E尽
)
」
な
ど
の
語
と
結
び
つ
き
、
統
治
権
力
の
正
統
性
の

(M) 

源
泉
と
し
て
幅
広
く
参
照
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
ル
ソ

l
は
『
百
科
全
書
』
の
項
目
「
政
治
経
済
学
」
の
中
で
、
「
人
民
の
声
は
、
真
に
神

北法55(2・50)484
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(
日
)

の
声
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
「
人
民
」
と
は
、
愚
か
で
操
作
さ
れ
や
す
い
下
層
民
を
表
す
概
念
で
も
あ
っ
た
。
十
八
世

(
日
)

紀
の
『
万
有
事
典
』
に
お
い
て
、
「
人
民
」
と
は
「
愚
か
で
、
落
ち
着
き
が
な
く
、
新
奇
な
も
の
を
好
む
」
階
層
と
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
は
、
「
人
民
」
の
意
思
を
政
治
的
秩
序
の
正
統
性
の
基
盤
と
す
る
理
念
が
語
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
構
成
員
で
あ

る
「
人
民
」
の
大
部
分
は
、
事
実
的
に
は
、
「
貧
民
」
「
下
層
民
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
革
命
初
期
の
秩
序
像
は
、
自
ら
の
基
盤
と
す
べ

き
統
治
主
体
が
不
在
で
あ
り
、
そ
の
意
思
を
何
ら
か
の
形
で
表
象
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
創
出
」
す
る
こ
と
を
、
当
初
か
ら
の
課
題
と
し

て
い
た
。
不
可
視
の
「
人
民
」
の
意
思
を
い
か
に
し
て
見
出
す
の
か
、
あ
る
い
は
、
「
人
民
」
と
い
う
理
念
的
集
合
を
い
か
に
し
て
具
体
化

し
、
創
り
出
す
の
か
。
革
命
以
降
の
思
想
を
貫
く
問
題
構
成
で
あ
る
「
代
表
H
表
象
(
叫
品
広
明
白
ロ

5
5ロ
)
」
、
「
啓
蒙
H
教
育
」
、
「
政
治
的
/

社
会
的
」
次
元
の
区
別
な
ど
は
、
こ
う
し
た
「
人
民
」
の
両
義
性
か
ら
発
す
る
問
題
構
成
と
し
て
、
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
げ
)

革
命
初
期
の
シ
エ
イ
エ
ス
は
、
「
代
表
」
と
い
う
観
念
を
用
い
て
、
「
人
民
」
の
意
思
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
彼
は
き
YJo
「
代
表
の
み
が
、

統
合
さ
れ
た
人
民
(
官
岳
写
み

5
乙
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
方
法
で
は
、
参
加
者
全
員
は
統
合
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
民
の
統
一
性

(
国
)

は
、
統
合
さ
れ
た
人
民
1

そ
れ
は
代
表
と
し
て
の
み
存
在
す
る
!
の
意
志
に
先
立
っ
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
o

シ
エ
イ
エ
ス
に
よ
れ
ば
、

「
代
表
」
と
は
、
個
別
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
た
個
人
の
利
害
や
意
志
を
抽
象
し
、
公
共
空
間
l
同
質
的
な
一
体
の
ナ
シ
オ
ン
と
い
う
擬
制
l

(
山
口
)

を
「
創
造
」
す
る
た
め
の
仕
組
み
で
あ
る
。
ナ
シ
オ
ン
を
定
義
す
る
の
は
、
「
共
通
の
法
の
下
に
暮
ら
し
、
同
一
の
立
法
府
に
よ
っ
て
代
表

(
初
)

さ
れ
る
」
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
「
共
通
の
法
律
と
共
通
の
代
表
制
が
、
単
一
の
国
民
を
形
成
す
る
」
。
シ
エ
イ
エ
ス
の
「
代
表
」
論
は
、
事

実
的
不
平
等
と
理
念
的
平
等
と
を
、
「
抽
象
化
」
と
い
う
作
用
に
よ
っ
て
媒
介
し
よ
う
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
革
命
期
の
議
論
、

例
え
ば
十
一
人
委
員
会
に
お
い
て
語
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
一
言
葉
l

「
ま
さ
に
自
然
的
不
平
等
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
権
利
の
平
等
と
い
う

(
幻
)

虚
構
を
社
会
制
度
の
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ー
に
も
現
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
擬
制
の
下
で
政
治
社
会
を
構
成
す
る
の
は
、
個
別

利
害
を
有
し
た
個
人
で
は
な
く
、
具
体
的
状
況
か
ら
析
出
さ
れ
た
公
的
人
格
と
し
て
の
「
市
民

(ng百
三
」
で
あ
る
。

jヒj去55(2・51)485



説

た
だ
し
「
代
表
」
は
、
論
理
の
上
で
は
統
合
さ
れ
た
人
民
を
現
前
さ
せ
る
が
、
実
際
に
機
能
す
る
場
面
で
は
、
政
治
的
決
定
を
担
う
一
定

の
階
層
を
前
提
と
す
る
。
シ
エ
イ
エ
ス
に
よ
れ
ば
、
政
治
社
会
は
、
「
能
動
的
市
民

(2。『
g
Rミ
)
」
と
「
受
動
的
市
民

(ng同
g
E
S『)」

と
の
機
能
的
分
業
を
必
要
と
す
る
。
「
市
民
」
の
な
か
に
は
、
財
産
と
教
養
を
持
ち
、
政
治
的
関
心
を
担
え
る
層
と
、
労
働
に
従
事
し
て
生

活
の
糧
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
層
と
の
二
種
類
の
人
聞
が
存
在
す
る
。
政
治
に
参
加
す
る
能
力
を
有
す
る
の
は
前
者
、
す
な
わ
ち
「
能
動

(n) 

的
市
民
」
の
み
で
あ
る
。
シ
エ
イ
エ
ス
の
「
代
表
」
論
は
、
論
理
の
上
で
は
国
民
の
一
体
性
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際

に
は
、
制
限
選
挙
を
通
じ
た
中
間
階
層
に
よ
る
権
力
行
使
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

一
方
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
民
衆
の
直
接
的
な
政
治
参
加
に
否
定
的
で
あ
っ
た
も
の
の
、
教
育
を
通
じ
た
民
衆
の
陶
冶
に
期
待
し
た
。
例
え
ば

彼
は
、
穀
物
取
引
の
自
由
化
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
「
民
衆
の
臆
見
」
を
短
期
的
な
利
害
に
立
脚
し
た
危
険
な
感
情
で
あ
る
、
と
論
じ
る
。

そ
の
一
方
で
、
「
人
民
が
抽
象
的
真
理
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
彼
ら
は
同
時
に
、
身
分
の
起
源
や
財
産
の
源
泉
や
彼

(
お
)

ら
の
利
益
に
反
す
る
あ
ら
ゆ
る
制
度
に
つ
い
て
も
、
考
察
能
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
「
公
論
」
を
形
成
す
る
の
は
、
現
存
す
る
「
人
民
」
で
は
な
く
、
真
理
を
認
識
し
た
「
啓
蒙
さ
れ
た
」
個
人
で
あ
る
。
真
理
の
認
識

能
力
は
、
生
来
万
人
に
備
わ
っ
て
い
る
(
人
間
の
「
完
成
可
能
性
(
官
民
R
号
5
5」
)
。
コ
ン
ド
ル
セ
に
よ
る
自
然
権
の
主
張
は
、
自
然
科

(
お
)

学
、
特
に
数
学
を
モ
デ
ル
と
し
た
教
育
(
百
害

-EECロ
)
論
と
不
可
分
で
あ
る
。
一
七
九
二
年
の
公
教
育
委
員
会
で
、
彼
は
次
の
よ
う
な
教

三九
白岡

育
論
を
展
開
し
て
い
る
。

「
自
然
科
学
は
、
偏
見
や
偏
狭
な
考
え
の
治
療
法
ー
よ
り
確
実
で
は
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
哲
学
そ
の
も
の
よ
り
も
普
遍
的
な
治

療
法
で
あ
る
。
:
・
自
然
科
学
の
知
識
を
社
会
の
す
べ
て
の
階
級
に
広
め
、
彼
ら
が
そ
れ
を
容
易
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
。
」

「
知
識
人
の
普
遍
的
な
意
見
に
も
と
づ
い
て
、
真
理
に
合
致
し
、
良
い
方
法
で
行
わ
れ
る
基
礎
教
育
を
確
立
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

北法55(2・52)486



そ
し
て
道
徳
を
宗
教
的
意
見
か
ら
切
り
離
し
、
政
治
全
般
の
原
理
に
つ
い
て
の
教
育
を
国
家
公
法
の
説
明
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
え
ば
、

こ
の
教
育
は
、
物
理
学
や
化
学
に
か
ん
し
て
人
を
欺
く
こ
と
が
あ
り
え
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
道
徳
や
政
治
に
か
ん
す
る
世
論
を
堕

落
さ
せ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
/
し
か
し
数
学
を
除
け
ば
、
こ
れ
と
同
じ
確
実
性
は
い
か
な
る
科
学
の
体
系
に
と
っ
て
も
存
在
し
な

(
お
)
ぃ。」

コ
ン
ド
ル
セ
の
教
育
論
の
特
徴
は
、
数
学
を
モ
デ
ル
と
す
る
よ
う
な
明
証
性
を
有
す
る
真
理
が
存
在
す
る
、
と
い
う
確
信
を
背
景
と
す
る
点

(
お
)

で
あ
る
。
真
理
に
基
づ
く
万
人
へ
の
教
育
に
よ
っ
て
、
個
人
が
理
性
的
存
在
へ
と
陶
冶
さ
れ
、
合
理
的
な
政
治
的
・
道
徳
的
秩
序
の
建
設
が

可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
統
治
行
為
と
は
、
個
人
の
「
啓
蒙
さ
れ
た
」
自
己
利
益
を
結
合
し
、
「
公
益
」
を
導
き
出
す
た
め
の
技

フランス福祉国家の思想的源流 (1789-1910年)(1) 

「
社
会
的
技
術

(
E
8
2と)」

ー
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

初f

「
個
人
を
左
右
す
る
利
益
と
は
、
そ
の
性
質
上
、
全
体
の
利
益
や
人
び
と
の
利
益
に
無
関
係
で
あ
る
か
、
相
反
す
る
か
、

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
0

・
:
社
会
的
技
術
は
、
こ
れ
ら
の
都
合
の
良
い
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
個
人
的
利
益
が
他
の
人
々
の
利
益
と
対

一
致
す
る
か

立
す
る
よ
う
な
場
合
を
少
な
く
し
、
そ
れ
が
個
々
別
々
に
な
る
代
わ
り
に
、

よ
っ
て
、
一
般
利
益
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
趣
味
や
性
向
や
自
然
感
情
を
強
め
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
幸
福
の
み
を
配
慮
し
よ
う
と
す
る

(
幻
)

趣
味
や
性
向
や
自
然
感
情
を
弱
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

一
致
す
る
よ
う
に
さ
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
育
に

コ
ン
ド
ル
セ
は
、
こ
う
し
た
考
え
に
し
た
が
っ
て
、
数
学
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
社
会
の
科
学
(
明
♀

2
2
2
2
E
g
)」
を
構
想
す
る
。

し
か
し
、
革
命
が
進
行
し
、
ジ
ロ
ン
ド
派
と
モ
ン
タ

l
ニ
ユ
派
の
争
い
が
激
し
く
な
る
と
、

コ
ン
ド
ル
セ
の
主
導
し
た
初
期
の
教
育
論
は
、

北法55(2・53)487

共
和
主
義
者
た
ち
に
よ
る
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
。
一
七
九
二
年
の
公
教
育
委
員
会
に
お
い
て
、
サ
ン
・
テ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
は
コ
ン
ド

ル
セ
案
を
批
判
し
、
「
公
教
育
(
吉
田

g
g
g
宮

Escn)」
と
「
国
民
教
育

(
E
Z
B
E
g
s
g
E一
目
)
」
と
を
区
別
す
る
。

「
国
民
教
育
は
心
を
鍛
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
教
育
は
知
識
を
与
え
、
国
民
教
育
は
美
徳
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
・
国
民



説

教
育
は
、
全
市
民
に
同
じ
乳
を
与
え
、
彼
ら
を
兄
弟
と
し
て
育
て
扱
い
、
共
通
の
心
遣
い
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
育
て
ら
れ
た
人
民

(
お
)

を
他
の
す
べ
て
の
人
民
か
ら
分
か
つ
、
た
が
い
に
似
通
っ
た
家
族
的
雰
囲
気
を
彼
ら
に
与
え
る
。
」

ささム
己岡

こ
こ
で
サ
ン
・
テ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
が
重
視
し
て
い
る
の
は
、
知
的
教
育
と
区
別
さ
れ
た
「
家
族
的
」
粋
友
愛
の
精
神
l
の
緬
養
で
あ
る
。
ロ

ベ
ス
ピ
エ

l
ル
も
ま
た
、
ル
ベ
ル
テ
ィ
エ
の
公
教
育
案
を
読
み
上
げ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
コ
ン
ド
ル
セ
案
は
、
知
的
な

公
教
育

(
5号
u
n
t
g
宮
E
S
E
)
に
か
ん
し
て
は
大
い
に
満
足
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
た
が
、
徳
育

(
E
C
2
5
5
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く

(
幼
)

論
じ
て
い
な
か
っ
た
」
。

ル
ベ
ル
テ
イ
エ
、

コ
ン
ド
ル
セ
の
想
定
し
た
よ
う
な
自
然
科
学
を
モ
デ
ル
と
す
る

ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
や
ブ
ギ
エ
ら
の
強
調
す
る
教
育
は
、

教
育
で
は
な
く
、

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
を
支
え
る
「
国
民
」
を
生
み
出
す
た
め
の
教
育
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
で
の
目
標
は
、
普

遍
的
真
理
の
認
識
で
は
な
く
、
「
愛
国
」
の
精
神
の
育
成
で
あ
る
。
ブ
ギ
エ
は
一
七
九
四
年
の
演
説
で
、
学
校
を
通
じ
た
知
的
教
育
よ
り
も
、

共
和
主
義
結
社
、
祝
祭
な
ど
を
通
じ
た
情
緒
的
な
徳
育
を
重
視
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
共
和
主
義
的
な
美
徳
と
習
俗
と
法
の

真
の
学
校
は
、
民
衆
協
会
の
な
か
に
、
地
区
の
集
会
の
な
か
に
、
旬
日
祭
の
な
か
に
、
国
と
地
域
の
祭
典
の
な
か
に
、
市
民
的
な
饗
宴
と
劇

(
初
)

場
の
な
か
に
あ
る
」
。

共
和
主
義
者
の
教
育
論
は
、
真
理
に
基
づ
く
個
人
の
陶
冶
で
は
な
く
、
「
祖
国
愛
」
を
個
人
の
内
に
緬
養
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
そ
こ

か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
「
人
聞
の
再
生
(
芯
窓
口
恥

E
5ロ
)
」
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ロ
パ
ス
ピ
エ

l
ル
は
、
一
七
九
三
年
に
ル
ペ

ル
テ
イ
エ
の
教
育
論
を
読
み
上
げ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
類
が
古
い
社
会
制
度
の
弊
害
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
堕
落
さ
せ

ら
れ
た
か
を
考
え
て
、
私
は
人
間
の
完
全
な
再
生
の
必
要
を
、
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
新
し
い
人
民
の
創
出
の
必
要
を
確
信
し
て
い

(

幻

)

(

明

記

)

た
」
。
「
人
間
の
再
生
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
観
念
は
、
確
か
に
革
命
初
期
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
の
用
法
は
、

人
間
の
普
遍
的
能
力
の
内
発
的
発
展
に
よ
っ
て
「
再
生
」
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
初
期
の
も
の
と
異
な
り
、
個
人
に
先
立
つ

「
共
和
国
」
「
祖

北法55(2・54)488



(
お
)

国
」
を
前
提
と
し
、
個
人
の
内
に
「
公
共
精
神
」
を
極
養
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
革
命
初
期
に
語

ら
れ
た
私
的
自
由
と
公
的
秩
序
と
の
分
離
と
均
衡
は
、
「
私
的
な
も
の
」
に
た
い
す
る
「
公
共
性
」
の
全
面
的
な
優
位
へ
と
取
っ
て
代
わ
ら

一
七
九
四
年
の
最
高
存
在
の
祭
典
で
、
ロ
ペ
ス
ピ
エ

l
ル
は
、
「
徳
」
を
中
心
に
お
い
た
「
統
治
」
の
理
念
を
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。
「
背
徳
が
専
制
の
基
礎
で
あ
り
、
徳
が
共
和
国
の
本
質
で
あ
る
o
」
「
統
治
の
術
と
は
、
こ
れ
ま
で
人
聞
を
欺
き
腐
敗
さ
せ
る
術
で

(
弘
)

あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
を
啓
蒙
し
、
よ
り
善
良
に
す
る
術
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
や
ジ
ヤ
コ
パ

れ
て
い
る
。

ン
派
の
言
説
に
お
い
て
、
「
公
共
性
」
の
観
念
は
、
再
び
統
治
権
力
と
結
合
す
る
。
統
治
権
力
こ
そ
が
、
人
間
を
「
再
生
」
し
、
「
徳
」
を
有

の
観
念
を
、
〈
政
治
化

す
る
「
人
民
」
す
な
わ
ち
「
市
民
」
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
「
公
共
性
」

フランス福祉国家の思想的源流(I789-191O年)(l) 

さ
れ
た
公
共
性
〉
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
3
)
ル
ソ
l
(
小
西
幸
嘉
訳
)
「
ル
ソ
!
、
ジ
ヤ
ン
H

ジ
ヤ
ツ
ク
を
裁
く
」
『
ル
ソ

I
全
集
第
三
巻
』
白
水
社
、
一
九
八
O
年
、
三
二
五
頁
。

(
4
)

乙
v
z
E
n
y
n
g
g
豆
町
立
己
主
ミ
ミ
弘
司
司
号
室
行
コ
凶
N
た
だ
し
オ
ズ
l
フ
は
、
一
八
三
五
年
に
は
じ
め
て
宮
g-ミ
豆
&
の
対
立
が
現
れ
る
と
述

べ
て
い
る
が
(
玄
。
2
0
8
E円
余

T
w
g
E
n
o宮
内
円
。
宮
言
。
ロ
勺
z
g
5
S
E
E
-
∞町田】市立

mvrε=出
向
、
伝
言
言
内
、
hhhsh忍
・

2
S凡
句
虫
、
~
白
河
を
え
E
S

L
E混合宮町唱

E
門
戸
。
B
-
z
B
R
R
F
3∞戸方・
M
M
)

、
上
記
の
項
目
に
も
見
ら
れ
る
と
お
り
、
十
八
世
紀
に
も
「
私
的
」
と
「
公
的
」
と
を
対
立
さ
せ
る

用
法
は
存
在
し
た
。

(
5
)
例
え
ば
、
問
3

ミ
之
内
対
立
h
n
S
盟
主
。
き
ミ
ミ
ミ
h
s
z
h
s
h
R
R
R
P
R雪
白
書
ミ
九
三
吉
公
Z
P
E
J
2
8門書
m
e
%ま
た
な
号
、
2
・
コ
ゴ
ム
斗
選

(
以
下

p
n
y三
宅
m込
町
と
略
記
)
の
「
公
援
(
呂
円
骨
量
吉
宮
お
)
」
「
国
務
大
臣

(
E
2
2
w
B
E
E
n
)
」
「
公
法
(
仏
弓
ζEV--n)
」
な
ど
の
項
目
を
参

n白
川
O

ロ
μ
“

(
6
)
余
O
吉三
c
z
y
e
a
h
sミ
ミ
s
h色町内一ハ
l
パ
l
マ
ス
、
前
掲
書
、
一
二
八
頁
以
下
、
な
ど
。

(
7
)
穴
色
丹
F
F
A
R
Z刊
一
回
目

r
n
F
T忘
豆
諸
志
向
、
ミ
ミ
♀
河
内
て
ミ
ミ
2
・
F
h
a
言
、
主
再
号
、
ミ
之
町
内
ミ
門
川
ミ
S
2
5
5同町目立町内向、田町
p
n
g
E
3・
nEBσ
ユ
品
開
タ

北法55(2・55)489



説
さ話、
白岡

(
U

酔同国
σユ
乱
開

mC25『間四円}¥同》『町刷出場吾川V0・可
-
Z吋
『
・
一
ロ
ジ
ェ
・
シ
ヤ
ル
チ
エ

九
九
年
、
四
五
頁
以
下
。

(
8
)
カ
ン
ト
の
議
論
は
、
ハ

l
パ
l
マ
ス
に
よ
っ
て
「
市
民
的
公
共
性
」
の
「
理
論
的
な
完
成
形
態
」
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
(
ハ

l
パ
l

マ
ス
、
前
掲
書
、
一
四
三
頁

o
n一
ン
ヤ
ル
チ
ェ
、
前
掲
書
、
三
五
頁
以
下
。

(
9
)
カ
ン
ト
(
篠
田
英
雄
訳
)
『
啓
蒙
と
は
何
か
他
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
O
年
、
一

o
i
一
二
貝
。

(
凶
)
こ
う
し
た
自
由
‘
平
等
な
理
性
的
諸
個
人
の
討
議
に
よ
っ
て
共
同
の
立
法
が
策
定
さ
れ
、
各
人
が
そ
れ
に
自
発
的
に
服
従
す
る
よ
う
な
秩
序

を
、
彼
は
「
共
和
国
」
と
呼
ん
だ
(
カ
ン
ト
(
宇
都
宮
芳
明
訳
)
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
五
年
、
二
人
二
九
頁
)
。

(
日
)
例
え
ば
、
以
下
の
条
文
を
参
照
。
一
七
八
九
年
「
人
間
と
市
民
の
諸
権
利
の
宣
言
」
第
一
条
「
人
間
は
、
自
由
で
権
利
に
お
い
て
平
等
な
も

の
と
し
て
生
ま
れ
、
か
つ
生
存
す
る
。
社
会
的
区
別
は
、
公
共
の
利
益
(
ロ
E
o
g
E
g
g
m
)
に
基
づ
い
て
の
み
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
一
七

九
三
年
憲
法
第
一
条
「
社
会
の
目
的
は
公
共
の
福
利
(
ぎ
ロ
宮
R
g
B
5
5
)
に
あ
る
。
政
府
は
、
自
然
的
か
つ
無
期
限
の
諸
権
利
の
享
受
を
、

人
々
に
保
障
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
」
。

(
ロ
)
内
。
ロ
円
目
。
R
O
F
A
A
m
m
V
3
2
5
ロ
回
目
白
『
目
。
n
O
B
E
R
g
a
g
g
A
M
M
Y
コ
吋
少
向
山
言
、
4
h
h
A
W
内
q
E
札
也
、
白
鳥
ミ
-
F
ご
崎
司
王
。
・

(
日
)
シ
ヤ
ル
チ
ェ
、
前
掲
書
、
四
二
頁
以
下
。

(M)
虫
g
m
m
o
g
ロ
g
z
o
p
p
さ
守
言
、
皇
で
お
守
守
・
・
さ
s
s
b
位
、
旬
、
込
是
認
H
E
s
h
h
ヨ
色
町
、
S
H
H
宮
内
塁
手
室
内
F
司
呂
田
唱
の
包
-
E
R
P
-
3
P
宅
-N∞
'
M
宙・

(
日
)
旬
開
田
口
'
E
n
G
E
刊
印
刷
g
g
F
E
z
-
会

Um--作
n
g
o
s
-
刊
唱
。
5
5
5
y
a
号
、
内
2
2
Z
H
U
E
S民
間
』

-
N
h
g
R
h
h
S
F
F
N
-
E
『
】
F
E
R
z
n
H
円
相
冊
目
C
P
E
E
-
℃
・
凶
ま
(
阪

上
孝
訳
「
政
治
経
済
論
」
『
ル
ソ
l
全
集
第
五
巻
』
白
水
社
、
一
九
七
九
年
、
六
八
頁
)
。

(
凶
)
シ
ヤ
ル
チ
エ
、
前
掲
書
、
四
三
頁
。

(
口
)
革
命
期
に
お
い
て
、
「
代
表
」
の
観
念
が
旧
体
制
下
と
異
な
る
意
味
を
獲
得
し
て
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
以
下
を
参
照
。
同
色
寄
冨
W
Z
E

切
回
W
O
F
余
河
8
5
8
2
邑
S

F

E
穴
2
S
F向
-
n
E
E
-
o
回
同
宮
町
a
J
M
3
E
町
、
、
室
内
b
h
C
E
~足
立

S
E
h
H
E
町
内
、
E
H
R
q
s
ミ
ミ
b
b
3
h
u
q
E
E
~
o
h
E
R
〈

c---

g旬
、
ミ
5
2
~
門
リ
ミ
雪
之
久
志
向
。
ミ
河
町
陶
芸
F
O
H
F
邑
・
同
M
m
G
目
ョ
。
口
同
M
司
何
回
目
咽
苫
∞
叫
4
3
・
怠
喧

IAS-
同
N
2
2
ぐ
と
-
o
p
h
司
、
室
、
~
同
志
旬
、
言
語
~
u
r
・
司
、
，
円
凡
『
-
w

-u匂・
M
唱凶N・

(
日
凶
)
凶
H
a
g
-
〉
可
与
さ
な
さ
き
z
b
r
h
N
宝
〉
・
勺
・
円
色
。
回
目
お
こ
(
N
)
e
n
R
ε
質
問
N
C
目
白
ロ
ぐ
と
-
o
p
P
R
さ
な
さ
さ
ミ
ロ
守
付
事
♀
・
・
匂
・
凶
∞
・

(
m
印
)
可
釦
巴
己
凶
g
E
門
戸
川
口
ミ
ι

江
町
同
信
、
同
ま
な
い
M
R
F
Z
H
w
n
E
2
8
・
3
出
・
2
u
・
当
。
目
当
凶
・

北j去55(2・56)490

松
浦
義
弘
訳
)
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
文
化
的
起
源
』
岩
波
書
庖
、

九



(
却
)
シ
エ
イ
エ
ス
(
大
岩
誠
訳
)
『
第
三
階
級
と
は
何
か
他
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
O
年
、
一
二
二
頁
。

(
幻
)
ロ
ミ
ボ
h

右
足
志
、
h
a
S
H
3凡旬、
2
5凡
な
宮
町
四
町
四
晶
君
子
コ
ヨ
、
マ
ル
セ
ル
・
ゴ

l
シ
エ
(
出
回
甲
氷
ほ
か
訳
)
「
代
表
制
の
政
治
哲
学
』
み
す
ず
書
一
房
、
二

0
0
0
年
、
二
二
二
頁
、
よ
り
引
用
。

(
詑
)
「
一
国
の
す
べ
て
の
住
人
は
、
受
動
的
市
民
の
権
利
を
享
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
人
間
は
、
身
体
、
所
有
、
自
由
、
そ
の
他
の

保
障
を
権
利
と
し
て
有
す
る
。
し
か
し
、
万
人
が
公
権
力
の
形
成
に
能
動
的
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
万
人
が
、
能
動
的

市
民
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
現
状
で
は
女
性
、
子
供
、
外
国
人
、
公
的
機
関
の
維
持
に
貢
献
し
な
い
者
は
、
公
的
な
こ
と
が

ら
に
能
動
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
」
(
∞

-aF宇
さ
さ
き
言
た
含
む
さ
と
窓
口
言
~
之
内
S
E
E吉
町
内
向
同
町
さ
S
E室
、
a.8き
な
円
吉

弘、。同
HE--Fも
さ
宮
内
向
『
を
円
九
s
y
h
P
E
E
-
コ
∞
タ
匂
・
吋
)
。

(お
)
n
g
号円円相
T

こ
NSOHEC口町田巴ユ
m
g
g
g
q
n
m
円
目
何
回
乞
仲
間
F
コ
斗
a
-
Q
5ミ
』
色
町
内
S
号

R
R
戸
ご
・
勺
・
ヨ
ム
・
こ
の
点
に
つ
い
て
、
坂
上
孝
『
近
代
的

統
治
の
誕
生
』
、
一
七
七
1

一
八
O
頁
、
も
参
照
。

(
出
)
コ
ン
ド
ル
セ
他
(
坂
上
孝
編
訳
)
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
公
教
育
論
』
岩
波
文
庫
、
二
O
O
二
年
、
三
一
一
一
l
三
四
頁
。

(
お
)
向
上
、
六
六
頁
。

(お
)
O
N
O
C『
-AAFononmHVH
円円
c-V-E-oロ
唱

E
Z
F
A
口問
:
-
y
b
h
H

円九
H・・司・ム凶・

(
幻
)
コ
ン
ド
ル
セ
「
人
間
精
神
進
歩
史
第
二
部
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
一
年
、
二
四
一
頁
。

(
犯
)
コ
ン
ド
ル
セ
他
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
公
教
育
論
』
、
一
五
人
頁
。

(
却
)
向
上
、
一
七
二
頁
。

(
却
)
向
上
、
一
一
一
一
一
一

l
二
頁
。
こ
う
し
た
教
育
論
が
、
ル
ソ

i
の
「
祖
国
」
論
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。
ル
ソ
ー

は
「
政
治
経
済
論
』
の
草
稿
の
中
で
、
「
国
民
教
育

(
E
E
g
E
S
E
S
E
-
n
)
」
を
「
人
民
的
あ
る
い
は
合
法
的
政
府
の
基
本
原
理
」
で
あ
る
と
し
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
れ
(
国
民
教
育
]
に
よ
っ
て
、
ひ
と
は
早
く
か
ら
そ
の
す
べ
て
の
熱
情
を
祖
国
愛
宕
B
O
R
含
玄
官
宮
町
)
に
集

中
し
、
そ
の
す
べ
て
の
意
志
を
一
般
意
思
に
集
中
す
る
若
い
市
民
を
養
成
す
る
で
あ
ろ
う
」
(
ル
ソ
!
(
河
野
健
二
訳
)
『
政
治
経
済
論
』
岩
波

文
庫
、
一
九
五
一
年
、
三
九
頁
)
。

(
お
)
コ
ン
ド
ル
セ
他
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
公
教
育
論
』
、
一
七
一
頁
。

(
認
)
モ
ナ
・
オ
ズ

l
フ
「
再
生
」
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
事
典
一
』
み
す
ず
書
房
、

フランス福祉国家の思惣的源流 0789-1910年)0) 

一
九
九
五
年
、

一
六
九
頁
以
下
。

~ti去55(2 ・ 57)491



説

(
お
)
「
公
共
精
神
」
に
つ
い
て
、
サ
ン
・
ジ
ユ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
公
共
精
神
と
音
山
見
(
。
宮
E
S
)
に
は
次
の
よ
う
な
違
い
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
公
共
精
神
は
、
国
法
と
秩
序
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
意
見
は
、
公
共
精
神
か
ら
形
成
さ
れ
る
」
(
∞
包
忌
I
E
2
・
町
内
也
・

江
町
民
同
旨
芯

S
E
E
a
U
S
E
R同町、さ旬、
a
2な
量
三
ミ
言
包
言
HHSh
芯
も
ど
守
口

S
E
E
-
-
M
E
T
-
oニ∞
'
N
O
S
-
-
Y
岱
(

)

)

0

サ
ン
・
ジ
ユ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
「
意

見
」
に
先
立
っ
て
「
公
共
精
神
」
が
存
在
し
、
「
公
共
精
神
」
に
先
立
っ
て
、
国
家
の
法
と
秩
序
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
モ
ナ
・
オ
ズ
l

フ
は
、
サ
ン
・
ジ
ユ
ス
ト
を
典
型
と
す
る
共
和
主
義
者
の
「
公
共
精
神
」
論
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
革
命
期
の
「
公
論
」
概
念
の
変
遷
を
次

の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
『
公
共
精
神
(
目
的
宝
円
吉
Z
n
)
』
の
観
念
が
公
論
(
。
宮
E
S
宮
E
C
z
n
)
の
観
念
に
た
い
し
て

お
さ
め
た
勝
利
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
モ
ナ
・
オ
ズ
l
フ
「
公
共
精
神
」
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
事
典
一
』
、
九
四
七
頁
)
。
こ
の
論
点
に
関

し
て
、
安
藤
降
穂
編
著
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
公
共
性
』
(
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
O
O
三
年
)
、
も
参
照
。

(
泊
)
ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
「
最
高
存
在
の
崇
拝
に
つ
い
て
」
河
野
健
二
一
編
『
資
料
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
岩
波
書
庖
、

'=:，6.. 
d冊

一
九
八
九
年
、
五
O
二
頁
。

第
二
欽

「
友
愛
」

「
友
愛
」
と
い
う
語
は
、
現
在
で
は
共
和
国
の
理
念
を
表
す
ト
リ
ア

l
デ
「
自
由
・
平
等
・
友
愛

(
5
2肌
・
北
島
町
芥
町
民
m
B志
)
」

の

つ

と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
革
命
期
に
こ
の
組
み
合
わ
せ
が
定
着
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
当
時
は
「
国
民
・

法
・
国
王
」
「
自
由
・
安
全
・
財
産
」
「
自
由
・
平
等
・
正
義
」
な
ど
、
様
々
な
標
語
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
、
「
自
由
・
平
等
・
友
愛
」

(
お
)

の
登
場
は
、
一
七
九

O
年
十
二
月
に
ロ
ペ
ス
ピ
エ
!
ル
が
国
民
議
会
で
用
い
た
例
が
最
初
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
標
語
が
定
型
化
す

(

お

)

(

幻

)

る
の
は
王
政
廃
止
後
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
共
和
国
の
標
語
と
し
て
定
着
す
る
の
は
、
第
二
共
和
制
憲
法
前
文
で
の
言
及
を
経
て
、
ょ
う

ゃ
く
一
八
八

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
友
愛
」
の
概
念
自
体
は
、
革
命
初
期
か
ら
頻
繁
に
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
て
い
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(
お
)

る
。
こ
こ
で
は
若
干
前
史
に
触
れ
た
上
で
、
革
命
期
の
意
味
上
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
、
十
九
世
紀
以
降
こ
の
概
念
に
合
意
さ
れ
て
い
く

内
容
と
、
そ
の
問
題
性
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

「
友
愛
」

の
起
源
は
、

フランス福祉国家の思想、的源流 (1789-1910年)(l) 

ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
遡
る
。
ラ
テ
ン
語
の
《
昨
町
民
自
己

g
vか
ら
き
た
《
同

E
E
H志
》
は
、
十
二
世
紀
ご
ろ
か

ら
、
兄
弟
聞
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
神
の
下
で
の
「
人
類
と
い
う
家
族
の
一
員
同
士
の
粋
」
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
う

し
た
起
源
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
友
愛
」
は
そ
の
当
初
か
ら
、
神
を
媒
介
す
る
こ
と
で
、
民
族
な
ど
の
特
定
集
団
を
超
え
た
普
遍
的
関

係
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
世
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
同
一
の
職
業
を
持
つ
者
が
、
互
い
に
拠
出
金
を
負
担
し
あ
い
、
「
兄
弟

団
吉
田
円
相
互

E)」
と
呼
ば
れ
る
相
互
扶
助
組
織
を
結
成
し
て
い
た
。
「
友
愛
」
と
相
互
扶
助
と
の
つ
な
が
り
、
そ
の
宗
教
的
含
意
は
、
近

代
以
降
も
常
に
存
続
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
新
た
な
意
味
上
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
十
七
世
紀
以
降
の
お
よ
そ
二
つ
の
契
機
に
よ
っ

て
で
あ
る
。

第
一
は
、
十
七
世
紀
の
自
然
法
学
者
や
十
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
者
に
よ
る
概
念
の
世
俗
化
で
あ
る
。
神
の
下
で
の
兄
弟
同
士
の
鮮
と
さ
れ

て
い
た
「
友
愛
」
は
、
む
し
ろ
人
間
の
「
本
性

(
E
g
B
)
」
「
理
性
」
、
あ
る
い
は
「
人
間
性

(
E
Z
E
E
-広
)
」
な
ど
の
観
念
と
結
合
し
、
世

俗
的
鮮
を
指
す
よ
う
に
な
る
。
十
八
世
紀
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
区
別
さ
れ
る
「
友
愛
」
概
念
の
潮
流
を
形
成
し
た
の
は
、
主
と
し
て
フ
リ
ー

は
、
「
我
々
は
本
性
の
同
一
性
に
よ
っ
て
み
な
兄
弟
で
あ
る
」
と
述
べ

メ

l
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
そ
の
一
人
ラ
ム
ザ
イ

(mgMg吋
)

(
ぬ
)

て
い
る
。

第
二
は
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
の
「
友
愛
」
概
念
の
政
治
化
で
あ
る
。
神
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
人
間
同
士
の
鮮
と
し
て
の
「
友
愛
」
は
、

さ
ら
に
自
然
法
に
基
づ
く
関
係
か
ら
も
離
れ
、
社
会
的
集
合
へ
と
意
味
を
変
化
さ
せ
、
特
に
「
ナ
シ
オ
ン
」
や
「
祖
国

(
E
E
O
)
」
と
い
う

(ω) 

政
治
的
集
合
体
と
結
合
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
十
八
世
紀
の
フ
リ
l
メ
l
ソ
ン
に
お
い
て
も
、
「
友
愛
」
は
、
し
ば
し
ば
「
祖
国
」
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と
不
可
分
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
特
に
こ
こ
で
は
、
「
友
愛
」

の
政
治
化
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
ル
ソ
ー
に
よ
る
啓
蒙
主
義
的
コ



説

ス
モ
ポ
リ
テ
イ
ス
ム
批
判
と
、
「
祖
国
愛
」
の
称
揚
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

論

ル
ソ
l
は
、
自
然
状
態
や
社
会
状
態
に
お
い
て
、
普
遍
的
「
人
間
性

(ZEgg-5」
と
い
う
観
念
が
規
範
的
な
拘
束
力
を
持
つ
と
い
う

考
え
を
否
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
彼
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
類
と
い
う
語
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
倒
人
間
の
ど
ん
な
現
実
の

(
幻
)

結
合
を
も
前
提
と
し
な
い
よ
う
な
、
純
粋
に
集
合
的
な
観
念
し
か
よ
び
起
こ
さ
な
い
」
。
「
人
間
性
の
感
情
は
、
地
球
全
体
に
広
が
る
と
き
に

は
薄
め
ら
れ
、
弱
く
な
る
・
:
。
人
間
性
の
感
情
に
活
力
を
与
え
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
利
害
や
同
情
を
限
定
し
抑
制
し
な
け
れ
ば

(
必
)

な
ら
な
い
」
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
の
進
歩
」
と
と
も
に
、
人
々
が
「
自
己
愛
(
白
目
。
皇
官
岳
お
と
と
い
う
個
人
的
情
念
を
増
大
さ
せ
る
こ

(
必
)

と
に
よ
っ
て
、
「
人
類
愛
」
は
「
窒
息
」
し
て
い
く
。
こ
の
打
ち
消
し
難
い
情
念
を
抽
象
的
観
念
に
よ
っ
て
抑
制
す
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
を

十
全
に
実
現
す
る
よ
う
な
、
社
会
関
係
の
再
構
築
が
必
要
で
あ
る
。
ル
ソ
l
は
、
「
自
己
愛
」
と
「
人
類
愛
」
を
媒
介
す
る
た
め
に
、
「
祖
国

愛
(
曲
目
。
日
号

E
宮
Em)
」
の
喚
起
を
主
張
す
る
。
「
最
も
優
れ
た
徳
は
、
祖
国
愛
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
の
快
く
、
い
き
い
き
と

し
た
感
情
は
、
自
己
愛
の
力
を
徳
の
あ
ら
ゆ
る
美
し
さ
に
結
び
つ
け
、
徳
を
ゆ
が
め
ず
に
、
あ
ら
ゆ
る
情
熱
の
う
ち
で
最
も
英
雄
的
な
も
の

(μ) 

た
ら
し
め
る
熱
情
を
与
え
る
」
。
彼
は
「
人
間
愛
」
と
「
祖
国
愛
」
と
の
対
比
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
カ
ト
l
の
比
輸
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
真
理
の
た
め
に
死
ん
だ
」
が
、
カ
ト
l
は
「
世
界
の
征
服
者
た
ち
に
た
い
し
て
国
家
と
自
由
と
法
を
擁
護
し
、
も
は
や
奉

仕
す
べ
き
祖
国
が
な
く
・
な
っ
た
と
き
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
自
分
自
身
の
幸
福
」
を
求
め
た
が
、

カ
ト
l
は
「
全

つ
い
に
地
上
を
去
っ
た
」
。

員
の
幸
福
の
な
か
に
自
分
の
幸
福
」
を
求
め
た
。
ル
ソ
l
に
と
っ
て
望
ま
し
い
の
は
後
者
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
真
理
の
追
究
で
は
な
く
、
「
祖

国
」
に
お
け
る
「
全
員
の
幸
福
」
の
追
求
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
特
殊
意
思
」
と
「
一
般
意
思
」
と
を
結
合
さ
せ
る
の
は
、
理
性
の

力
で
は
な
く
、
「
祖
国
愛
」
と
い
う
情
念
の
力
で
あ
る
。
彼
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「
祖
国
愛
」
に
よ
っ
て
、
「
特
殊
意
思
が
す
べ
て
の
点

(
必
)

で
一
般
意
思
に
合
致
す
る
」
。
「
人
間
性
」
の
観
念
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
市
民
(
C
S苦
ロ
)

(
必
)

で
あ
っ
た
の
ち
に
は
じ
め
て
、
ま
さ
に
人
間
と
な
り
始
め
る
」
。
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ル
ソ

l
は
、
個
人
に
よ
る
国
家
へ
の
無
条
件
の
奉
仕
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
祖
国
は
自
由
な
し
に
、
自
由
は
徳
な
し
に
、

(
灯
)

徳
は
市
民
な
し
に
は
存
続
し
え
な
い
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
祖
国
」
と
は
、
自
由
な
市
民
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
「
共
和
国
」
を
指
し
て

(
特
)

い
た
。
ル
ソ
!
の
「
祖
国
」
論
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
専
制
・
君
主
制
批
判
や
人
民
主
権
の
要
求
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の

「
共
和
国
」
を
成
り
立
た
し
め
る
の
は
、
普
遍
的
に
備
わ
る
「
人
間
性
」
で
は
な
く
、
「
国
民
教
育
」
を
通
じ
て
函
養
さ
れ
た
「
祖
国
愛
」

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
私
的
自
由
と
公
的
権
威
と
の
分
離
や
均
衡
で
は
な
く
、
「
公
的
な
も
の
」
の
「
私
的
な
も
の
」
に
た
い
す
る
全
面
的

な
優
位
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

革
命
に
い
た
る
ま
で
の
「
友
愛
」
概
念
に
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
、
啓
蒙
主
義
的
、
ル
ソ

i
的
と
い
う
、
少
な
く
と

た
だ
し
、

フランス福祉国家の思想的i原流(l789~1910年) (l) 

も
三
つ
の
潮
流
が
混
在
し
て
い
た
。
革
命
期
に
は
、
身
分
制
的
秩
序
の
解
体
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
多
義
的
な
用
法
が
絡
み
合
い
な
が
ら
、

「
友
愛
」
概
念
が
噴
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

革
命
が
開
始
さ
れ
る
と
、
そ
の
ご
く
初
期
か
ら
、
「
友
愛
」
は
平
等
な
市
民
か
ら
構
成
さ
れ
る
同
質
的
な
「
ナ
シ
オ
ン
」
と
結
び
つ
い
た

も
の
と
し
て
語
ら
れ
た
。
一
七
八
九
年
シ
ャ
ン
・
ド
・
マ
ル
ス
で
行
わ
れ
た
連
盟
祭
で
、
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
が
行
っ
た
演
説
が
、
そ
の
典
型

的
な
例
を
示
し
て
い
る
。
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
は
、
様
々
な
身
分
か
ら
な
る
聴
衆
に
向
か
っ
て
、
「
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
、
友
愛
と
い
う

一
七
九
一
年
憲
法
で
も
、
「
友
愛
」
は
ナ
シ
オ
ン
設
立
の
記
憶
や
祝
祭

切
り
離
し
え
な
い
鮮
で
結
合
し
つ
づ
け
る
」

べ
き
こ
と
を
訴
え
る
。

と
結
び
付
け
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
記
憶
を
維
持
し
、
市
民
の
あ
い
だ
に
友
愛
を
保
ち
、
市
民
を
憲
法
・

(ω) 

祖
国
・
法
と
結
び
つ
け
る
た
め
に
、
国
の
祝
日

(
m
g
E
S
S
E
が
定
め
ら
れ
る
」
。
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た
だ
し
、
こ
の
時
期
に
は
、
「
友
愛
」
と
ナ
シ
オ
ン
と
の
結
び
つ
き
は
排
外
的
な
含
意
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
初
期
の

(
切
)

合
意
は
、
「
開
放
的
で
高
揚
し
た
」
「
拡
張
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
対
外
戦
争
で
の
占
領
地
拡
大
が
続
く

さ
な
か
に
宣
言
さ
れ
た
一
七
九
二
年
十
一
月
十
九
日
の
法
令
で
は
、
「
国
民
公
会
は
、
自
由
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
す
べ
て
の
国
民
に
、
友



説

(
引
)

愛
と
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
を
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
名
に
お
い
て
宣
言
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
続
く
一
七
九
二
年
十
二
月
十
五

日
の
法
令
で
は
、
「
占
領
地
の
諸
君
は
、
た
だ
今
よ
り
兄
弟
(
志
円
。
)
に
し
て
友
人
で
あ
り
、
万
人
が
市
民
で
あ
り
、
万
人
が
法
の
前
に
平

(
m
M
)
 

等
で
あ
り
、
万
人
が
祖
国
を
統
治
し
祖
国
に
奉
仕
し
祖
国
を
防
衛
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
奴
隷
制
の
廃
止
要
求
、

外
国
人
へ
の
国
籍
の
授
与
な
ど
の
場
面
で
も
、
「
友
愛
」
は
、
万
人
の
平
等
や
人
民
の
主
権
と
い
う
革
命
の
理
念
と
結
び
つ
き
、
普
遍
主
義

(
日
)

的
な
「
人
間
」
同
士
の
粋
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。

「
友
愛
」
の
意
味
が
変
化
す
る
の
は
、
対
外
戦
争
が
激
化
し
、
国
内
で
は
モ
ン
タ
l
ニ
ユ
派
と
ジ
ロ
ン
ド
派
の
争
い
が
激
し
く
な
る
一
七

九
三
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
「
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
全
て
、
祖
国
の
裏
切
り
者
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
ま
で
は
、
諸
君
の
兄

(
口
出
)

弟
で
あ
る
」
と
い
う
バ
レ
l
ル
の
言
葉
に
は
、
こ
の
時
期
の
「
祖
国
」
と
「
友
愛
」
と
の
結
び
つ
き
が
、
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
サ
ン
・
ジ

ユ
ス
ト
は
、
「
祖
国
」
と
「
敵
」
(
貴
族
、
外
国
人
、
裏
切
り
者
)
と
の
峻
別
に
基
づ
く
排
他
的
な
関
係
と
し
て
「
友
愛
」
を
用
い
て
い
た
。

さ
ら
に
こ
の
時
期
、
ジ
ヤ
コ
パ
ン
派
が
好
ん
で
用
い
た
の
は
、
「
友
愛
か
死
か
(
宮
吟
由
円
白
星
尽

o
z
g
B。
コ
)
」
、
す
な
わ
ち
「
友
愛
」
に
よ
っ

(
日
)

て
結
ぼ
れ
た
同
志
か
、
そ
れ
と
も
死
す
べ
き
敵
か
、
と
い
う
標
語
で
あ
っ
た
。

革
命
初
期
に
は
「
自
由
」
や
「
平
等
」
に
比
べ
て
使
用
が
稀
で
あ
っ
た
「
友
愛
」
は
、
一
七
九
三
年
以
降
、
共
和
主
義
者
の
言
説
の
中
で

特
権
的
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
ロ
ペ
ス
ピ
エ

l
ル
は
一
七
九
四
年
の
国
民
公
会
の
演
説
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
友
愛
と
は
心
の
結
合
で
あ
り
、
諸
原
理
の
結
合
で
あ
る
。
愛
国
者
は
愛
国
者
同
士
と
し
か
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
・
:
賢
明
な

法
の
も
と
で
、
自
由
と
安
寧
が
確
保
さ
れ
、
敵
が
彼
を
害
す
る
力
を
失
う
と
き
に
は
、
友
愛
の
時
代
が
到
来
す
る
。
し
か
し
、
自
由
の

敵
が
存
在
し
、
貴
族
が
互
い
に
結
び
つ
く
か
ぎ
り
、
愛
国
者
は
愛
国
者
同
士
と
友
愛
の
粋
を
結
ぶ
。
:
・
友
愛
は
、
徳
の
友
に
と
っ
て
し

(
防
)

か
存
在
し
え
な
い
」
。

「
友
愛
」
と
は
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
に
と
っ
て
、
人
間
同
士
の
あ
い
だ
で
は
な
く
、
「
徳
」
を
有
す
る
愛
国
者
同
士
の
あ
い
だ
に
し
か
存
在
し

三「ι
P'冊
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え
な
い
。
さ
ら
に
、
「
徳
」
と
「
祖
国
愛
」
と
は
、
「
共
和
国
」
と
い
う
政
治
体
制
と
不
可
分
で
あ
る
。
同
じ
年
の
演
説
「
政
治
道
徳
の
諸
原

理
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
徳
」
と
は
、
「
祖
国
と
そ
の
法
と
に
た
い
す
る
愛
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
」
。

一
方
「
祖
国
愛
」
は
、
万
人
が
平
等
な
主
権
者
で
あ
る
民
主
的
・
共
和
的
政
府
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
民
主
的
国
家
の
み

が
「
全
個
人
の
祖
国
」
で
あ
り
、
「
あ
ら
ゆ
る
特
殊
利
害
よ
り
も
公
的
利
害
の
優
先
」
を
可
能
に
す
る
体
制
だ
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー

ル
に
と
っ
て
、
「
友
愛
」
と
は
、
平
等
な
共
和
政
に
反
す
る
貴
族
や
君
主
、
祖
国
を
構
成
し
な
い
外
国
人
の
排
除
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ

も
の
で
あ
っ
た
。

革
命
初
期
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
、
啓
蒙
主
義
的
な
用
法
か
ら
引
き
継
が
れ
た
、
特
定
集
団
を
超
え
た
普
遍
的
関
係
と
し
て
、
「
友
愛
」

フランス福祉国家の思想的i原流 (1789~1910年)(1) 

概
念
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
は
革
命
中
期
以
降
、
ル
ソ

l
の
影
響
を
色
濃
く
残
し
た
「
祖
国
愛
」
論
へ
と
変
容
し
、
や
が
て
ジ
ャ
コ
パ
ン
派

の
言
説
に
お
い
て
、
内
な
る
敵
の
排
除
を
も
た
ら
す
概
念
へ
と
帰
結
し
て
い
っ
た
。
テ
ル
ミ
ド
l
ル
反
動
以
後
、
「
友
愛
」
は
テ
ロ
ル
の
記

(
幻
)

憶
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
八
三
0
年
代
に
お
け
る
、
共
和
主
義
者
の
手
に
よ
る
復
権
ま
で
、
長
く
忌
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
お
)
F
A
E
丘
回
。
G
S
0
・
E
R
山
内
三
柏
町
会
じ
.
常
ミ
-
h
hむ
と

Hh丸、ミ

3M『
H
h
F
E
2
・
司
g
a
a
d
z
-
5
2
E
『
町
二
m
P
S
F
-
3
メ
勺
・
凶
N

・

(
お
)
玄
O
B
O
N
O
E
戸
ニ
L
Z
3
P
阿
山
出
血
吾
作
-
M
J
a
m
s
-芯

v
r
E
5
2
2叩

z
o
g
仏
国
『
・
・
同
町
三
芯
戸
H
S
ミ
ミ
ミ

R
〈
-
M
o
t
h
守
室
内
h
e
F
Y
九
時
苫
尽
き
内
む

~咽同司国守~~苦肉--M陪江田唱。と]】同国民一P3由一
M・明日・山明日山
J
可

(
幻
)
「
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
、
自
由
・
平
等
・
友
愛
を
原
則
と
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
、
家
族
・
労
働
・
所
有
・
公
的
秩
序
を
基
礎
と
す
る
」

(門リ。ロ間同国円EEOZ品目gmSEEEE町四『面白
AW岡田凸円四EA#=。〈刊ggn-∞品川
Y

匂
忠
臣
号
E-oe同〈)。

(
お
)
例
え
ば
玄
o
E
O
N
O
E
戸
会
E
"
を
。
-
E
C
S
E
Z
2
2
ニt
R
品
目
宮
門
司
『
ロ
忘
y
e
z
田
町
ぎ
語
、
若
『
h
h
吉
郎
、
h
H
h
E
H
E「
~
b
h
4
h
て
ミ
E
H
R
言
、
言
明
言
戸

也
、
.
門
む
よ
同
M
R
F
少
の
と
Z
E
R
P
3
∞
夕
方
勺
・
-
U
∞
ム
∞
M
-
Z
R
n
m
-
U
E
Z
P
、
ミ
尽
き
尽
同
町
、
な
さ
~
E
S
、
室
町
口
町
h
p
p
q
F
F
〉

E
E
m
F
石
∞
叶
・

(却

)
E
n
y
o
-
∞
。
『
加
刊
円
円
。
岨
宮
き
き
さ
え
句
、
ミ
ミ
喜
尽
き
弘
、
ミ
ミ
ミ
豆
町
、
-
2
2
F
E
E
-
F
F
E
丘
町
札
口
仲
『
白
布

ι白
金
O
F
円
伺
ζ
2
E
コ
名
ヨ
同
庁
ロ
円
相
場
3
3
・
日
v
-
M
一
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第

欽

「
貧
困
」

へ
の
視
座

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
は
、
『
革
命
に
つ
い
て

33hrs~さ
き
)
』
の
中
で
、

ア
メ
リ
カ
革
命
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
対
比
し
て
、
次
の
よ
う

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
原
動
力
と
な
り
、
そ
の
急
進
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
大
衆
の
「
貧
困
」
で
あ
っ
た
。
革
命
の
過
程
で
、

ル
ソ
l
の
言
う
「
憐
れ
み
」

l
他
者
の
肉
体
的
苦
痛
へ
の
共
感
ー
が
革
命
家
た
ち
を
突
き
動
か
し
、
「
社
会
問
題
」
を
公
的
議
論
の
中
心
へ

(
関
)

と
据
え
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
。

に
述
べ
て
い
る
。

フランス福祉問家の思想的源流 0789~1910年) (1) 

ア
レ
ン
ト
は
、
「
貧
困
」
ー
よ
り
一
般
的
に
は
「
社
会
的
な
も
の
(
昏

m
g
a色
)
」
ー
を
、
「
必
然
性
」
「
宿
命
的
な
自
動
性

(
2
8
g邑
B)」

(ω) 

「
生
物
学
的
イ
メ
ー
ジ
」
「
有
機
体
」
「
一
般
意
思
」
な
ど
の
一
1
2
案
で
表
現
し
て
い
る
。
彼
女
の
議
論
で
は
、
公
的
な
事
柄
に
関
す
る
市
民
同

士
の
自
由
な
討
議
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
「
政
治
的
」
領
域
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
、
「
貧
困
問
題
」
に
代
表
さ
れ
る
「
社
会
的
な

の
領
域
に
よ
っ
て
覆
い
尽
く
さ
れ
、
見
失
わ
れ
て
い
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
「
貧
困
」
が
政
治
問
題
と
し
て

も
の
」

登
場
し
た
の
は
革
命
期
で
は
な
く
、
近
代
初
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
社
会
問
題

(
A
g
S
E
E
n
-包
m
-
-
g
g
b
'

g
n
g
g曲
目
)
」
と
い
う
語
が
フ
ラ
ン
ス
に
導
入
さ
れ
た
の
は
、
七
月
王
政
期
の
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
革
命
期
の
「
貧

困
」
認
識
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
一
日
一
「
貧
困
」
認
識
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

貧
困
は
、
歴
史
と
と
も
に
見
ら
れ
る
。
古
代
か
ら
中
世
を
通
じ
て
、
そ
れ
は
自
然
的
不
平
等
の
帰
結
で
あ
り
、
神
の
意
思
の
現
れ
と
さ
れ

(ω) 

て
い
た
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
「
貧
し
い
も
の
は
幸
い
で
あ
る
。
神
の
国
は
あ
な
た
方
の
も
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
カ
ト
リ

(
引
)

ツ
ク
教
会
に
よ
れ
ば
、
貧
者
は
世
俗
的
秩
序
の
周
縁
部
に
位
置
し
、
人
間
世
界
と
神
の
意
思
と
を
媒
介
す
る
神
聖
な
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
ら

北法55(2・65)499

は
、
人
々
に
慈
善
と
い
う
崇
高
な
感
情
を
抱
か
せ
、
信
仰
を
高
揚
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
。
貧
困
へ
の
対
策
は
、

一
方
で

は
教
会
や
個
人
の
信
仰
に
基
づ
く
慈
善
行
為
と
、
他
方
で
は
、
世
俗
権
力
に
よ
る
乞
食
・
浮
浪
者
の
監
禁
・
抑
圧
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。



説

こ
う
し
た
認
識
に
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
お
よ
そ
二
つ
の
契
機
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

と
も
な
っ
て
、
貧
民
が
宗
教
的
意
味
づ
け
を
失
い
、
物
乞
い
・
浮
棋
者
・
犯
罪
者
な
ど
と
一
括
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
お
よ
そ
十
六
世

紀
以
降
、
貧
民
は
世
俗
権
力
に
よ
る
監
視
と
抑
圧
の
対
象
へ
と
転
化
し
、
「
貧
困
へ
の
政
治
(
宮

E
A
E
Eこ
即
日
】
富
〈
お
尽
)
」
と
称
さ
れ
る
一

連
の
対
策
が
実
施
さ
れ
る
。
十
七
世
紀
に
は
、
宗
教
戦
争
、
ブ
ロ
ン
ド
の
乱
、
経
済
の
停
滞
な
ど
に
よ
っ
て
、
農
村
地
帯
を
中
心
に
大
量
の

(
臼
)

貧
民
が
生
じ
、
「
大
監
禁
時
代
(
ぽ
鳴
宮
内
ご

g円
相

S
O
B
O
R
)
」
と
呼
ば
れ
る
大
規
模
な
収
監
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
時
期
の
「
貧
困
」
は
、
し
ば
し
ば
道
徳
的
な
語
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
。
そ
れ
は
公
的
秩
序
を
撹
乱
す
る
要
因
で
あ
り
、
個
人
的
な

(
臼
)

無
知
・
怠
惰
の
帰
結
と
さ
れ
る
。
そ
の
対
応
は
、
「
労
働
」
を
指
標
と
し
た
貧
民
の
種
別
化
(
健
常
貧
民
と
労
働
不
能
貧
民
の
区
別
)
と
、

統
治
機
構
に
よ
る
乞
食
の
禁
圧
と
い
う
二
つ
の
施
策
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
ロ
ベ
ー
ル
・
カ
ス
テ
ル
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
一
三
四
九
年
の
エ

一
つ
は
、
近
代
以
降
の
脱
宗
教
化
の
傾
向
に
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"2b. 
d田

ド
ワ
l
ド
三
世
の
勅
令
に
は
、
万
人
の
労
働
義
務
、
労
働
能
力
の
な
い
貧
民
へ
の
扶
助
、
乞
食
・
浮
浪
の
禁
止
と
違
反
者
へ
の
厳
し
い
処
罰

(ω) 

が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
特
に
、
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ア
ン
の
唱
え
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
は
、
「
労
働
」
を
万
人
の
神
聖
な
義
務
と
し
て

(
的
)

強
調
す
る
。
彼
ら
は
、
労
働
能
力
の
あ
る
貧
民
の
就
業
、
無
能
力
貧
民
の
救
済
、
乞
食
の
禁
止
を
主
張
し
た
。
「
労
働
」
と
は
、
単
な
る
生

産
活
動
で
は
な
く
、
個
人
に
勤
勉
の
精
神
を
植
え
付
け
、
社
会
へ
の
統
合
を
も
た
ら
す
た
め
の
道
徳
的
教
化
の
手
段
と
見
な
さ
れ
た
。

も
う
一
つ
の
契
機
は
、
十
八
世
紀
か
ら
革
命
期
に
か
け
て
の
、
啓
蒙
主
義
者
を
中
心
に
し
た
「
貧
困
」
認
識
の
登
場
で
あ
る
。
第
一
に
、

啓
蒙
主
義
者
た
ち
は
、
万
人
の
「
完
成
可
能
性
(
宮
司
P
E
E
-正
)
」
や
「
人
間
性

(
Z
c
g
g忘
)
」
へ
の
信
頼
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
「
貧
困
」

(
山
山
)

を
、
人
間
の
尊
厳
や
「
進
歩
」
に
反
す
る
状
態
と
と
ら
え
た
。
例
え
ば
、
『
百
科
全
書
』
の
「
人
間
性

(
E
5
2志
)
」
の
項
目
で
は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
の
語
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
た
い
す
る
慈
愛

(
E
8
5
E
8
2
)
の
感
情
で
あ
り
、
偉
大
で
感
受
性
豊
か
な
人
の
み
が
燃
え
立
た

せ
る
感
情
で
あ
る
。
こ
の
高
貴
で
崇
高
な
情
熱
は
、
他
者
の
苦
痛
と
、
苦
痛
を
和
ら
げ
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
が
ら
に
向
け
ら
れ
る
。



(
釘
)

そ
れ
は
、
隷
従
、
迷
信
、
悪
徳
、
不
幸
を
廃
絶
す
る
た
め
に
、
世
界
中
に
行
き
渡
ろ
う
と
す
る
」
。

人
間
の
平
等
な
尊
厳
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
啓
蒙
主
義
者
は
、
貧
民
へ
の
同
情
と
扶
助
、
す
な
わ
ち
「
博
愛

ey--EEE『。宮町)」

の
実
践
を
、
公

権
力
の
義
務
と
す
る
。
実
際
十
八
世
紀
は
、
実
践
の
範
囲
は
限
定
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
「
啓
蒙
の
時
代
」

(
侃
)

代
」
で
も
あ
っ
た
。

で
あ
る
と
同
時
に
「
博
愛
の
時

第
二
に
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
農
村
の
疲
弊
と
都
市
へ
の
人
口
流
入
の
増
大
は
、
「
貧
困
」
を
可
視
的
な
形
で
人
々
の
目
に
示
す
こ
と
に

フランス福祉国家の思想的i原流(1789-1910年)(l) 

な
っ
た
。
こ
の
時
期
以
降
、
貧
民
は
「
人
民
」
と
同
一
視
さ
れ
る
か
、
そ
の
大
部
分
を
構
成
す
る
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
ボ

シ
ユ
エ
は
、
「
か
弱
く
、
貧
し
い
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
大
部
分
の
人
間
た
ち
」
と
述
べ
、
オ
ル
パ
ッ
ク
は
「
人
民
」
を
「
貧
民
の
集
ま
り

(ω) 

(mggHdσ}町
内
田
町
田
宮
口
〈
『
町
田
)
」
と
称
し
て
い
る
。

第
三
に
、
「
貧
困
」
は
「
幸
福
」
に
反
す
る
状
態
と
認
識
さ
れ
る
。
禁
欲
や
清
貧
へ
の
宗
教
的
意
味
づ
け
が
失
わ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
「
幸

(
刊
)

福
」
と
は
、
身
体
的
安
楽
の
状
態
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
く
。
サ
ン
・
ジ
ユ
ス
ト
が
、
「
幸
福
」
こ
そ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
し
い
理
念
」
で

(
れ
)

あ
る
と
言
う
よ
う
に
、
統
治
権
力
の
目
的
は
、
社
会
の
成
員
全
体
の
「
幸
福
」
を
促
進
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
成
員
の
生
命
を
保
証
し
、
そ

(η) 

の
身
体
的
安
楽
を
量
的
に
拡
張
す
る
こ
と
と
し
て
、
定
義
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
ネ
ッ
ケ
ル
は
、
「
繁
栄
し
た
国
家

(
P包
含

官

?

(

門

川

)

e
E広
)
」
を
、
「
成
員
の
最
大
限
の
幸
福
」
と
同
義
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
『
百
科
事
典
』
の
「
政
治
経
済
学
(
白
S
E
E
F
O
宮

E
宮
町
)
」
の

項
目
に
お
い
て
、
ブ
l
ラ
ン
ジ
エ
は
、
「
こ
れ
[
政
治
経
済
学
]
は
、
社
会
内
の
人
聞
を
維
持
し
、
か
れ
ら
を
幸
福
に
す
る
技
術
と
科
学
で

(
丸
)

あ
る
。
こ
の
目
的
は
、
人
類
に
と
っ
て
最
も
有
益
で
最
も
興
味
深
く
、
至
高
の
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

革
命
期
の
「
貧
困
」
認
識
は
、
以
上
の
変
化
の
延
長
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
特
徴
は
、
次
の
三
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

北法55(2・67)501

第
一
は
、
貧
困
が
「
自
然
」

の
「
権
利
」
に
反
す
る
状
態
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
人
間
と
市
民
の
権
利
」
の
宣
言
の
た
め
の
議

の
促
進
に
求
め
る
考
え
方
が
、
様
々

会
討
論
で
は
、
「
安
楽
の
追
求
」
を
「
自
然
」
に
基
づ
く
権
利
で
あ
る
と
し
、
社
会
の
目
的
を
「
幸
福
」



5見

に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
ム
l
ニ
エ
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
は
幸
福
の
追
求
に
向
か
う
抑
え
が
た
い
性
向
が
あ
る
。
・
:
い
か
な
る
政
府
も
、

(
お
)

全
体
の
幸
福
を
そ
の
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語
り
、
シ
エ
イ
エ
ス
は
、
「
安
楽
は
人
間
の
目
的
で
あ
る
。
・
:
社
会
結
合
の
目
的

(
苅
)

は
、
そ
れ
に
参
加
す
る
者
の
幸
福
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

論

一
七
九
O
年
に
「
物
乞
い
根
絶
委
員
会

(
C
E尽
き
ロ
こ

d
s
s
g
号
宮

sgn出
n
u
h
)
」
が
設
置
さ
れ
る
と
、
ラ
・
ロ
シ
ユ
フ
l
コ
l
H
リ
ア
ン
ク
l
ル
は
、
そ
の
回
目
頭
で
有
名
な
「
生
存
の
権
利
」
を
宣
言
す
る
。
「
す

(

打

)

(

明

日

)

べ
て
の
人
聞
は
、
生
計
に
た
い
す
る
権
利
を
持
つ
」
。
「
貧
困
は
、
人
間
の
諸
権
利
に
た
い
す
る
侵
害
で
あ
る
」
。
そ
し
て
一
七
九
一
年
憲
法

第
一
編
の
基
本
条
項
(
盟
国
吉
田
広
5
5
F
E
E
E
g
g
-町
田
)
で
は
、
「
公
的
扶
助
」
の
義
務
が
、
歴
史
上
初
め
て
以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

「
捨
て
子
を
養
育
し
、
貧
し
い
障
害
者
を
助
け
、
仕
事
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
健
常
な
貧
民
に
仕
事
を
与
え
る
た
め
に
、
公
的
扶
助
に
か

ん
す
る
一
般
的
施
設
が
創
設
さ
れ
、
組
織
さ
れ
る
」
。

(
乃
)

第
二
は
、
こ
の
「
生
存
の
権
利
」
が
、
「
一
般
的
有
用
性
」
と
不
可
分
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
権
利
を
主
張
す
る
者
は
、
同
時
に

社
会
に
と
っ
て
「
有
用
」
な
存
在
と
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
労
働
す
る
義
務
」
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
テ
ユ
ル
ゴ

l
は、

「
有
用
性
」
の
最
大
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
場
当
た
り
的
な
扶
助
や
慈
善
を
批
判
し
、
貧
民
へ
の
扶
助
を
公
権
力
に
よ
っ
て
組
織
化
す
る
こ

(
初
)

と
を
主
張
し
て
い
れ
~
。

「
扶
助
は
、
場
当
た
り
的
に
、
予
見
の
な
い
ま
ま
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
」

「
扶
助
を
行
う
人
々
が
、
必
要
の
範
囲
を
知
り
、
扶
助
の
量
と
質
に
つ
い
て
合
意
し
、
各
人
が
そ
こ
で
貢
献
す
べ
き
比
率
に
つ
い
て
確

定
し
た
上
で
、
そ
の
必
要
を
保
障
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
は
、
扶
助
の
配
分
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
秩
序
を
詳
細
に
規
定
し
、
そ
こ
で
特

に
注
意
が
払
わ
れ
る
べ
き
点
を
決
め
る
た
め
に
、
互
い
に
協
議
し
て
お
く
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
慈
善
の
配
分
に
お
い
て
、
秩
序
|
そ

(
創
)

れ
こ
そ
有
用
性
の
拡
大
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
l
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
」
。

革
命
期
に
お
い
て
、
「
労
働
」
と
は
、
扶
助
の
手
段
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
市
民
」
の
義
務
と
資
格
を
定
義
す
る
指
標
で
あ
っ
た
。
シ
エ
イ
エ
ス

北法55(2・68)502



は
、
「
労
働
」
を
基
準
と
し
て
「
有
用
」
な
第
三
身
分
と
「
無
用
」
な
貴
族
階
級
を
対
照
し
、
前
者
の
み
が
「
ナ
シ
オ
ン
」
を
構
成
す
る
と

(
位
)

主
張
す
る
。
後
に
イ
デ
オ
ロ

l
グ
の
カ
パ
ニ
ス
は
、
「
労
働
」
こ
そ
が
「
人
間
の
尊
厳
」
と
「
独
立
心
」
と
を
育
む
と
論
じ
、
労
働
能
力
の

(
幻
)

あ
る
貧
民
に
「
労
働
」
を
強
制
す
る
よ
う
主
張
し
た
。
ラ
・
ロ
シ
ユ
フ

l
コ
l
u
リ
ア
ン
ク
l
ル
は
、
「
救
貧
委
員
会
第
一
報
告
」
に
お
い

フランス福祉国家の思想的i原流(l789~1910年) (l) 

て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
生
存
す
る
人
々
が
、
社
会
に
た
い
し
て
『
生
存
を
保
障
せ
よ

(
E
E
'
s
g
三
〈
お
)
』
と
き
ヲ
ノ
権
利
を
有
す
る
の

(
斜
)

な
ら
ば
、
社
会
も
ま
た
『
労
働
を
提
供
せ
よ
』
と
答
え
る
権
利
を
有
し
て
い
る
」
。
彼
に
よ
れ
ば
、
扶
助
は
労
働
不
能
貧
民
(
真
の
貧
民
)

の
み
に
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
労
働
可
能
な
貧
民
(
偽
の
貧
民
)
や
乞
食
は
、
労
働
へ
と
強
制
す
る
か
、
施
設
に
収
容
し
、
厳
し
い
処
罰

を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
扶
助
を
受
け
る
労
働
不
能
貧
民
は
、
扶
助
を
必
要
と
し
な
い
者
よ
り
も
、
劣
悪
な
生
活
条
件
の
下

(
お
)

に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
に
よ
う
に
、
扶
助
の
権
利
は
、
あ
く
ま
で
所
有
権
を
侵
害
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
「
労

(
紛
)

働
」
に
よ
っ
て
富
を
生
み
出
す
者
の
権
利
を
脅
か
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
承
認
さ
れ
た
。

第
三
に
、
革
命
初
期
の
論
者
に
と
っ
て
、
「
貧
困
」
と
は
、
特
権
を
持
つ
者
へ
の
富
の
集
中
、
教
会
に
よ
る
慈
善
、
産
業
の
自
由
の
抑
制

な
ど
、
旧
体
制
の
誤
っ
た
政
策
の
残
浮
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
自
由
主
義
的
な
体
制
を
樹
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
乗
り
越
え
ら

(
釘
)

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ラ
・
ロ
シ
ユ
フ

I
コ
l
H
リ
ア
ン
ク
l
ル
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
新
憲
法
は
、
こ
れ
ま
で
富
の
こ
の
豊
か

な
源
泉
の
改
良
を
妨
げ
て
き
た
原
因
の
多
く
の
部
分
を
一
掃
し
、
生
産
物
、
消
費
、
製
造
業
お
よ
び
商
業
の
増
大
か
ら
生
ま
れ
る
堅
固
な
繁

(
叩
閃
)

栄
を
、
フ
ラ
ン
ス
に
広
め
る
は
ず
で
あ
る
」
。
商
業
の
自
由
を
主
張
す
る
カ
パ
ニ
ス
も
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
「
物
乞
い
は
、
そ
の
他
の

巨
大
な
政
治
的
無
秩
序
と
同
様
に
、
社
会
制
度
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
と
必
然
的
な
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
は
た
っ
た
一
つ
の
悪
法
で
は
な
く
、
誤
つ

(
約
)

た
立
法
の
集
積
の
影
響
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
増
大
し
、
発
達
す
る
」
。

一
七
九
三
年
以
降
の
共
和
主
義
者
は
、
「
貧
困
」
を
「
人
民
」
と
い
う
主
権
者
の
大
部
分
に
見
ら
れ
る
、
秩
序
の
正
統
性
に
か
か

わ
る
問
題
と
捉
え
た
。
貧
民
の
救
済
は
、
個
人
に
た
い
す
る
「
社
会
」
の
「
神
聖
な
負
債
志
向
吉
田
宮
芯
)
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一方、

七

~ti去55(2 ・ 69)503



説

ロ
ペ
ス
ピ
エ

l
ル
は
言
、
っ
。
「
社
会
は
、
労
働
の
供
与
で
あ
れ
、
労
働
不
能
者
に
た
い
す
る
生
計

の
保
障
で
あ
れ
、
全
成
員
に
扶
助
を
与
え
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
」
「
貧
窮
者
に
た
い
す
る
必
要
な
扶
助
は
、
富
者
の
貧
民
に
た
い
す
る
負

(
川
町
)

債
(
色
町
宮
町
)
で
あ
る
」
。
同
じ
く
一
七
九
四
年
五
月
十
一
日
の
国
民
公
会
で
、
パ
レ

l
ル
は
言
う
。
「
物
乞
い
は
、
人
民
の
政
府
(
問
。
=
5
3
0
6

(
川
町
)

B
m
E
吉
宮
E
B
)
と
両
立
し
な
い
」
。
共
和
派
の
主
導
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
一
七
九
三
年
六
月
二
十
四
日
憲
法
で
は
、
第
二
十
一
条
に
次

の
よ
う
に
宣
言
さ
れ
た
。
「
公
的
扶
助
は
神
聖
な
負
債
で
あ
る
。
社
会
は
、
不
幸
な
市
民
に
労
働
を
供
与
し
、
労
働
不
能
者
に
生
計
の
手
段

を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
幸
な
市
民
の
生
存
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
0

九
三
年
四
月
二
十
四
日
の
国
民
公
会
で
、

論

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
革
命
期
に
成
立
す
る
「
貧
困
」
認
識
に
は
、
公
的
秩
序
を
担
う
べ
き
新
た
な
主
体
像
と
、
そ
の
内
在
的
困
難
が
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
主
体
は
、
身
分
制
的
秩
序
に
対
立
す
る
平
等
な
「
人
民
」
で
あ
り
、
旧
来
の
慈
善
の
担
い
手
で
あ
る
教
会
や
職
人
組
合

な
ど
の
中
間
団
体
か
ら
析
出
さ
れ
た
、
自
由
な
個
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
社
会
に
と
っ
て
「
有
用
」
な
存
在
、
す
な
わ
ち
「
労
働
」
す
る
主
体

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
「
公
共
性
H
有
用
性
」
論
)
。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
外
れ
る
個
人
は
、
「
労
働
」

へ
と
強
制
さ
れ
る
か
、
抑
圧
的

な
公
的
扶
助
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
革
命
中
期
の
共
和
主
義
者
に
と
っ
て
、
新
た
な
秩
序
の
基
盤
と
な
る
べ
き
「
人
民
」
の
少
な

か
ら
ぬ
部
分
は
、
「
貧
民
(
呂
田
和
お
)
」
「
不
幸
な
人
々
(
ヨ
白
5
2
5
5
)
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
労
働
を
供
与
し
、
扶

助
を
行
う
こ
と
は
、
社
会
の
「
神
聖
な
負
債
」
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
見
出
せ
る
の
は
、
公
的
秩
序
を
担
う
新
た
な
主
体
を
、
公
権
力
の
介

(
幻
)

入
に
よ
っ
て
産
出
し
、
維
持
す
る
と
い
う
理
念
で
あ
る
。

し
か
し
、
〈
政
治
化
さ
れ
た
公
共
性
〉
の
理
念
は
、
革
命
の
過
程
で
実
際
に
秩
序
を
も
た
ら
す
こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
。
「
公
共
精
神
」

の
強
調
、
国
民
主
義
的
「
徳
育
」
論
が
、
や
が
て
貴
族
・
外
国
人
の
み
な
ら
ず
、
「
内
な
る
敵
」
を
告
発
し
排
除
す
る
方
向
へ
と
傾
斜
し
て

い
く
と
、
そ
れ
は
テ
ロ
ル
を
用
い
た
恐
怖
政
治
へ
と
帰
結
し
て
い
っ
た
。
貧
困
対
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た
、
一
七
八
九
年
か
ら
の
慈
善
作
業

(
m
m
)
 

所

(FE5
骨

nyg広
)
は
、
財
政
的
基
盤
の
欠
如
と
激
し
い
批
判
に
よ
っ
て
九
一
年
に
廃
止
さ
れ
、
一
七
九
三
年
憲
法
も
、
施
行
さ
れ
る

北法55(2・70)504



に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
「
生
存
の
権
利
」
「
扶
助
の
権
利
」
は
法
的
な
宣
言
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
手
段
は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
。

(
例
)

ラ
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
革
命
は
、
貧
民
に
と
っ
て
破
滅
的
結
果
を
も
た
ら
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
一
七
九
五
年
以
降
、
上
記
の
よ

(
前
)

う
な
貧
困
対
策
は
撤
廃
さ
れ
、
十
九
世
紀
前
半
に
至
る
ま
で
、
事
実
上
自
由
放
任
主
義
が
支
配
的
と
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
〈
市
民
的

公
共
性
〉
の
理
念
に
内
在
す
る
平
等
主
義
と
、
事
実
的
不
平
等
と
の
誰
離
を
、
統
治
権
力
の
介
入
、
ナ
シ
オ
ン
へ
の
個
人
の
包
摂
に
よ
っ
て

媒
介
し
よ
う
と
す
る
〈
政
治
化
さ
れ
た
公
共
性
〉
の
理
念
は
、
秩
序
の
具
体
化
に
失
敗
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
「
社
会
的
な
も
の
」
が
主
題
化
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
平
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
レ
ン
ト
の
論
じ

た
よ
う
に
、
革
命
期
に
「
社
会
問
題
」
が
公
的
領
域
を
覆
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
〈
政
治
化
さ
れ
た
公
共
性
〉
が
、
総
裁
政
府
期
以

フランス福祉国家の思想的源流 (1789-1910年) (l) 

降
に
聞
い
直
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
社
会
」
と
い
う
領
域
が
、
新
た
な
意
味
を
ま
と
っ
て
主
題
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

(
国
)
「
ル
ソ
l
の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
「
同
胞
の
困
苦
を
見
る
に
し
の
び
な
い
生
来
の
感
情
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
一
定
の
層
i
フ
ラ
ン
ス
革

命
を
成
し
遂
げ
た
人
び
と
は
ま
さ
に
こ
の
層
に
属
し
て
い
た
ー
の
な
か
で
普
通
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
以
来
、
同
情

(gs官
2
0ロ
)
の
情
熱
は

あ
ら
ゆ
る
革
命
の
最
良
の
人
び
と
の
心
に
つ
き
ま
と
い
、
彼
ら
を
突
き
動
か
し
た
」
(
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
(
志
水
速
雄
訳
)
『
革
命
に
つ
い
て
』

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
、
一

O
七
頁
)
。

(
印
)
向
上
、
八
九
1

九
O
頁。

(ω)
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
六
・
二
O
l
二
六
、
『
新
約
聖
書
』
。

(
日
)
〉
口

ι芯
O

Z白
M
-
5
4
c
s
h
h
M
b
Zて
ミ
h
も
bhhて
3

h
町内
z
h
え
き
之
岳
、
否
認
町
内
乱
hh
』
買
え
恥
門
~ne
同
》
釦
『

F
F
〉
E
E
m戸

-
3∞七
-yzc-品川
戸

(
臼
)
冨
庄
司
自
話
回

B
E
R
b
h
L
2
5
b崎
町
内
凡
な
宮
廷
ミ
2
.
、S
E
E
K
-
5
H
p
b
5
2立
宣
言
内
ミ
弘
、
，

NRYH九時三
m
F
E
ュF
同

u
a
R
P
-
3
0叫
問
者
。

-4∞
hp・
フ
!
コ
l

に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
パ
リ
市
の
住
民
の
百
人
に
一
人
が
、
数
ヶ
月
の
監
禁
を
経
験
し
た
と
い
う
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l
コ
l
(
田
村
倣
訳
)
「
狂

気
の
歴
史
l
古
典
主
義
の
時
代
に
お
け
る
i
』
新
潮
社
、
第
一
部
第
二
章
「
大
い
な
る
閉
じ
込
め
」
0

(

臼

)

印

由

回

目

F
h
u
p
s
-
門

F
苫
・
全
'
宝

北i去55(2・71)505 
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l'humanite": Le temps des philanthropes， la philanthropie parisienne des Lumieres a 1αmonarchie de Juillet， P紅白， C.T.H.S.， 1993， 

p. XVII. 

( 0) <<Humanite >)， dans Encyclopedie 
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説ラム
n冊

(
何
回
)
円
山
白
σ
S
F
A《
O
E
巳
心
巴
何
回
勺
コ
=
2
-
v
g
2
R
H
E
a
A
E
O
凹
〈
巳
伺
回
目
ロ
ユ
再
開
国
m
n
o
E吋∞
-uEEHn日vr。、・門町?-vac

(
伺
)
ロ
ペ
ス
ピ
エ

l
ル
「
人
権
宣
言
私
案
」
河
野
編
『
資
料
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
、
三
七
四
1

三
七
五
頁
。

(
引
)
回
。
ぉ
2
3
2
E
E
5
・
宮
、
h
E
E
室
町
旬
。
門
E
h
u
司
、
.
町
四
?
円
V
-
E
-
パ
レ
l
ル
(
回
g
s
E
回
h
q
w
B
号
〈
M
E
N
E
n
)
は
、
一
七
九
三
年
四
月
六
日
に
設
置

さ
れ
た
「
公
的
救
済
委
員
会
(
P
E
広
島
町
E
E
吉
Z
n
)
」
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
一
七
九
五
年
に
終
身
流
刑
と
な
っ
た
。
「
物
乞
い
根
絶

委
員
会
」
が
一
七
九
一
年
九
月
二
七
日
に
解
散
し
た
後
、
同
年
一
O
月
二
七
日
に
設
置
さ
れ
た
「
公
的
扶
助
委
員
会
(
Q
E
応
含
回
日
開
g
E
円
4
5
s

r
M
)
」
が
、
基
本
的
に
自
由
主
義
者
や
博
愛
主
義
者
の
考
え
を
引
き
継
い
だ
の
に
た
い
し
、
「
公
的
救
済
委
員
会
」
は
共
和
主
義
者
の
意
見
を
反

映
し
た
組
織
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
革
命
期
の
救
貧
法
令
に
関
し
て
は
、
以
下
が
詳
し
い
。
林
信
明
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
事
業
史
研

究
1

慈
善
か
ら
博
愛
へ
、
友
愛
か
ら
社
会
連
帯
へ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
一
九
九
九
年
。

(
幻
)
革
命
期
の
貧
困
対
策
に
見
ら
れ
る
、
労
働
の
自
由
と
公
的
扶
助
の
積
極
的
容
認
と
の
あ
い
だ
の
議
離
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
o
F
-

閉山0σ03
門
リ
恒
三

m
f
A
A
U
g
昨
日
回
目
白
n
o
z
a
o
q
o
z
-
F
8
担
円
口
市
一
明
白
ロ
門
『
釦
〈
h
t
-
一
】
町
田
門
『
雪
、
白
E
H
a
z
円
u
o
s
x
m
リ
唱
O
Z
『
】
岨
町
三
5
2
5
ロ
仏
m
-
白
百
刊
ロ
&
2応
仏
刊
で
〉
回
日
目
E
g
g

g
g
S
E
E
R
v
r
【
け
呂
田
同
b
h吋
己
主
止
な
w
~
b
E
こ
吋
『
b
H
w
え
情
念
患
で
ミ
ミ
5
3
室
内
も
た
門
主
~
b
g
p
同
四
国
間
三
g
n丘
四

E
t
o
E
-
P
3
S
七回
M・品∞。ム唱。・

(
m
m
)

パ
リ
で
の
土
木
作
業
を
中
心
に
、
一
万
i
二
万
人
を
常
時
雇
用
し
た
と
さ
れ
る
o
Q
・
2
5
2
・
呂
町
守
S
S
F
S
E
H
R
2
2
R
S
内

3
2
毛
-

円九同・・目以・

5
N
R
u
林
、
前
掲
書
、
九
九
l

一
O
六
頁
。

(倒

)
H
b
o
ロ
戸
田
}
}
町
同
u
s
a
-
E
思
ミ
E
S
内
こ
S
E
Eて
5・

3
『
F
-
∞
混
-

(部
)
E
S
P
-
、
.
町
民
H
・

3
・
-
a
?

コNe
例
え
ば
、
総
裁
政
府
期
の
救
貧
対
策
と
は
、
家
族
の
強
化
、
慈
善
活
動
へ
の
依
拠
、
施
療
院
へ
の
収
容
に
代

わ
る
在
宅
介
護
の
奨
励
で
あ
っ
た
(
林
、
前
掲
書
、
二
一
九
頁
)
0

第
三
節

世
紀
転
換
期
の
イ
デ
オ
ロ

l
グ
|
|
〈
社
会
科
学
の
公
共
性
〉

モ
ン
タ

l
ニ
ユ
派
独
裁
か
ら
テ
ル
ミ
ド

i
ル
反
動
を
経
て
、
総
裁
政
府
期
以
降
に
活
躍
し
た
ト
ラ
シ
、
カ
パ
ニ
ス
ら
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
「
第

の
関
心
は
、
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
情
念
」
「
意
思
」
に
支
配
さ
れ
た
革
命
中
期
ま
で
の

二
世
代
」
(
ピ
カ
ヴ
エ
)

北法55(2・74)508
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(
M
m
)
 

治
」
に
代
え
て
、
「
理
性
」
「
科
学
」
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
「
社
会
」
を
、
秩
序
の
基
礎
に
据
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
コ

ン
ド
ル
セ
ら
の
唱
え
た
「
社
会
の
科
学

(
5
2
n
2
8
2己
2
)
」
を
復
権
し
、
こ
の
新
た
な
「
科
学
」
に
基
づ
い
て
秩
序
の
再
建
を
図
ろ
う

と
し
た
。
コ
ン
ド
ル
セ
や
シ
エ
イ
エ
ス
が
、
市
民
的
平
等
の
原
理
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
権
力
行
使
を
担
う
層
と
受
動
的
に
社
会
に
参
与
す
る
層
と

(
釘
)

を
区
別
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
論
じ
た
。
シ
エ
イ
エ
ス
が
「
代
表
」
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
権
力
行
使
と
「
人

コ
ン
ド
ル
セ
や
ト
ラ
シ
は
、
「
公
教
育
」
に
よ
っ
て
両
者
を
媒
介
す
る
こ
と
を
重
視

民
」
の
一
体
性
を
媒
介
し
よ
う
と
し
た
の
に
た
い
し
、

フランス福祉国家の思惣的源流(l789~1910年)(l) 

し
た
。
彼
ら
に
共
通
し
て
い
た
の
は
、
人
々
の
集
合
が
、
統
治
権
力
に
先
立
つ
独
自
の
秩
序
法
則
を
内
在
さ
せ
て
い
る
、
と
い
う
信
念
で
あ

ラ
・
ロ
シ
ユ
フ
l
コ
I

H
リ
ア
ン
ク
ー
ル
な
ど
が
設
立
し
、
後
に
シ
エ
イ
エ
ス
が
加
わ
っ
た
「
一

る
。
ラ
フ
ア
イ
エ
ッ
ト
、

コ
ン
ド
ル
セ
、

に
基
づ
い
て
、
「
幸
福
」

で
は
、
こ
う
し
た
秩
序
法
則
を
、
自
然
科
学
を
応
用
し
た
「
科
学
」
に
よ
っ
て
認
識
し
、
こ
の
認
識

(
回
目
)

の
増
大
を
目
的
と
し
た
統
治
権
力
の
刷
新
を
行
う
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。

七
八
九
年
協
会

3
2
5肌
含
コ
$
)
」

通
常
イ
デ
オ
ロ

l
グ
と
は
、
総
裁
政
府
か
ら
統
領
政
府
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
カ
パ
ニ
ス
、

デ
ス
テ
ュ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
、
ド
ヌ
ー
な
ど

を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
以
下
で
は
、
『
イ
デ
オ
ロ

l
グ
た
ち
』
の
著
者
。
ヒ
カ
ヴ
ェ
に
し
た
が
っ
て
、
第
一
世
代
と
し
て
先
駆
的
役
割
を
果

た
し
た
コ
ン
ド
ル
セ
、
第
二
世
代
の
ト
ラ
シ
、
カ
パ
ニ
ス
な
ど
を
、
「
社
会
の
科
学
」
を
導
入
し
た
論
者
と
し
て
、
同
じ
枠
組
み
の
中
で
扱

(
川
田
)

ぅ
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
「
公
的
利
益
」
と
は
、
市
民
同
士
の
自
由
な
討
議
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
知
的
エ
リ
ー
ト
の
主
導
す
る
「
社
会
」
の

「
科
学
」
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
。
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
「
公
共
性
」

へ
の
理
解
を
、
〈
社
会
科
学
の
公
共
性
〉
と
称
す
る
。

「
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」
か
ら
「
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
」

/¥ 

第

欽

北法55(2・75)509



説

こ
の
時
期
に
「
社
会
の
科
学
」
の
確
立
を
唱
え
た
論
者
た
ち
は
、
公
権
力
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
学
術
機
関
に
所
属
し
、
新
た
な
「
科
学
」

的
知
の
有
用
性
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
統
治
権
力
の
合
理
化
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
。
ま
ず
最
初
に
、
そ
の
主
要
な
場
で
あ
っ
た
「
王
立

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

(〉

g
a
E
5
F
)『色町内日
2
5
g
n町
田
)
」
「
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
(
宮
邑
室
号
司
自
白
)
」

の
性
質
と
、
相
互
の
違
い
に
つ
い
て

北法55(2・76)510

論

簡
略
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

コ
ン
ド
ル
セ
が
終
身
書
記
官
と
し
て
属
し
た
「
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」
は
、

一
六
九
九
年
に
公
的
に
設
立
さ
れ
、
旧
体
制
を
通
じ
て
、

知
的
権
威
を
背
景
に
王
権
の
正
統
性
を
支
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
会
員
に
は
平
民
出
身
者
が
多
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
シ
ツ

(
削
)

プ
は
革
命
に
至
る
ま
で
閉
鎖
的
で
特
権
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
従
来
自
然
科
学
を
中
心
に
、
歴
史
や
文
芸
な
ど
を
対
象
と
し
て
い
た
こ

の
機
関
で
は
、
一
七
八
O
年
以
降
、
統
治
権
力
の
改
革
に
関
わ
る
多
様
な
主
題
l
人
口
政
策
、
食
料
品
価
格
の
安
定
、
監
獄
・
病
院
の
整
備
、

衛
生
政
策
な
ど
l
を
対
象
と
す
る
議
論
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
は
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
(
白
8
5
E
n
)
」
と
い
う
新
た

〈
則
)

な
分
類
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
、
つ
に
な
る
。
そ
の
背
景
に
見
ら
れ
た
の
は
、
統
治
権
力
の
正
統
性
の
基
盤
を
、
王
権
の
至
高
性
自
体
で
は

の
「
幸
福
」
に
と
っ
て
の
有
用
性
か
ら
語
り
な
お
そ
う
と
す
る
、
正
統
性
観
念
の
大
き
な
転
換

な
く
、
統
治
権
力
の
合
理
性
や
、
「
人
民
」

で
あ
っ
た
。

一
七
七
0
年
代
か
ら
革
命
期
に
か
け
て
、
こ
の
よ
う
な
議
論
を
代
表
す
る
思
想
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
自
ら
の
主
張
す

る
新
た
な
科
学
を
、
「
道
徳
政
治
科
学
す

S
O
D
n
g
g
。E
0
2
ζ

。ztszg)
」
「
社
会
の
科
学
(
目

2
8
n
g
問。n
E
g
)」
な
ど
、
様
々
な
語
葉
で

(
川
出
)

語
っ
て
い
る
。

コ
ン
ド
ル
セ
は
、

「
人
間
自
身
を
対
象
と
し
、
直
接
の
目
的
は
人
間
の
幸
福
で
あ
る
こ
れ
ら
の
科
学
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
我
々
の
時
代
に
作
ら
れ
た
。
そ

(
問
)

れ
は
、
自
然
科
学
に
劣
ら
な
い
確
固
た
る
歩
み
を
示
す
で
あ
ろ
う
G

」

一
七
九
O
年
以
降
、
そ
れ
は
「
社
会
数
学
(
自
民
広
5
8
3
5
8
2丘
町
)
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。



フランス福祉国家の思想的i原流 (1789-1910年)(1) 

「
私
は
、
こ
の
科
学
に
最
も
適
す
る
名
称
を
、
社
会
数
学
(
ヨ
邑

5
5
2
5
8町
一
色
町
)
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
:
・
道
徳
的

や
政
治
的
と
い
う
語
よ
り
も
、
社
会
的
と
い
う
語
を
好
む
の
は
、
前
者
の
語
義
が
、
後
者
よ
り
も
適
用
範
囲
が
狭
く
、
意
味
も
暖
昧
だ

(
削
)

か
ら
で
あ
る
。
」

(
防
)

そ
こ
で
具
体
的
に
想
定
さ
れ
た
対
象
と
は
、
投
票
制
度
、
人
口
政
策
、
各
種
保
険
制
度
、
金
融
・
税
制
政
策
な
ど
で
あ
っ
た
。

(
胤
)

コ
ン
ド
ル
セ
の
試
み
は
、
具
体
的
な
成
果
を
挙
げ
る
前
に
、
一
七
九
四
年
の
彼
の
死
に
よ
っ
て
潰
え
る
。
「
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」
も
、
そ

の
エ
リ
ー
ト
主
義
的
性
格
と
旧
体
制
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
、
革
命
の
過
程
で
批
判
を
受
け
続
け
、
一
七
九
三
年
に
は
閉
鎖
に
追
い
込
ま

れ
た
。
し
か
し
、
一
七
九
五
年
憲
法
に
よ
っ
て
新
た
に
「
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
」
が
設
立
さ
れ
る
と
、
そ
の
第
二
部
門
に
は
「
道
徳
政
治
科
学
」

(
間
)

が
復
活
す
る
。
「
貴
族
的
科
学
」
で
あ
る
「
ア
カ
デ
ミ
ー
」
に
た
い
し
て
、
「
民
主
的
科
学
」
を
実
現
す
る
と
彊
わ
れ
た
こ
の
機
関
も
、
実
際

に
は
、
テ
ロ
ル
を
生
き
延
び
た
啓
蒙
知
識
人
に
担
わ
れ
、
知
的
エ
リ
ー
ト
の
主
導
に
よ
る
統
治
権
力
の
再
編
と
秩
序
の
統
御
と
い
う
目
的
と

(
山
間
)

結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
「
道
徳
政
治
科
学
」
部
門
を
主
導
し
た
の
が
、
イ
デ
オ
ロ

l
グ
を
代
表
す
る
哲
学
者
カ
パ
ニ
ス

(
削
)

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
コ
ン
ド
ル
セ
の
知
的
模
索
は
、
「
壬
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」
か
ら
「
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
」
第
二
部
門
を
経

て
、
十
九
世
紀
以
降
の
「
社
会
の
科
学
」
に
関
す
る
多
様
な
思
想
へ
と
連
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第

欽

「
社
会
数
学
」
と
「
社
会
生
理
学
」

世
紀
転
換
期
の
イ
デ
オ
ロ

l
グ
た
ち
は
、
「
社
会
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
秩
序
像
を
表
現
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で

は
そ
の
特
徴
を
、
三
点
に
要
約
す
る
。

第
一
に
、
彼
ら
は
観
察
可
能
な
「
現
象
」
の
み
を
対
象
と
す
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
「
現
象
」
相
互
の
「
関
係
(
叫

8
3
5」
を
考
察
し
、

北法55(2・77)511



説

(
川
)

そ
こ
に
一
定
の
「
法
則
」
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
カ
パ
ニ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

論

「
全
て
の
現
象
は
結
び
つ
き
、
均
衡
し
、
相
互
に
必
要
と
し
あ
っ
て
い
る
。
こ
の
規
則
正
し
い
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
秩
序
、
結
合
、
連
関
は
、

(
山
)

い
つ
の
時
代
に
も
、
そ
れ
を
把
握
し
理
解
す
る
賢
明
な
精
神
を
驚
か
せ
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
」

「
社
会
の
科
学
」
の
目
的
は
、
現
象
の
背
後
に
隠
れ
た
「
自
然
法

2
2
B
E
E
-
m
)
」
へ
の
規
範
的
省
察
で
は
な
く
、
現
象
の
聞
に
見
出
せ
る

北法55(2・78)512

「
社
会
法
則

(ZHEn-pg)
」
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。

の
対
比
は
重
要
性
を
失
い
、
「
権
利
」
と
は
、
交
換
の
体
系

の
中
で
の
み
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
カ
パ
ニ
ス
は
、
自
然
状
態
論
を
「
精
神
の
つ
く
り
あ
げ
た
単
な
る
フ
イ
ク
シ
ヨ

(
山
)

ン
」
と
し
、
「
人
間
の
本
性
(
ロ
S
5
)
」
は
、
「
社
会
関
係
」
の
中
で
の
み
完
成
す
る
と
論
じ
る
。
「
人
聞
は
孤
独
で
孤
立
し
た
状
態
で
存
在

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
間
は
、
自
然
に
よ
っ
て
社
会
的
存
在
(
恥
円
B
E
n
-
E
g
m
)
と
さ
れ
た
。
・
:
人
間
と
い
う
存
在
は
、
社
会
の
中
で

(
川
)

の
み
生
ま
れ
、
生
活
す
る
」
。
同
様
に
、
デ
ィ
ス
テ
ユ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
は
「
社
会
状
態
こ
そ
が
、
我
々
の
自
然
状
態
で
あ
る
」
と
述
べ
、

(
山
)

デ
ユ
ノ
ワ
イ
エ
は
「
社
会
」
を
「
も
う
ひ
と
つ
の
自
然
状
態
」
と
称
し
て
い
た
。

十
八
世
紀
末
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
思
想
に
見
ら
れ
た
「
自
然
」
と
「
社
会
」

で
あ
る
「
社
会
」

第
二
に
、
「
社
会
法
則
」
は
、
当
時
の
知
的
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
操
作
可
能
な
知
の
体
系
に
よ
っ
て
の
み
、
表
現
さ
れ
、
発
見
さ
れ
る
。

(
川
)

コ
ン
ド
ル
セ
は
、
そ
れ
を
数
学
、
と
り
わ
け
確
率
論
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
カ
パ
ニ
ス
は
、
「
社
会
」
を
単
な
る
個
人
の
集
合
で

は
な
く
、
独
特
の
属
性
を
持
つ
「
大
き
な
塊
(
寝
苦
母
国
吉
田
∞
回
目
国
)
」
と
捉
え
た
。
「
諸
国
の
立
法
者
が
、
人
間
本
性
に
つ
い
て
、
あ
る
種
個

人
的
な
知
識
し
か
持
ち
合
わ
せ
ず
、
人
々
を
大
き
な
塊
と
し
て
行
動
す
る
存
在
と
見
な
さ
な
い
」
な
ら
ば
、
「
そ
れ
ら
全
て
の
部
分
か
ら
、

活
気
の
あ
る
生
き
た

(
B
5宮
町
四
三
S
D
B
)
機
械
を
組
織
す
る
か
わ
り
に
、
・
:
全
く
動
か
な
い
機
械
の
一
つ
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
の
で

(
川
)

は
な
か
ろ
う
か
」
。
こ
の
集
合
の
秩
序
法
則
は
、
「
人
間
[
一
般
]
の
必
要
や
能
力
、
そ
れ
ら
が
他
の
同
胞
と
の
あ
い
だ
に
必
要
と
す
る
関
係

(
山
)

に
つ
い
て
の
分
析
」
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
パ
ニ
ス
は
、
人
間
一
般
の
欲
求
や
必
要
に
関
す
る
知
を
「
生
理



(
川
)

の
重
要
な
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
。

第
三
に
、
以
上
の
「
社
会
」
観
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
統
治
行
為
が
、
「
社
会
」
に
関
す
る
知
に
基
づ
く
「
技
術
(
皇
こ
と
し
て
捉
え

コ
ン
ド
ル
セ
は
、
個
人
の
「
啓
蒙
さ
れ
た
」
自
己
利
益
を
結
合
し
、
「
公
益
」
を
導
き
出
す
た
め
の
「
社
会
的
技
術

学

(
Z
3
3
z
m
-
m
)
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
「
人
間
科
学
」

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

(皇

sg巳
)
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
各
人
の
共
通
の
利
害
を
す
べ
て
の
も
の
の
共
通
の
利
害
に
近
づ
け
、
こ
れ
を
同
一
視
す
る
こ
と
、
・
:
社
会
的
技
術
の
目
的
と
は
、
こ

の
両
者
の
明
白
な
対
立
を
打
破
す
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
・
:
有
用
な
技
術
が
健
全
な
理
論
に
支
え
ら
れ
て
為
さ
れ
る
進
歩
、
も
し

フランス福祉国家の思想的源流 (1789-1910年) (1) 

く
は
政
治
学
の
真
理
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
構
成
な
法
の
進
歩
か
ら
生
ず
る
幸
福
は
、
人
間
を
人
間
性
、
仁
愛
、
正
義
へ
と
向
け
さ

(
問
)

せ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
」

(
印
)

の
秩
序
法
則
に
沿
っ
た
働
き
か
け
で
あ
り
、
医
学
的
治
療
に
総
え
ら
れ
る
。

カ
パ
ニ
ス
に
と
っ
て
、
統
治
行
為
の
正
統
性
は
、
社
会
秩
序
の
存
続
に
と
っ
て
「
有
用
」
で
あ
る
か
否
か
を
基
準
と
す
る
。
「
社
会
体
・
:

そ
れ
は
、
「
社
会
」

は
自
分
自
身
の
た
め
に
し
か
存
在
せ
ず
、
自
分
に
と
っ
て
の
有
用
性
し
か
、
法
と
し
て
認
識
し
な
い
。
:
・
社
会
体
は
、
常
に
こ
の
有
用
性
か

(
山
)

ら
、
道
徳
的
原
則
と
行
動
の
規
則
・
目
的
と
を
導
く
」
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
革
命
期
か
ら
世
紀
転
換
期
に
か
け
て
は
、
現
象
の
観
察
と
、
現
象
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
「
法
則
」
の
認
識
に

基
づ
い
て
、
統
治
権
力
の
合
理
化
を
図
ろ
う
と
す
る
、
「
社
会
の
科
学
」
の
試
み
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
思
想
は
、
公
的
に
知
的
権
威
を
承
認

北法55(2・79)513

さ
れ
た
機
関
に
属
す
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
担
わ
れ
、
彼
ら
の
観
点
か
ら
「
社
会
」
を
統
御
す
る
と
い
う
目
的
の
下
で
語
ら
れ
た
。

コ
ン
ド
ル

セ
は
、
「
社
会
」

の
秩
序
を
数
学
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
、

カ
パ
ニ
ス
は
、
生
物
の
メ
タ
フ
ァ

l
を
用
い
て
、
そ
れ
を
有
機
的
統
一
と
捉
え

の
強
調
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
「
社
会
の
科
学
」
は
、
現
象
相
互
の
関
係
を
、
比
峨
や
類
推
に
よ
っ
て
語

た
。
彼
ら
の
「
観
察
」



説

ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

弓ふ
日間

彼
ら
の
思
想
は
、
十
九
世
紀
以
降
の
「
社
会
」
に
関
す
る
思
想
の
基
本
的
枠
組
み
を
提
供
し
た
。
観
察
可
能
な
「
現
象
」
の
み
を
問
題
と

し
、
そ
の
外
部
に
あ
る
規
範
を
問
わ
な
い
こ
と
、
「
現
象
」
相
互
の
「
関
係
」
「
法
則
」
の
み
を
問
う
こ
と
、
社
会
全
体
の
秩
序
維
持
に
と
っ

て
の
「
有
用
性
」
を
規
範
的
準
則
、
正
統
性
の
根
拠
と
す
る
こ
と
、
統
治
行
為
を
「
社
会
」
に
内
在
す
る
秩
序
法
則
に
従
っ
た
「
治
療
」
と

(m) 

解
す
る
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
後
の
思
想
に
引
き
継
が
れ
、
「
社
会
」
に
関
す
る
知
と
統
治
権
力
と
の
結
び
つ
き
を
準
備
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
学
士
院
第
二
部
門
の
「
道
徳
政
治
科
学
」
は
、
自
由
主
義
的
傾
向
を
嫌
う
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
、
執
政
期
の
一
八

O
三
年
に

閉
鎖
さ
れ
る
。
そ
れ
は
七
月
王
政
期
に
お
い
て
、
ギ
ゾ
!
と
ヴ
イ
ク
ト

l
ル
・
ク
ザ
ン
の
主
導
に
よ
る
「
道
徳
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

(〉
E
忌
E
o
n
r
z
a
g
n
2
5
2
p
-
2
2
旬
。
-
E
s
z
g
)
」
と
し
て
復
活
す
る
。
こ
の
機
関
は
、
七
月
王
政
期
を
通
じ
て
、
支
配
者
層
に
よ
る
「
杜

へ
の
対
応
を
論
ず
る
た
め
の
中
心
機
関
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

会
問
題
」

(
M
m
)

盟
問
同
吋
一
四

m
g
g
〈巴
o
P
E
s
oヨ
S
H
C
ミ
N
q
『
@
同
V
E
T
O
住
吉
田
同
門
戸

-zu-℃
ω
一

(
引
)
内
町
-
n
o
E
O
R
m
F
A
《
同
N
S
E
C
O
D
Z
R
Z
8
5
5
2
8
s
g
z
s
v
r
コ
斗
a-
含
ロ
目
白
一
号
、
a
R
同
町
内
包
苫
弘
司
、
町
内
H
e
円
ニ
岨
℃
・
寄
与
山
岳

G
F
、
、
h
E
s
s
s
z
h
同
町
匹
。

n
q
s
h
E
F
E
s
s
~
高
円
。
お
お
む
Z
S
町
内
司
町
内
H
E
忌
守
お
さ
h
S
E
志
向
え
な
え
さ
凡
な
丸
町
三
む
き
さ
同
町
九
宮
町
き
い
て
き
咽
同
M
S
F
コ
∞
タ
匂
・
叶
・

(
回
目
)
一
七
八
九
年
協
会
は
、
ジ
ャ
コ
パ
ン
・
ク
ラ
ブ
の
穏
健
な
メ
ン
バ
ー
が
中
心
と
な
り
、
「
科
学
」
に
基
づ
い
て
新
た
な
フ
ラ
ン
ス
憲
法
と
秩
序

の
再
建
を
も
た
ら
す
た
め
に
設
立
さ
れ
た
(
内
包
S
E
n
-
-
白
色
∞
共
同
n
q
s
h
q
R
ミ
~
守
色
遣
2
b
s
s
~
3
足
。
s
z
v
s
r
ミ
ミ
ミ
a
$
3
2
2
2
-
2
開
。

g
ι
F
O
E
S
-
C
E
5
a
ε
a
n
y
-
n
a
o
句

B
E
-
-
唱叶凶・宅
-
M
叶
N
E
q
A
H
)
。
そ
の
統
治
技
法
が
、
す
で
に
触
れ
た
「
社
会
的
技
術
(
E
g
g
-
)
」
と
称

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
七
八
九
年
協
会
会
則
に
は
、
「
社
会
的
技
術
」
が
「
国
民
の
幸
福
を
保
証
し
、
増
進
す
る
た
め
の
技
術
」
で
あ
り
、
教

育
、
商
業
、
統
治
な
ど
を
含
む
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
E
E
戸
田
塁
手
訟
ミ
宮
町
H
S
R
E
h
p
司

R
F
白
血
口
宮

5・

3
M
p
h
u・3
】
パ
ス
テ
イ
は
、
こ
の

会
則
が
シ
エ
イ
エ
ス
の
手
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
ベ
イ
カ
l
は
、
実
質
的
に
コ
ン
ド
ル
セ
の
思
想
を
表
現
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
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フランス福祉国家の思想的源流(l789~1910年) (l) 

Q
-
E
r
R
号
円
九
H
J
-
M
・

8
3
0
『
一
七
八
九
年
協
会
雑
誌
2
2
2
包
含
-
B
E
n
-
Z
含
コ
宅
)
』
を
発
刊
す
る
な
ど
、
初
期
の
活
発
な
活
動
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
革
命
の
過
程
で
穏
健
派
の
立
場
が
弱
体
化
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
協
会
も
急
速
に
影
響
力
を
失
い
、
一
七
九
一
年
以
降
は
メ
ン
バ
ー

の
ほ
と
ん
ど
が
ジ
ヤ
コ
パ
ン
・
ク
ラ
ブ
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
で
、
同
年
に
活
動
を
終
え
た
(
回
呉
戸
告
・
2
・
3
・
N

宝
'
M
∞凶)。

(
的
)
却
さ
吉
田
虫
g〈
m
p
p
h
h
え
な
守
宮
2
・
2
h
白
ご
ミ
こ
ぎ
き
吉
弘
司
同
長
2
ミ
丸
町
H
H
E
Eミ
h
h
R
K
S
H
S
2
2
E
E
S
E
S
R
E
ミ
~
』
h
h
h
s
m
旬
、
ミ
ロ
同
潟

、
E
お
町
内
た
吉
な
可
∞
u
e
F
E
・
3
E
凶
〉
芯
戸
】
∞
2
・
苦
・
3
u
a
w
ア
ン
リ
・
グ
イ
エ
は
「
社
会
の
科
学
」
の
源
流
と
し
て
、
「
政
治
経
済
学

(φ

8
5
5
5
匂

C
E
S
S
)
」
、
コ
ン
ド
ル
セ
の
「
社
会
数
学
(
吉
良
E
B
急
告
白
凹
2
5
5
」
、
カ
バ
ニ
ス
の
「
社
会
生
理
学
(
B
3
5
5
8
己
色
町
)
」
の
一
一
一

つ
を
挙
げ
て
い
る
(
F
E
E
Z
E
R
E
X
E
g
m
q
E
望
号
号
室
町
内
こ
む
》
、
き
え
き
号
、
。
量
号
、
ミ
-
F
N
・
3
江
田
e
〈ユロ叫

-
2
c
d
3
・
お
自
主
)
。
こ

の
う
ち
「
政
治
経
済
学
」
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
扱
う
。
な
お
、
本
章
で
展
開
さ
れ
て
い
な
い
コ
ン
ド
ル
セ
と
ト
ラ
シ
な
ど
第
二
世
代
と
の

相
違
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。
安
藤
隆
穂
「
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
の
展
開
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
、
二
O
七
l
一
二
人
頁
。

(別
)
m
a
R
E
E
P
一
言
問
旨
ミ
色
遣
い
司
ミ
a
」
町
内
定
お
も
町
、
ミ
ミ
E
芯
ミ
呂
町
、
む
号
、
付
足
g
y
ミ
」
E
S
R
F
E
q
a
・
旨
E
-
F
g
〉
話
相

-
o
p
d
E
5
2
q
え

の阿世

E
r
g
s
-
-
Sア
召
・
ヨ

es--

(m)
こ
の
点
を
は
じ
め
、
十
八
世
紀
の
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
と
政
治
経
済
学
の
成
立
に
つ
い
て
、
以
下
の
論
文
が
優
れ
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
隠

岐
さ
や
香
「
一
七
八
0
年
代
の
パ
リ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
と
『
政
治
経
済
学
』
」
「
哲
学
・
科
学
史
論
叢
』
(
東
京
大
学
教
養
学
部
哲
学
・
科
学

史
)
第
三
号
、
二
O
O
一
年
、
九
五
|
一
一
八
頁
。

(
問
)
ベ
イ
カ
ー
に
よ
る
と
、
一
七
七
0
年
代
か
ら
八
0
年
代
に
は
、
「
道
徳
科
学
(
5
2
8
5
0
5
5
」
「
道
徳
政
治
科
学
(
5
2
n
2
5
2
包
2
2

司

C
E』
E
g
)
」
「
政
治
科
学
(
E
2
8
こ
呈
同
2
5
凹
)
」
な
ど
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
降
徐
々
に
「
社
会
の
科
学
(
5
2
n
g
8
2
色
何
回
)
」

「
道
徳
社
会
科
学
(
5
3
8由
自
営
毛

S
忠
告
2
2
8
2
色
町
田
)
」
と
い
う
語
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
面
白

w
p
円
リ

S
I

号
再
三
宅
町
h
h
J
H
U
}
ヨ『
)

0

な
お
、
「
道
徳
政
治
科
学
」
と
い
う
語
は
、
一
七
六
七
年
フ
イ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
ニ
コ
ラ
・
ボ
ド
ー
に
よ
っ
て
最
初

に
用
い
ら
れ
た
。
Z
F
n
o
E
∞
室
内
山
g
F
h
u
g
門
守
2
弘
司
芯
h
丘
町
、
同
町
町
吉
司
ミ
ミ
ミ
む
と
と
南
宮
内
両
足
こ
え
室
内
町
H
E
~
む
な
匂
尽
き
も
『
E
E
F
コ
ミ
・

(
m
)
E
5
5
3
3
5
a
む
ま
で
む
門
む
た
き
句
、
皇
室
句
ミ
句
、
ミ
ミ
ミ
R
ミ
U
R
N
-
関
口
、
b
~
ミ
m
R
E
s
h
内
ミ
白
書
ミ
ミ
内

C
3号
、
町
内
『
・
3
2
・

】吋∞
N
.

(
山
川
)
。
。
=
g
n
R
n
F
E
こ
w
h
r
門
苦
言
問
H
E
H
2
h
H
R
H
H
h
h
-
M
dし
え
な
与
2
5
ミ
ミ
g
g
豆
、
Q
E
句
、
九
時
匂
旬
、
z
g
b
E
T
明
白
吉
司
弁
明
》
沼
∞
・

(
川
山
)
コ
ン
ド
ル
セ
「
人
間
精
神
進
歩
史
第
一
部
』
、
一
一
一
一
一
0
1
一
一
一
一
一
一
一
頁
。
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フランス福祉国家の思想的源流 (1789九 19104二) (1) 

(
川
)
号
交
・

(
山
)
こ
こ
で
「
人
間
科
学

(
5
8
3
【
げ
で
『

MOBSm)
」
と
は
、
ド
イ
ツ
語
の
〉
R
F
S司
ozmHm
の
訳
と
さ
れ
て
い
る
。
内
回
Z
E
P
公
知
名
目

5
5
E
Z可，

2
5
2
E
5
0邑
色
町
一
-
F
o
g
s
n
v
r
z
s・
日
ど
で

5
』

M
E
s
-
-
S
R
a
s
E
F
S
F
1
宮同
-Z0・
司

NSF-v円
m
a
g
s
-
5
2
E『
伺
関
与
四
回

J
g
n
p
奇
声

-u
・
-
N小・

(
川
)
コ
ン
ド
ル
セ
「
人
間
精
神
進
歩
史
第
一
部
』
、
二
七
三
1
二
七
四
頁
。

(m)
向
上
、
二
三
O
頁。

(
凶
)
ぎ
苫
F
E
E
S
-
告・円

F
目

M

・M-

(
山
)
ル
ロ
ワ
は
、
カ
パ
ニ
ス
を
「
十
九
世
紀
の
大
部
分
の
社
会
思
想
の
起
源
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
生
理
学
的
心
理
学
、
実
証
主
義
:
・
な
ど
、
現

代
思
想
の
出
発
点
で
も
あ
る
」
と
し
て
い
る
(
「
mgu〉
S
h
E
Z
与
え
丸
hah-門主
g
i
L・ド
S
・門戸

-
Y
G∞)。

¥
斗
叶
目
・
コ
い

f

問
問
圭
ロ本
稿
は
、
北
海
道
大
学
審
査
博
士
(
法
学
)
学
位
論
文
(
二
O
O
三
年
十
二
月
二
十
五
日
学
位
授
与
)
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
一
九
九
八
年
l

一
九
九
九
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
特
別
研
究
員
奨
励
費
)
、
お
よ
び
二

O
O
三
年
|
二
O

O
四
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
若
手
研
究
B
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Les origines philosophiques de 

I'Etat-providence en France (1789・1910)

一一-economie sociale， republicanisme social et solidarisme --

Takuji TANAKA * 

PRESENTATION 

L'objet de cet article est de reconsiderer l'histoire de la pensee politique du 1ge 

siec¥e en France dans la perspective des antagonismes entre les trois courants de 

pensee qui cherchent a resoudre la αquestion sociale >> du point de vue des classes 

dirigeantes， jusqu'au debut du 20e siecle ou se forme initialement I'Etat-providence. 

Cet article se compose de quatre chapitres. Le premier chapitre traite du 

processus de remise en question de la vision politique republicaine du moment 

revolutionnaire jusqu' aux annees 1830 ou a ete decouverte la << question sociale )). Les 

trois autres chapitres traitent des idees politiques differentes qui visent a resoudre cette 

question. Le chapitre d巴uxenvisage I'idee de I'economie sociale， sous la monarchie de 

JuiIlet， qui est caracterisee par la conception de (( charite nouveIl巴恥 Dans1巴chapitr巴

trois， il s'agit de la pensee et des pratiques d巴srepublicains dans les annees 1840， qui 

visent a etablir la (( Republique social )) recourant a la notion de << fraternite恥 Le

dernier chapitre examine le solidarisme sous la Troisieme Republique， fonde sur la 

conception de (( solidarite )). Nous nous conc巴ntronssur les rivalites et les 

antagonismes de ces trois courants de pensee pour r巴considererI'histoire de la pensee 

politique du 1ge siecle a la lumiere des mesures prises par les c1asses dirigeantes autour 

de la (( question sociale >) jusqu'a I'epoque de la naissance de I'Etat-providence 

CHAPITRE PREMIER 

Dans le premier chapitre， nous凶 itonsles trois periodes successives a partir de 

la Revolution francaise ju叫がauxannees 1830 sous l' angle des metamorphoses de 

l'ide巴republicainerevolutionnaire. Premierement， la pense巴republicaineau debut de 
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l' epoque revolutionnaire se caracterise par une contradiction entre la vision de la 

societe ideale composee de citoyens autonomes et egaux et la realite sociale dont la 

grande majorite des composantes sont les << pauvres )). Nous envisageons cet 

antagonisme par rapport a leurs conceptions de ¥'<< opinion publique ))， de la <<仕a-

temite"巴tde la << pauvrete )). 

Deuxi占mement，la periode du toumant du siecle qui va du Directoire a la 

Restauration se caracterise par une tentative pour etablir les <( sciences sociales )) a ¥'in-

itiative des ideologues tels que Destut de Tracy， Cabanis et Dunoyer ou d'un 

precurseur， Condorcet. IIs essayent d'elaborer ¥'副 dugouvemement (<< l' art social り

巴nrecourant a cette (( science )) qui recherche la loi inherente a la <( societe ))， nouveau 

fondement de I'ordre public a la place de la (( politique紗

Troisiemement， dans les annees 1830， le commencement de I'industrialisation 

et de l'urbanisation massive amene une nouvelle perception du phenomene de misere : 

le (( pauperisme ))・ Seloncette perception， les miseres survenues au centre des cites 

industrielles ne sont point analogues a des formes de pauvrete traditionn巴lIes.Le 

pauperisme designe alors un probleme structurel attache a l' industrie， une crise du lien 

(( moral 衿 collectif，ou pour reprendre l' expression novatrice de l' epoque， une 

(( question sociale )). C' est a partir de ce questionnement que toutes les pensees 

politiques du 1ge siecle visent a retablir l' ordre public en cherchant a redefinir la 

conception de la (( societe " et de la (< morale ))・

CHAPITRE DEUX 

Le premier courant de la pensee faisant face a laαquestion sociale )) est 

l' (( economie sociale )). Alors que la majorite des c1asses dirigeantes de la monarchie 

de Juillet sont influencees par l' (< economie politique ))， originellement proposee par 

Adam Smith et introduite en France par Jean-Baptiste Say， certains s'opposent a cette 

doctrine liberale et elaborent un nouveau syst己meplus moraliste. 

D'un cδte， 1'(( economie politique )) met I'accent sur I'importance de la 

<< Jiberte de J'industrie )) contre I'intervention de I'Etat. Afin de reguler la <<question 

sociale ))， cette doctrine appelle aux patronages， aux familles patriarcales， aux societes 

charitables. Elle cherche a discipliner et (( moraliser沙 lespauvres a travers ces 

institutions pour qu'ils puissent apprendre la responsabilite individuelle et l'assiduite. 
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De I'autre cδte， lesαeconomistes sociaux >> tels que Joseph de Gerando， 

Villeneuve-Bargemont， Eugene Buret， de Coux， Marbeau et Ferdinand Bechard， dont 

la plupart sont administrateurs， economistes， hygienistes et membres de l'Academie 

des sciences morales et politiques， insistent sur la reconstruction du sens co-

mmunautaire et traditionnel en s'opposant a I'industrialisation excessive. I1s distingu-

ent le << bonheur >> de l' accumulation de << richesse >> materie¥le， en critiquant la 

hierarchisation des c1asses sociales jusqu'a J'extreme sous le regime industriel. Dans le 

but de maintenir I'ordre public， i1s proposent d'organiser la morale renouvelee : la 

<< charite nouve¥le 恥I1ssupportent l' initiati v巴 desc1asses superieures pour la 

<< moralisation >> des c1asses inferieures， et s'efforcent d'associer 1巴 pouvoirde-

c巴ntraliseen Commune et les associations privees comme les societes de secours 

mutuel， les societes de prevoyance， les societes religieuses et charitables. I1s soulignent 

d'une part le role des institutions traditionnelles telles que les familles patriarchales et 

les patronages， et introduisent d' autre part des mesures preventives telles que 

I'education a I'hygiene ou a I'epargne. Afin d'organiser la << charite nouv巴lIe>> en 

general， ils recourent a la αscience sociale >> fondee sur << l' observation )) d巴larealite 

sociale et sur les statistiques. 

Apres une premiere tentative interrompue par la revolution de Fevrier en 1848， 

I'economie sociale a ete restauree par Frederic Le Play sous le Second Empire， et a 

surtout ete developpee sous la Troisieme Republique a I'initiative d'Emile Cheysson， 

de Charles Gide et du mutualisme. Elle a joue un rδle important au debut du 20e siecle 

pour introduire une dimension << mutualiste沙 dansle systeme francais de la securite 

sociale. 

CHAPITRE TROIS 

Le deuxieme courant de pensee est le << republicanisme social >> dans les annees 

1840. Contrairement a I'economie po1itique et a I'economie sociale， prises en charge 

par les c1ass巴sdirigeantes， I'idee et les mouvements du republicanisme social sont 

portes par des ouvriers， des joumalistes et des hommes politiques proches d'eux (par 

exemple， Ledru-Rollin， Jules Michelet， Victor Hugo， Louis Blanc， Pierr巴Leroux).I1s 

voient dans le monde social de leur epoque une division profonde entre I'egalite ideale 

du droit et I'inegalite reelle. La << question sociale )) designe alors une degradation 
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morale et une dissolution sociaJe causees par l' industrialisation， par rapport a leur 

conception de la communaute ideale 1'<< Humanite >>. Comme Leroux le pretend， 

I'Humanite est I'ensemble des individus， uni et transcendant au monde actuel. 

S'attachant a cet id白1presque religieux， les republicains de l' epoque regardent la 

division entre le droit et la morale， entre l'Etat et la societe， entre 1巴sclasses 

bourgeoises et les classes ouvri己rescomme un resu1tat d己l'a1ienation de i'Humanite. Ii 

S弓ensuitqu'ils s'engagent dans ces mouvements republicains avec enthousiasme dans 

le but de retablir la communaute ideale 

Au niveau politique， ils demandent l'intervention du pouvoir de I'Etat pour 

realiser l'egalite dans le domaine social au nom du << droit au travail )) et du suffrage 

universel， en integrant le domaine << social >) au domaine << politique恥 L'Etatn' est pas 

seulement pour巴uxl'organisation du pouvoir co己rcitifmais l' incamation de l' ideal de 

I'Humanite， autrement dit， la Nation， associant les citoyens dans un sentiment quasi 

familiaJ : la << frat巴mite>)目

Dans les annees 1840， il Y avait deux sortes de pensee s' attachant a Ia notion de 

αfratemi低)).La premiere， plus etatique， s'est soldee par un echec en 1851 avec le 

coup d'Etat de Louis Napoleon-Bonaparte. La periode suivante du Second Empire est 

pour le republicanisme social le temps de la reconstruction philosophique qui peut se 

caracteriser par le passage de 1a 10gique de << fraternite )) a celle de << solidarite >). Cette 

derniere offre vers la fin du siとcJeune base phi1osophique des republicains radicaux 

qui preparent l'introduction du systeme de la securite sociale francaise. La deuxieme， 

plus associationiste， a donne naissance aux mouvements syndicalist巴sa la fin du siecle， 

en ピopposantaux republicains sociaux. Ce sont eux qui introduisent le caract己re

decentraJisateur et syndical dans le systeme de l'Etat-providence au 20e siecle. 

CHAPAPITRE QUATRE 

Le dernier courant de pensee est le << solidarisme >> sous la Troisieme 

Republique. II a ete fonde par des philosophes republicains sous le Second Empire 

comme Charles Renouvier et Alfred FouiJlee s百cartantdu republicanisme fonde sur la 

conception de << fraternite ))・I1s'est surtout developpe sous 1a Troisieme Republique 

par le moyen des intellectuels et des hommes politiques， en vue de legitimer la 

politique radicale republicaine. 
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Sous Je Seconde Empire， certains repubJicains de Ja jeune generation teJs que 

JuJes Bami， Etienne Vacherot， Alfred Fouillee critiquent la notion de << fratemite )) en 

disant qu'eJJe reste trop vague pour etre definie comme notion juridique. Ce sont 

FouiJJee et Renouvier qui etabJissent sur la base de Ja philosophie kantienne une 

nouveJJe conception de Ja societe unie par Ja << solidarite )). Cette idee de << soJidarite >> 

leur permet d巴redefinirla relation entre le droit et la morale， entre la politique et la 

societe， entre J'egalite juridique et J'inegaJite reelJe. 

Dans cett巴 perspechv巴 de<< soJidarite ))， la societe est consideree non pas 

comme un ordre hierarchique mais comme une relation egalit泊r巴.0' autre part， eJJe 

n'est pas consideree comme une communaute unanime， comme les republicains 

romantiques dans les annees 1840 le soutiennent， mais comme une relation d'in-

terdependance， fondee sur la division du travail fonctionnel. La solidarite est， selon 

eux， un fait observable de maniere << scientifiqu巴>>， mais en meme temps un lien 

normatif a realis巴r，ce qu'il appeJJent 1'<< Humanite )). C'est Emile Durkheim qui 

institutionna1ise la << sociologie沙 dansle monde universitaire pour legitimer de 

maniere inteJJectueJJe cette nouvelle conception. Les radicaux、dontle plus re-

pres巴ntatif巴stLeon Bourgeois， formalisent cette doctrine comme ideologie politique : 

le << solidarisme恥

Au niveau politique， le soJidarisme legitime J'intervention limitee de J'Etat en 

resp巴ctantla << liberte )) des individus et J'<< autonomie >> des corps inermediaires. 

L'autonomie des societes de secours mutueJ， des syndicats ouvriers ou d'autres 

associations etant encouragee， le role de J'Etat dans ce system巴 serestreint a 

l'education publique， J'hygiene pubJique ou la mise en pratique de J'impot progressif. 

Le solidarisme pretend assurer le << droit social 妙 maisde facon indirecte， c'est-a-dire 

p訂 Jesconseils et les recommandations prodiguees par J'Etat aux 1巴sassociations 

secondaires. Enfin， alors que Jes individus dans ce systeme beneficient de la relation 

reciproque et voJontaire， ils se chargent de Ja responsabilite de realiser 1巴 progres

coJJ巴ctifde J'<< Humanite ))， p訂 lemoyen de la minimisation du << risque ))， de Jeur 

propre socialisation a travers J' adhesion aux associations et de leur rationalisation par 

J' education. 

La philosophie du solidarisme a contribue a Ja formation de la loi de J 898 sur 

les accidents du travail， et a J'introduction du systeme de la securite sociale au debut 

W 北i去55(2・466)900



Vol.55 NO.2 (2004) Th¥! J-Io](kaido L!lw Review 

du 20e siec¥e. Neanmoins， el¥e n'a pas reussi a organiser la securite sociale en general 

jusqu'aux annees 1930， a cause des antagonismes avec I'economie politique， 

I'economie sociale et le syndicalisme. Le regime francais de l'Etat-providence au 20e 

siecle， qui se caracterise par la complexite et les institutions fractionnaires， peut etre 

compris sous l'飢 glede cette rivalite entre plusieurs courants d巴penseevisant a resou-

dre la (( question sociale >> tout au long du 1ge siecle. 
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